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第２期中長期目標期間 

（平成 27年度～令和 2年度） 

期間実績評価書 

 
  

別添 



2 

 

 

評価書様式 

 

様式２－２－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人国立がん研究センター 

評価対象中長期

目標期間 

期間実績評価 第２期中期目標期間 

中長期目標期間 平成２７年度～令和２年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

 法人所管部局 医政局 担当課、責任者 研究開発振興課  笠松 淳也 課長 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策立案・評価担当参事官室 山田 航 参事官 

 

３．評価の実施に関する事項 

 令和３年７月２９日に「厚生労働省国立研究開発法人審議会高度専門医療研究評価部会」を開催し、評価部会委員から意見聴取を行うとともに、法人の理事長及び感じから法人の業務運営の状況や

今後の課題、改善方法等について意見聴取を行った。 

 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 特になし 
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 様式２－２－２ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，Ｄ） 

Ａ：国立研究開発法人としての目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の取組等について総合的に

勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕

著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

（参考：見込評価） 

Ａ 

評定に至った理由 項目別評定は８項目中、Ｓが３項目、Ａが１項目、Ｂが４項目であり、うち重要度「高」であるものはＳが３項目となっている。また、全体の評定を引き下げる事象も

なかったため、厚生労働省独立行政法人評価実施要領に定める総合評定の評価基準に基づき算出した結果、Ａ評定とした。 

 

２．法人全体に対する評価 

第２期中長期目標期間においては、理事長のリーダーシップのもと、研究開発成果の最大化、効果的かつ効率的な業務運営、国民に対するサービスの向上、財務内容の改善等を図るための積極的な

取組を行った。具体的な研究・開発における特に顕著な成果の創出や成果の期待が認められるものとしては、 

・世界に先駆けて RET 融合遺伝子陽性肺がんの薬剤耐性メカニズムを発見 

・マイクロ RNA による卵巣がんの早期診断モデルを作成 

・血液から膵臓がんの治療標的となる遺伝子異常を検出 

などがあげられる。 

上記の他にも、法人全体として中長期目標・計画に掲げた事項について、着実に成果を上げており、がんゲノム医療の基盤整備と遺伝子パネル検査の保険収載決定、SCRUM-Japan でのグローバル

エビデンスの創出、IVR 等の低侵襲治療の開発と提供、患者サポート研究開発センター及びレディースセンターの開設、リーダーとして活躍できる人材の育成、全国がん登録に基づくがん罹患者数及

び院内がん登録 5 年生存率等を初集計、財務ガバナンスの強化による経常収支率の大幅な改善と安定化、外部資金獲得の推進等、高く評価できる成果や取組が散見される。 

 次期中長期目標期間においても引き続き、国立研究開発法人の役割である「研究開発の最大化」に向けた取組に期待する。 

 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

 特になし 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

・中期計画期間を通じて大規模横断的がんゲノム解析や保険収載されたオンコパネル医療が大きく進捗し、世界レベルの成果を増やしてきたことは大変高く評価できる。 

・がんゲノム医療の基盤整備、患者情報由来の PDX作成・分譲体制の整備、産官学連携ネットワークの構築、国際連携・国際貢献ともに世界を牽引しており、所期の目標を上

回る顕著な成果と高く評価できる。 

・個々の新規治療や AI活用シーズは順調に進んでいるが、がん医療を根本から変えるものとして遺伝子パネル検査と付随する患者申出療養は、今後もぜひ進められたい。 

・指導者的立場にある医療従事者への研修プログラム提供を行い、期間中毎年目標を上回っている。国内の指導的立場にある人材の育成、国内外から多くの医療従事者の研修

の受け入れを実施し、人材育成に顕著な成果を上げた。 

・ゲノム医療の実装などの国のがん政策に対して、積極的に提言を行って関与・協力するとともに、地方自治体の検診受診率向上の取組みの支援やがん診療連携拠点病院等へ

の診療支援による医療の均てん化、全国がん登録に基づく罹患者数の初集計、たばこ対策の普及啓発、がん情報サービスの充実など、がん政策の推進のために積極的に貢献し

た。 

・継続して経常収支黒字を達成できている。すでに成果があがっている電子化の推進による業務効率化やコスト削減には、引き続き取り組まれたい。 

・知的財産戦略の推進による知財収入の獲得は良い成果をあげている。 

・「がん医療や研究」については多くの国民の関心事であり、引き続きセンター業務などの積極的な広報を期待する。 
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監事の主な意見 国立がん研究センターの大きなミッションは、がん研究、医療、先端的な研究開発、国内基盤の構築、国際競争を勝ち抜くといったところにミッションがあると考えており、

そういった観点からも、センターの努力と成果について、監事としても高く評価をしている。 
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様式２－２－３ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計

画） 

年度評価 中長期目標

期間評価 

項目別

調書№ 

備考欄  中長期目標（中長期計画） 年度評価 中長期目標

期間評価 

項目別

調書№ 

備考欄 

 H27

年度 

H28

年度 

H29

年度 

H30

年度 

R 元

年度 

R２

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

  H27

年度 

H28

年度 

H29

年度 

H30

年度 

R元

年度 

R２年

度 

 

見込

評価 

期間

実績

評価 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 担当領域の特性を踏

まえた戦略かつ重点

的な研究・開発の推

進 

 

A○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

１－１ 

研究開

発業務 

  業務運営の効率化に

関する事項 

 

B

  

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

２－１ 

 

実用化を目指した研

究・開発の推進及び基

盤整備 

 

A○ 

 

A○

  

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

１－２ 

研究開

発業務 

             

医療の提供に関する

事項 

 

 

B○

  

 

B○ 

 

A○ 

 

S○ 

 

S○ 

 

A○ 

 

S○ 

 

S○ 

１－３               

人材育成に関する事

項 

B

  

A B B B B B B １－４               

医療政策の推進等に

関する事項 

 

B

  

 

B 

 

B 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

１－５ 

              

                         

                        

                        

            Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

             財務内容の改善に関

する事項 

B

  

B B B B B B B ３－１  

                       

                        

             Ⅳ．その他の事項 

              その他業務運営に関

する重要事項 

B

  

B B B B B B  B ４－１  

                        

                        

 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ 
担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進 

施策目標：政策医療の向上・均てん化 

当該事業実施に係る根

拠（個別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度:高】 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進は、国民が健康な

生活及び長寿を享受することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究

と臨床を一体的に推進できるNC の特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大き

く貢献することが求められているため。 

関連する研究開発評価、

政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 H27年

度 

H28年度 H29 年

度 

H30 年

度 

R 元年

度 

R２年度  H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 

がんの解明と医

療推進に大きく

貢献する成果 

中長期目標期間中

に 12件以上 

３ ３ ３ ４ ４ ４ 予算額（千円） 4,872,000 8,308,000 15,257,010 12,521,343  11,320,601 9,925,660  

英文の原著論文

数 

 

中長期目標期間中

の英文の原著論文

数年 600件以上 

611 730 844 747 979 1,188 決算額（千円） 8,658,509 15,016,361 16,679,722 10,702,145 12,355,685 12,782,460 

 

 

       経常費用（千円） 8,536,821 9,581,706 10,695,181 10,410,688 11,293,730 12,955,230 

 

 

       経常利益（千円） ▲460,831 482,253 ▲141,897 53,001 ▲837,099 763,439 

        行政コスト（千

円） 

－ － － － 11,905,032 13,568,157 

        行政サービス実施

コスト（千円） 

2,824,245 1,769,247 2,898,003 3,049,717 － － 

 
 

 

       従事人員数 

（３月 31日時点） 

444 472 463 476 518 383 

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ｓ 評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

別 紙 に 記 載 



7 

 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすことにより、研究成果の実用化

に大きく貢献することが求められているため。 

 

【難易度：高】 

近年、同じ臓器のがんであっても、その発生原因、メカニズ

ムなどについては患者の遺伝子変異の性質に応じて様々であ

るなど、研究の困難性が増している。また、未来型医療を実現

するための最先端のがん研究を推進し、診断・治療法の研究開

発を効率的かつ早期に実現化するためには、医学のみならず生

命科学・工学等の他分野の技術・成果を統合的に研究開発に応

用する必要があるため。 

 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患について、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究者・専門家の育成・確保、臨

床研究及び治験の情報公開、治験に要するコスト・スピード・

質の適正化に関して、より一層強化する。 

また、First in human（ヒトに初めて投与する）試験をは

じめとする治験・臨床研究体制を整備し、診療部門や企業等

との連携を図り、これまで以上に研究開発を推進する。 

具体的には、 

・遺伝子の解析等による未来型医療を実現するための

診断・治療法の研究開発 

・難治性がん、希少がんなどを中心とした新規治療法の

研究開発 

・全国ネットワークを活用し、個人や集団に対しより最

適化された標準治療開発のための多施設共同臨床研究 

・がんのリスク・予防要因を究明するための精度の高い

疫学研究及び前向き介入研究 

 

② 戦略的な研究・開発 

・遺伝子の解析等による未来型医療を実現するための診断・

治療法の研究開発 

【重要度：高】 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の

推進は、国民が健康な生活及び長寿を享受することのできる社

会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に

推進できる NC の特長を活かすことにより、研究成果の実用化

に大きく貢献することが求められているため。 

 

【難易度：高】 

近年、同じ臓器のがんであっても、その発生原因、メカニズ

ムなどについては患者の遺伝子変異の性質に応じて様々であ

るなど、研究の困難性が増している。また、未来型医療を実現

するための最先端のがん研究を推進し、診断・治療法の研究開

発を効率的かつ早期に実現化するためには、医学のみならず生

命科学・工学等の他分野の技術・成果を統合的に研究開発に応

用する必要があるため。 

 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 重点的な研究・開発 

センターが担う疾患について、症例集積性の向上、臨床研

究及び治験手続の効率化、研究者・専門家の育成・確保、臨

床研究及び治験の情報公開、治験に要するコスト・スピード・

質の適正化に関して、より一層強化する。 

また、First in human（ヒトに初めて投与する）試験をは

じめとする治験・臨床研究体制を整備し、診療部門や企業等

との連携を図り、これまで以上に研究開発を推進する。 

具体的には、 

・遺伝子の解析等による未来型医療を実現するための

診断・治療法の研究開発 

・難治性がん、希少がんなどを中心とした新規治療法の

研究開発 

・全国ネットワークを活用し、個人や集団に対しより最

適化された標準治療開発のための多施設共同臨床研究 

・がんのリスク・予防要因を究明するための精度の高い

疫学研究及び前向き介入研究 

 

② 戦略的な研究・開発 

・遺伝子の解析等による未来型医療を実現するための診断・

治療法の研究開発 
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・がんの本態解明に関する研究 

・がんの予防法や早期発見手法に関する研究 

・アンメットメディカル（未充足な医療）ニーズに応える新

規薬剤開発に関する研究 

・患者に優しい新規医療技術開発に関する研究 

・新たな標準治療を創るための研究 

・充実したサイバーシップを実現する社会の構築を目指し

た研究 

・がん対策の効果的な推進と評価に関する研究 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・がんの解明と医療推進に大きく貢献する成果 

中長期目標  累計 12 件以上（第１期中期目標期間の平均） 

実  績   累計 17 件（対中長期目標 141.7％） 

・英文の原著論文数 

中長期計画   年 600 件（第１期中期目標期間の平均） 

実  績     979 件（対中長期計画：＋379 件、163.3%） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標

情報」のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の評価） 

・世界に先駆けて RET 融合遺伝子陽性肺がんの薬剤耐性メカニ

ズムを発見 

    センターの研究所で発見した肺がんの原因遺伝子である

RET 融合遺伝子は、全国肺がん遺伝子診断ネットワーク「LC-

SCRUM-Japan」という大規模な臨床試験ネットワークを活用

した、遺伝子スクリーニングにより同定された陽性例を対象と

する医師主導治験(LURET 試験)により、RET 阻害薬バンデタ

ニブの有効性を示した。耐性化した RET 遺伝子融合陽性肺が

んの原因について、スーパーコンピュータを用いてシミュレー

ションを行うなどにより、世界に先駆けて薬剤耐性メカニズム

を発見。RET 遺伝子融合陽性肺がんは全世界で年間 2 万人か

ら 3 万人程度の方が亡くなっており、その方々の救命の可能性

につながる成果が期待される。 

 

・マイクロ RNA による卵巣がんの早期診断モデルを作成 

    早期診断が困難で予後の悪い卵巣がんに対して、卵巣がん患

者で有意に変化する複数のマイクロ RNA を同定し、それらの

・がんの本態解明に関する研究 

・がんの予防法や早期発見手法に関する研究 

・アンメットメディカル（未充足な医療）ニーズに応える新

規薬剤開発に関する研究 

・患者に優しい新規医療技術開発に関する研究 

・新たな標準治療を創るための研究 

・充実したサイバーシップを実現する社会の構築を目指し

た研究 

・がん対策の効果的な推進と評価に関する研究 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・がんの解明と医療推進に大きく貢献する成果 

中長期目標  累計 12 件以上（第１期中期目標期間の平均） 

実  績   累計 21 件（対中長期目標 175.0％） 

・英文の原著論文数 

中長期計画  年 600 件（第１期中期目標期間の平均） 

実  績    1,188 件（対中長期計画：＋588 件、198.0%） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標

情報」のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の評価） 

・世界に先駆けて RET 融合遺伝子陽性肺がんの薬剤耐性メカニ

ズムを発見 

    センターの研究所で発見した肺がんの原因遺伝子である

RET 融合遺伝子は、全国肺がん遺伝子診断ネットワーク「LC-

SCRUM-Japan」という大規模な臨床試験ネットワークを活用

した、遺伝子スクリーニングにより同定された陽性例を対象と

する医師主導治験(LURET 試験)により、RET 阻害薬バンデタ

ニブの有効性を示した。耐性化した RET 遺伝子融合陽性肺が

んの原因について、スーパーコンピュータを用いてシミュレー

ションを行うなどにより、世界に先駆けて薬剤耐性メカニズム

を発見。RET 遺伝子融合陽性肺がんは全世界で年間 2 万人か

ら 3 万人程度の方が亡くなっており、その方々の救命の可能性

につながる成果が期待される。 

 

・マイクロ RNA による卵巣がんの早期診断モデルを作成 

    早期診断が困難で予後の悪い卵巣がんに対して、卵巣がん患

者で有意に変化する複数のマイクロ RNA を同定し、それらの
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組み合わせにより卵巣がんを早期から高精度で検出できる診

断モデルの作成に成功した。これにより、卵巣がんの診断の血

液スクリーニングの実施に向けて大きく前進することが期待

される。 

 

・血液から膵臓がん治療標的となる遺伝子異常を検出 

    これまで生検や手術で採取した組織等を用いて行っていた

網羅的なゲノム異常の解析を、血液でも高精度に行える新たな

手法を開発し、さらに血液からも進行膵臓がんの約 30％に治

療標的となり得る遺伝子異常を検出した。通常の組織生検より

も患者への負担が少ない網羅的ゲノム解析手法として臨床応

用が期待される。また、今後さらに検出感度を向上させること

で、治療標的の探索だけでなく、難治がんの早期診断への応用

も期待される。 

 

（４）評定 

    上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし特に顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるこ

とから「Ｓ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化

を踏まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

組み合わせにより卵巣がんを早期から高精度で検出できる診

断モデルの作成に成功した。これにより、卵巣がんの診断の血

液スクリーニングの実施に向けて大きく前進することが期待

される。 

 

・血液から膵臓がん治療標的となる遺伝子異常を検出 

    これまで生検や手術で採取した組織等を用いて行っていた

網羅的なゲノム異常の解析を、血液でも高精度に行える新たな

手法を開発し、さらに血液からも進行膵臓がんの約 30％に治

療標的となり得る遺伝子異常を検出した。通常の組織生検より

も患者への負担が少ない網羅的ゲノム解析手法として臨床応

用が期待される。また、今後さらに検出感度を向上させること

で、治療標的の探索だけでなく、難治がんの早期診断への応用

も期待される。 

 

  ・リキッドバイオプシーによるゲノム解析の有用性の証明 

    消化器がんにおいて、血液を用いてがんのゲノム異常を検出

する検査（リキッドバイオプシー）を治験のスクリーニングに

取り入れたところ、従来の腫瘍組織検査に比べてより迅速に検

査結果が返却され、より多くの患者が治験に登録されたことを

世界で初めて示した。今後、リキッドバイオプシーがスクリー

ニング検査として治験に活用されることにより、より多くの患

者に最適な医療を提供することが期待される。 

 

（４）評定 

    上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし特に顕著

な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認めら

れることから「Ｓ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、次期中長期目標等に掲げる「遺

伝子の解析等による未来型医療を実現するためのグローバルスタ

ンダードになり得る診断・治療法の研究開発」をはじめとした研究・

開発等について、各定量的指標を踏まえながら、「研究開発成果の

最大化」に向けて着実に取り組むこと。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 
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４．その他参考情報 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 第３ 研究開発の成

果の最大化その他の

業務の質の向上に関

する事項 

１．研究・開発に関

する事項 

 

（１）担当領域の特

性を踏まえた戦略的

かつ重点的な研究・

開発の推進 

【重要度:高】 

担当領域の特性を

踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発

の推進は、国民が健

康な生活及び長寿を

享受することのでき

る社会を形成するた

めに極めて重要で 

あり、研究と臨床を

一体的に推進できる

NC の特長を活かす

ことにより、研究成 

果の実用化に大きく

貢献することが求め

られているため。 

【難易度：高】 

近年、同じ臓器の

がんであっても、そ

の発生原因、メカニ

ズムなどについては 

患者の遺伝子変異の

性質に応じて様々で

あるなど、研究の困

難性が増している。 

第１ 研究開発の

成果の最大化その

他の業務の質の向

上に関する事項 

１．研究・開発に

関する事項 

 

我が国の死亡原

因の第一位である

がんについて、患

者・社会と協働し

た研究を総合的か

つ計画的に推進す

ることにより、が

んの根治、がんの

予防、がんとの共

生をより一層実現

し、がん対策基本

計画の全体目標の

達成に貢献するた

め、センターの果

たすべき役割を踏

まえ、実用化を目

指した研究に重点

を置きつつ、中長

期目標に掲げられ

ている研究開発等

を重点的に取り組

むとともに、研究

開発成果の最大化

を図るために研究

資源・人材を適切

に活用できる体制

を整備する。 

 

（１）担当領域の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

■がんの解明と医

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■がんの解明と医療推進に大きく貢献する成果

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

目標に対しがんの解明や医療推

進に大きく貢献する成果を挙げ、

以下事業は特に顕著な成果であっ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

我が国の死亡原因の第一位であ

るがんについて、センターの果た

すべき役割を踏まえ、実用化を目

指した研究に重点を置きつつ、中

長期目標に掲げられた研究開発等

に重点的に取り組む。 

がんの解明と医療推進に大きく

貢献する成果は、平成 27年度から

令和元年度までで 17件あり、特に

顕著な成果は以下であった。 

 

 

○肺がん新規融合遺伝その発見と

治療法の開発 

RET 融合遺伝子は、研究所におい

て肺がんで発見された新たな遺伝

子異常である。これまでに全国遺伝

子診断ネットワーク「LC-SCRUM-

Japan」に基づいて同定された陽性

例を対象とする医師主導治験（LUR

ET 試験）により、RET 阻害薬バン

デタニブの治療効果を示した。進行

した RET 肺がん患者に対し、バン

デタニブが新しい治療薬となるこ

とが期待されている。 

○代謝を標的とした新たながん治

療法の開発 

 卵巣がんや胆道がんなどアジア

人に多いがんで高頻度に認められ

る ARID1A 遺伝子の変異を標的と

して、その遺伝子変異の特徴である

機能喪失性変異による代謝（メタボ

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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また、未来型医療を

実現するための最先

端のがん研究を推進

し、診断・治療法の 

研究開発を効率的か

つ早期に実現化する

ためには、医学のみ

ならず生命科学・工 

学等の他分野の技

術・成果を統合的に

研究開発に応用する

必要があるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な

研究・開発の推進 

がん対策基本法

及びがん対策推進

基本計画を踏ま

え、全てのがん患

者とその家族の苦

痛の軽減と療養生

活の質の維持向上

及びがんになって

も安心して暮らせ

る社会の構築を実

現するため、実用

化をめざした研究

に重点を置きつ

つ、がん領域の研

究・開発を実効あ

るものとしてより

一層推進していく

ため、国内外の研

究・開発の進捗状

況、国からの要請

及び患者をはじめ

とする国民のニー

ズを踏まえ、弾力

的に重点化課題を

見極め取り組んで

行く。とりわけ、

超高齢社会となり

人口減少が予測さ

れる我が国の将来

を見据え、費用対

効果を視野におい

た研究・開発の推

進を図る。 

療推進に大きく貢

献する成果につい

て、中長期目標期

間中に12件以上あ

げる。 

 

＜評価の視点＞ 

○国内外の研究・

開発の進捗状況、

国からの要請及び

患者をはじめとす

る国民のニーズを

踏まえ、弾力的に

重点化課題を見極

め取り組んでいる

か。 

 

○超高齢社会とな

り人口減少が予測

される我が国の将

来を見据え、費用

対効果を視野にお

いた研究・開発の

推進を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を多数達成したが、特に右記については、顕著

な成果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローム）異常と、この代謝を阻害す

ることによる新たな治療法を見つ

けだすことに成功した。これによ

り、ARID1A 欠損を持つ様々ながん

に対する新たな治療法の開発に大

きく貢献。 

○卵巣がん早期診断モデルの作成 

 早期診断が困難で予後の悪い卵

巣がんに対して、卵巣がん患者で有

意に変化する複数のマイクロ RNA

を同定し、それらの組み合わせによ

り卵巣がんを早期から高精度で検

出できる診断モデルを作成するこ

とに成功した。これにより、卵巣が

んの診断の血液スクリーニングの

実施に向けて大きく前進すること

が期待できる。 

○国際ネットワークによる最大の

がん種横断的全ゲノム解読 

 国際がんゲノムコンソーシアム

によるがん種横断的な全ゲノム解

析プロジェクトに参加、これまでで

最大の 38 種類のがん 2658 症例の

がん全ゲノム解読データが統合解

析され、ヒトがんゲノムの多様な全

体像が詳細に解明された。合計 6 本

の論文が「Nature」誌に同時掲載さ

れ、うち 3 本において NCC 研究者

の貢献が大きい。 

○メタゲノム・メタボローム解析に

よる大腸がん発症関連細菌特定 

 多発ポリープ（腺腫）や非常に早

期の大腸がん（粘膜内がん）患者を

対象に、凍結便を採取しメタゲノム

解析やメタボローム解析を実施、便

中に特徴的な細菌や代謝産物を同



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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① 重点的な研究・

開発 

センターが担う疾患

について、症例集積

性の向上、臨床研究

及び治験手続の効率

化、研究者・専門家

の育成・確保、臨床

研究及び治験の情報

公開、治験に要する

コスト・スピード・

質の適正化に関し

て、より一層強化す

る。 

また、First in h

uman（ヒトに初めて

投与する）試験をは

じめとする治験・臨

床研究体制を整備

し、診療部門や企業

等との連携を図り、

これまで以上に研究

開発を推進する。 

また、がんの解

明と医療推進に大

きく貢献する成果

について、中長期

目標期間中に12件

以上あげることを

目標とする。さら

に、中長期目標期

間中の英文の原著

論文数について、

年600件以上とす

る。 

 

①がんの本態解明

に関する研究 

中長期目標に示さ

れた戦略的研究・

開発課題につい

て、次の具体的課

題例を中心として

重点的に取り組

む。 

 

ア 未知の内的・

外的な発がん要因

の同定や遺伝素因

との相互作用によ

る発がんメカニズ

ム等を解明し、新

しい概念や技術に

基づく個別化され

た効果的な予防法

の開発に資する研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○未知の内的・外

的な発がん要因の

同定や遺伝素因と

の相互作用による

発がんメカニズム

等を解明し、新し

い概念や技術に基

づく個別化された

効果的な予防法の

開発に資する研究

を推進している

か。 

 

■国立がん研究センターの研究者が著者又

は共著者である英文論文総数は、以下の

通りであり平成27年度から令和２年度ま

での平均は850件であり、中長期目標期間

において目標達を成した。 

・平成27年度：611件 

・平成28年度：730件 

・平成29年度：844件 

・平成30年度：747件 

・令和元年度：979件 

・令和２年度：1,188件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際共同研究により、喫煙との関連が報告さ

れている 17 種類のがん 5,243 症例のがんゲ

ノムデータを元に喫煙と突然変異シグネチャ

ーとの関連について検討し、喫煙が複数の分

子機構を介して DNA に突然変異を誘発して

いることを明らかにした。本研究によって、が

んの予防における禁煙の重要性が強調される

とともに、喫煙関連がんの予防や治療が進む

ことが期待される。 

○37 カ国 1,300名を超える世界中のがん研究者

が参加した国際共同研究に参加・貢献し、過去

最大の 38 種類のがん、2,658 症例のがん全ゲ

ノム解読データの統合解析によって、これま

定した。大腸がんを発症しやすい腸

内環境が明らかとなり大腸がんを

予防する先制医療の開発が期待で

きる。 

○母親の子宮頸がんが子どもに移

行する現象を発見 

 2 名の小児がん患者の肺がんが、

母親の子宮頸がんの移行によるこ

とを明らかにした。これらの患者で

は、生まれて初めて泣いたときに、

母親の子宮頸がんのがん細胞が混

じった羊水を肺に吸い込むことに

よって、母親の子宮頸がん細胞が肺

に移行したと考えられる。 

 

＜定量的指標＞ 

○がんの解明と医療の推進に「大き

く貢献する成果」とは、世界初や日

本初のものや著名な学術誌に論文

掲載されたものなどである。 

・がんの解明と医療の推進に大き

く貢献する成果 

目標  12 件 

根拠  第二期中長期計画 

実績  21 件（累計） 

達成率 175％ 

 

・英文原著論文数 

目標  600 件/年 

根拠  第１期中期目標期間

の平均 

実績  850 件（累計平均） 

達成率 141.6％ 

 

研究成果については、関連学会等

において発表を行うとともに、論文
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具体的には、 

・遺伝子の解析等に

よる未来型医療を実

現するための診断・

治療法の研究開発 

・難治性がん、希少

がんなどを中心とし

た新規治療法の研究

開発 

・全国ネットワーク

を活用し、個人や集

団に対しより最適化

された標準治療開発

のための多施設共同

臨床研究 

・がんのリスク・予

防要因を究明するた

めの精度の高い疫学

研究及び前向き介入

研究に取り組むなど

して、重点的な研

究・開発を実施する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で明らかではなかったヒトゲノムの約99％を

占める非コード領域における新たなドライバ

ー異常、突然変異や染色体構造異常に見られ

る特徴的なパターン（変異シグネチャー）の解

明など、ヒトがんゲノムの多様な全体像を明

らかにした。 

○共同研究により、日本人 300 例の肝臓がんの

全ゲノムシーケンス解析を実施し、それらの

ゲノム情報を全て解読した。単独のがん種の

全ゲノムシーケンス解析数としては世界最大

規模である。また、臨床背景と相関する新たな

変異的特徴（シグネチャー）も同定した。本研

究によって、がんのゲノム配列情報に基づい

た肝臓がん治療の個別化へ発展する可能性が

あり、さらに、これらゲノム変異を標的とした

肝臓がんの新しい治療法や診断法、予防法の

開発にも貢献することが期待される。 

○小児・AYA 世代に多いユーイング肉腫のゲノ

ム解析に関する国際共同研究（カナダ・日本・

英国・米国）に参加し、特徴的なゲノム異常や

クローン進化を解明した。 

○ウイルス性肝臓がんについて、全ゲノム並び

に全メチローム解読を行い、変異シグネチャ

ーの分布がエピゲノム状態と関連することを

発見するとともに、B 型肝炎ウイルスによる

新たな発がん分子機構を解明した。 

○英国サンガーセンター・IARC（国際がん研究

機関）と共同して、世界規模での変異シグネチ

ャー収集・解析研究に参加し、アジア・欧米・

アフリカ・中東・南米の食道がんに関する変異

シグネチャー解析研究を行い、日本ならびに

ブラジルの食道がんに特徴的なパターンがあ

ることを見出した。 

○子宮腺筋症及び併発子宮内膜症のゲノム解析

から、子宮腺筋症の遺伝子異常とその発症機

構を明らかとし、また、子宮内膜症が高頻度に

として積極的に公表した。令和２年

までに発行された国立がん研究セ

ンターの研究者が著者又は共著者

である英文論文総数は 5,099 件、平

成 27 年度から令和２年度平均で 85

0 件であり、令和３年６月１日時点

でこれらの被引用総数は111,702件

である。また、そのうち掲載された

雑誌のインパクトファクターが 15

以上の論文数は 403 件であった。 

 

上記のとおり、中長期目標期間に

おいて目標を大きく超えて（対目

標：175％）達成しており、特に顕著

な成果の創出や将来的に特別な成

果の創出に期待される多数の実績

を上げているため、Ｓ評価とした。 
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イ 浸潤、転移、

治療抵抗性の獲得

などの臨床病態を

中心に、がん細

胞・組織の多様性

や炎症・免疫反応

を含む微小環境と

の相互作用、がん

細胞固有の代謝や

がん幹細胞・可塑

性をはじめとする

生物学的病理学的

特徴に基づいて、

がんの個性と個体

内における動態を

解明し、革新的な

診断・治療法開発

に資する研究を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○浸潤、転移、治

療抵抗性の獲得な

どの臨床病態を中

心に、がん細胞・

組織の多様性や炎

症・免疫反応を含

む微小環境との相

互作用、がん細胞

固有の代謝やがん

幹細胞・可塑性を

はじめとする生物

学的病理学的特徴

に基づいて、がん

の個性と個体内に

おける動態を解明

し、革新的な診

断・治療法開発に

資する研究を推進

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併する原因を解明した。 

 

○独自に開発した培養手法を用いて、食道がん

の前がん病変 バレット食道の組織検体から

安定した増殖能を持つ幹細胞の単離・培養に

成功した。 

○ゲノム変異解析を行った結果、バレット食道

からがんへの進展過程においてゲノム変異が

蓄積し、より悪性度の高い腫瘍へとなってい

くことが推察された。 

○難治性の高い肺小細胞がんについて国際ゲノ

ム研究を推進し、CREBBP 遺伝子異常がんに

関して「合成致死性」の関連性に基づいたあら

たな治療法をみいだした。 

○低分子化合物を用いた肝細胞リプログラミン

グ技術で肝がんの発生機序並びに肝がん幹細

胞の同定・性状解析を行った。本研究によっ

て、今後、患者自身の検体をソースとした新た

な細胞治療や、肝がんの発生機序の解明への

応用が期待される。 

○RET 阻害剤バンデタニブ治療への抵抗性は、

RET融合遺伝子の薬剤結合部位から離れた位

置に存在するアロステリック変異により生じ

ることを明らかにした。バンデタニブ治療 へ

の抵抗性獲得変異を克服する新規 RET 特異

的阻害薬の臨床試験・薬事申請を支援し、当該

薬は米国 FDA 承認を獲得した。 

○体液マイクロ RNA 測定技術基盤開発プロジ

ェクトにおいて、卵巣がん患者で有意に変化

する複数のマイクロ RNA を同定、それらの

組み合わせにより卵巣がんを早期から高精度

で検出できることを示した。また、骨軟部腫瘍

の良悪性を高精度に識別可能なマイクロ

RNA の診断バイオカーカーを同定した。 

○日本人の肺腺がん 296 症例（間質性肺炎合併

肺腺がん 54 例を含む）について全エクソン解
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ウ 小児がん、高

齢者のがん、希少

がん、難治性がん

等の特徴的なオミ

ックスプロファイ

ルや生物学的特性

の基盤を解明し、

予後・QOLの飛躍

的な改善を目指し

た革新的な予防・

診断・治療法の開

発に資する研究を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小児がん、高齢

者のがん、希少が

ん、難治性がん等

の特徴的なオミッ

クスプロファイル

や生物学的特性の

基盤を解明し、予

後・QOLの飛躍的な

改善を目指した革

新的な予防・診

断・治療法の開発

に資する研究を推

進しているか。 

 

 

析を行い、特定の遺伝子の変異を有する群で

は生命予後が不良であることをつきとめ、世

界に先駆けて、間質性肺炎に合併した肺腺が

ん（間質性肺炎合併肺腺がん）の遺伝子変異の

特徴を明らかにした。 

○染色体安定性を維持する機構(テロメラーゼ)

に細胞のがん化に関わる新しい機能があるこ

とを明らかとした。がん悪性度の関連につい

て肝臓がんと膵臓がんで臨床病理学的解析を

行い、この新しい機能は悪性度の高いものほ

ど活発であることを見出した。 

○食道がん患者で、有意に変化する複数の血清

中のマイクロ RNA を同定、それらの組み合

わせにより食道がんを早期から高精度で検出

できる診断モデルの作成に成功した。 

○CMTM6 阻害による抗腫瘍効果の基礎データ

を取得し、マウスモデルを用いた非臨床試験

を開始した。また、新たな miRNA 再発予測

マーカー候補を単離し、臨床的意義を明らか

にした。 

 

○日本人胃がん（総計 500 例）・胆道がん（総計

489 症例）・膵がん症例について、大規模な全

ゲノム・エクソーム・メチル化・トランスクリ

プトーム解析を行い、治療標的の同定・新たな

分子分類を進めた。一部は米国 NCI（総計

1,049 症例）及びシンガポール、タイとの国際

共同研究として進めた。 

○粘液線維肉腫について、研究所と希少がんセ

ンターの連携により、ゲノム・エピゲノム異

常・腫瘍免疫環境の全体像の解明を進め、新た

な治療標的や分子遺伝学的予後因子を同定し

た。 

○脱分化脂肪肉腫 115 症例の網羅的なゲノム解

析の結果を基に、脱分化型脂肪肉腫の発生・進

展の各段階に関わる遺伝子異常の特徴を明ら
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エ 各臓器がんに

おける特徴的な生

物学的・臨床病理

学像を解明する研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各臓器がんにお

ける特徴的な生物

学的・臨床病理学

像を解明する研究

を推進している

か。 

 

かにした。 

○高齢者のがんは、細胞老化に伴う修復出来な

いゲノム状態に起因し、この背景で誘導され

るゲノム不安定性により、“がんドライバー変

異を有している細胞”のクローン進化が誘導

されることを見出した。さらに、高リスクのゲ

ノム状態は、一部のポリフェノールの作用に

よって解消されることを明らかした。 

○6 万例（150 がん種）を超えるデータのがん横

断的な解析を実施し、がん遺伝子における複

数変異の生物学的・臨床的意義の解明を行い、

変異同士が相乗的にがん化を促進するという

発がん機構を発見した。 

○胆管がん等の原因遺伝子である ELF3 の不活

化変異が起きた細胞は、上皮系から間葉系へ

と形態が変わり、浸潤・転移しやすい形質とな

ること、免疫細胞を呼び寄せる能力が低下す

ることを明らかにした。 

○希少がん(肉腫)の臨床検体から患者由来がん

モデル（細胞株）を樹立し、抗がん剤感受性試

験を行い、希少がんにおける適応拡大の候補

となる既存抗がん剤を同定した。さらに、樹立

した肉腫細胞株を、国内外の大学や研究施設

に提供し、希少がん基礎研究の振興を図った。 

○希少がんを対象としたレジストリ臨床研究

（MASTER KEY Project）を開始し、患者レ

ジストリとともに、バイオマーカー情報に基

づく複数の臨床試験を開始した。 

 

○希少がんである十二指腸乳頭部がん（ファー

ター乳頭部がん）について、日米の国際連携に

より大規模なゲノム解読を実施し、十二指腸

乳頭部がんに特徴的ながん抑制遺伝子

（ELF3）を同定した。さらに、十二指腸乳頭

部がんの同一腫瘍内のがんゲノムの不均一性

（Heterogeneity）とクローン進化を実証し
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オ 先端的生命科

学及び異分野との

融合等により導入

された新しい概念

や技術をがんの予

防、診断、治療へ

応用するための実

証研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○先端的生命科学

及び異分野との融

合等により導入さ

れた新しい概念や

技術をがんの予

防、診断、治療へ

応用するための実

証研究を推進して

いるか。 

 

 

 

た。 

○大腸ポリープの内、鋸歯状腺腫に特徴的であ

る PTPRK-RSPO3 融合遺伝子および RNF43

変異を同定した。リンチ症候群に伴う大腸腺

腫において、年齢とミスマッチ修復異常の相

関を明らかにした。 

○オミックスデータ解析可能なリキッドバイオ

プシー施設を整備し、新たな研究計画を立案

するとともに、臨床側への迅速な解析結果の

返答を可能とする基盤を整備した。 

○新規ミトコンドリア制御機構が、液−液相分離

によって、ミトコンドリアの中に液滴を誘導

して、ミトコンドリアの機能や恒常性を制御

していることを明らかにした。液滴によるミ

トコンドリア制御の実態は、カルジオリピン

代謝反応を区画化し促進する非膜オルガネラ

としての機能であることを発見した。 

○がん抑制遺伝子である BRCA2 遺伝子のバリ

アントに対するハイスループット機能解析法

を開発した。これまで薬剤感受性や発がんリ

スクが明らかでなかった 186 種類の意義不明

な遺伝子バリアントから、新たに 37 種類の病

的なバリアントを発見した。 

 

○バイオバンクジャパンと共同で、日本人標準

HLA 配列を用いることで、アジア人に多い

EGFR 変異肺腺がんのリスクとなる HLA 遺

伝子多型を同定するとともに、がん感受性を

規定する HLA 遺伝子多型の同定手法を確立

した。本成果により、今後、EGFR 変異陽性

肺腺がんに罹りやすい人を予測し、早期発見

できる可能性がある。 

〇AI 技術を用いて、大腸がんおよび前がん病変

を内視鏡検査時にリアルタイムに発見するシ

ステムの開発し、早期社会実装を目指してい

る。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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② 戦略的な研究・

開発 

がんの本態解明に関

する研究、がんの予

防法や早期発見手法

に関する研究、アン

メットメディカル

（未充足な医療）ニ

ーズに応える新規薬

剤開発に関する研

究、患者に優しい新

規医療技術開発に関

する研究、新たな標

準治療を創るための

研究、充実したサバ

イバーシップを実現

する社会の構築を目

指した研究、がん対

策の効果的な推進と

評価に関する研究に

取り組む。 

上記①及び②の研

究・開発により、医

療推進に大きく貢献

する研究成果を中長

期目標期間中に12 

件以上あげること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② がんの予防法

や早期発見手法に

関する研究 

中長期目標に示

された戦略的研

究・開発課題につ

いて、次の具体的

課題例を中心とし

て重点的に取り組

む。 

 

ア 遺伝情報や感

染の有無、疾病罹

患、喫煙（受動喫

煙を含む）、食生

活、運動等の生活

習慣、職住環境に

おける環境要因へ

の曝露履歴等に基

づく個人の発がん

リスクの同定と層

別化・個別化を目

指した疫学研究・

分子疫学研究を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○遺伝情報や感染

の有無、疾病罹

患、喫煙（受動喫

煙を含む）、食生

活、運動等の生活

習慣、職住環境に

おける環境要因へ

の曝露履歴等に基

づく個人の発がん

リスクの同定と層

別化・個別化を目

指した疫学研究・

分子疫学研究を推

進しているか。 

 

 

○内閣府 /官民研究開発投資拡大プログラム

（PRISM）の中核機関として、世界最大規模

の AI 解析を志向した肺がん統合データベー

スの構築に成功するとともに、効率的に臨床

情報やオミックスデータが蓄積される統合デ

ータベースシステムの構築も行った。さらに、

今後の医療 AI 研究開発の基盤となる、AI プ

ラットフォームの構築に成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○正常組織に蓄積した点突然変異と DNA メチ

ル化異常を組み合わせることで、正確な発が

んリスク診断が可能であることを示した。 

○多数の臨床的意義不明な遺伝子変異とがんと

の関連性を評価するため、革新的なハイスル

ープット遺伝子変異機能解析手法（mixed-all-

nominated-mutants-in-one method: MANO

法）を構築した。 

○国内コンソーシアム（NCC, 理研、東大、京

大、愛知県がんセンター)において全ゲノム多

型関連解析を行い、肺腺がんのリスクを規定

する新規遺伝子座を複数同定した。 

○中央病院内視鏡科と連携して、大腸がんやハ

イリスク患者等の凍結便を収集し、令和元年

度末までのバンキング数は約 3,370 例となっ

た。それらのサンプルを用いて、大腸がん多段



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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また、原著論文数に

ついて、中長期計画

等に適切な数値目標

を設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階発がんに伴う腸内環境の変動をメタゲノム

ならびにメタボローム解析で検討し、大腸が

んの発がん早期に上昇する細菌や代謝物質を

新たに同定した。 

○家族性膵臓がん患者 81 人を対象に生殖細胞

系列の全エクソーム解析を行い、日本におけ

る家族性膵臓がんの原因となり得る関連遺伝

子を特定した。 

○生活習慣要因をもとに大腸がんの罹患確率を

推計する妥当性が検証されたモデルに、遺伝

的リスクスコアを追加したところ、大腸がん

の罹患確率による分類が、確率の低い人でよ

り低く、また確率の高い人でより高くなる方

向で改善する傾向が見られたことを発表し

た。 

○国内の大規模分子疫学研究の共同研究体制の

構築として、分子疫学コンソーシアム (J-

CGE ： Japanese Consortium of Genetic 

Epidemiology studies)を設立した。その具体

的な成果として、BMI 感受性遺伝子多型を利

用した BMI と大腸がん罹患のメンデルのラ

ンダム化解析では、日本人において BMI が大

腸がんのリスク増加と有意な関連が見られた

ことを国際誌に報告した。 

○我が国の長寿の要因解明のために、日本食パ

ターンと死亡との関連を解析し、日本食パタ

ーンのスコアが高い群で、塩分を調整しても、

全死亡、循環器疾患死亡、心疾患死亡のリスク

が低いことを発表した。 

○比較的頻度の低いがんとして、胆管・胆道がん

について解析し、肉類、特に赤肉の摂取量が多

い男性で、胆道がん罹患リスクが低い傾向が

みられたことを発表した。 

○「電子化医療情報を活用した疾患横断的コホ

ート研究情報基盤整備事業」においてコホー

ト 研究データ集約基盤を構築し運用を開始



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国内外のエビ

デンスを系統的に

収集・評価し、国

民のがん罹患率・

死亡率低下に確実

に資する科学的根

拠に基づいた予

防・検診ガイドラ

インを作成する研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国内外のエビデ

ンスを系統的に収

集・評価し、国民

のがん罹患率・死

亡率低下に確実に

資する科学的根拠

に基づいた予防・

検診ガイドライン

を作成する研究を

推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、6 NC 研究者によるオンサイト・リモー

トアク セスを用いた連携解析を実現した。 

○疾患横断的予防のためのエビデンスづくりの

連携：6NC オンサイト・リモートアクセスシ

ステム研究連携基盤を用いて解析を行うため

のワーキンググループを立ち上げ、研究提案

とその調整、実際の解析を進行した。 

○疾患横断的予防のための取り組みの連携：各

NC 研究者が連携して、疾患横断的予防指針・

提言作成ワーキンググループを設置し、これ

までの各疾患群のリスク評価を総合した「疾

患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸の

ための提言」を作成し公開した。 

 

○子宮頸がん検診ガイドライン更新版を令和 2

年 7 月に公開した。このガイドラインではこ

れまで推奨 I としていた HPV 検査を用いた

検診手法の有効性を最新のメタアナリシスの

手法で定量化するとともに、推奨を決める意

思決定のプロセスに MCDA 法という客観的

指標を加えた新しい方法を提示した。本ガイ

ドラインは厚生労働省のあり方検討会で報告

した。 

○日本人のがんの予防要因について既存エビデ

ンス評価更新を継続した。今期のターゲット

として予防的治療を取り上げ、ヘリコバクタ

ー・ピロリの除菌治療、肝炎治療、HPV ワク

チンの評価を実施し、すべてがん予防効果は

確実と判定した。更新情報はホームページで

公開し、がん予防情報の国民への還元を推進

した。 

○Japan Cohort Consortium (JCC)やアジアコ

ホート連合(ACC)の研究連合の事務局として

研究の全体調整を行い、戦略的エビデンス創

出の基幹としての役割を果たした。 

○日本人のための最新がん予防知識のさらなる



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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ウ 候補物質や手

法等の優先順位づ

け、予防法として

の開発段階の把

握、研究実施の支

援などを中心的に

行うことにより、

司令塔機能を発揮

し、国レベルでの

予防法・早期発見

手法の技術開発を

推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 本態解明研究

や疫学研究で抽出

された有望な予防

法、新たに開発さ

 

 

 

○候補物質や手法

等の優先順位づ

け、予防法として

の開発段階の把

握、研究実施の支

援などを中心的に

行うことにより、

司令塔機能を発揮

し、国レベルでの

予防法・早期発見

手法の技術開発を

推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本態解明研究や

疫学研究で抽出さ

れた有望な予防

法、新たに開発さ

普及のため、小学生高学年版及び中高生版の

がん予防法小冊子を作成し公開した。 

 

○低線量 CT を用いた肺がん検診、全大腸内視

鏡検査を用いた大腸がん検診の有効性を評価

する大規模ランダム化比較試験のハブとし

て、研究の運営事務局を務めている。大腸がん

検診は登録が終了し、追跡調査のみに移行し

ている。肺がん検診については登録が令和 2

年度末で 19,000 例に到達し、精密検査結果の

把握につとめた。 

○青森県プロジェクト（内視鏡介入型大腸がん

検診モデルの構築と有効性評価に関する研

究）：青森県の保健事業に NCC が参画し、令

和２年３月にて大腸内視鏡検査による介入が

終了した。今後は弘前大学医学部と連携を図

りながら、短期的成績（大腸内視鏡検診の精度

評価）に加え、長期フォローアップデータから

内視鏡介入型の大腸がん検診の有効性評価

（死亡率減少効果）を行う。 

○Japan Polyp Study (JPS)  Cohort 研究：

1,291 名の対象者に対するフォローアップ大

腸内視鏡検査を継続している。JPS は NCC を

事務局として 2003 年にスタートした全国 11

施設でのランダム化比較試験であり、内視鏡

的大腸ポリープ切除後の適正な大腸内視鏡検

査間隔の決定に寄与するものである。現在は

JPS Cohort 研究としてフォローアップフェ

ーズにあり、今後、大腸ポリープ切除による大

腸癌罹患・死亡率減少効果に関する報告を行

う予定である。 

 

○ドラッグリポジショニングに立脚し、アスピ

リン（抗炎症薬）とメサラジン（潰瘍性大腸炎

治療薬）を用いた、家族性大腸腺腫症(FAP)患

者に対する大腸がん予防介入臨床試験の成果



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評
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主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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れた早期発見手

法、既に実用化さ

れている診断法の

予防・検診への導

入のために、介入

研究などの有効性

評価研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ アンメットメ

ディカル（未充足

な医療）ニーズに

応える新規薬剤開

発に関する研究 

中長期目標に示

された戦略的研

れた早期発見手

法、既に実用化さ

れている診断法の

予防・検診への導

入のために、介入

研究などの有効性

評価研究を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を公表した。この他、アスピリン長期投与試験

やクルクミンを用いた介入試験、野沢菜を用

いた臨床試験を進めた。 

○新たな社会システムや制度を提案するための

活動として、日本がん予防学会がん予防エキ

スパート制度のセミナーを行った。 

○生活習慣に合わせ個別化したメッセージが行

動変容を促すかどうかについての介入研究の

成果を公表した。 

○「既に実用化されている診断法や新たに開発

された早期発見手法の検診への導入を目指し

た評価研究（NCC 研究開発費：2021-A-18, 30-

A-16 の後継研究）」：NCC 検診センターにて

任意型検診として実施している各モダリティ

の精度評価を継続して行い、がん発見率や利

益・不利益バランスのみならず普及・実装の可

能性を含めた検討を行うことで、今後、国の対

策型検診への応用が可能なものを検証する。

また、2018 年から検診センターで強化した 5

年に一度の働き盛り世代の企業検診の意義に

ついても、長期フォローアップデータを集積

しながらコホート研究の実施に向けた基盤整

備を行う。 

○HPV 検査を用いた子宮頸がん検診が、ガイド

ラインで推奨されたことを受けて、普及・実装

の課題を整理し、判定結果毎の国内統一アル

ゴリズムの作成、検診従事者 600 名以上が参

加したオンライン意見交換会を行った。 
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究・開発課題につ

いて、メディカル

ゲノムセンター

（MGC）などを活

用しながら次の具

体的課題例を中心

として重点的に取

り組む。 

 

ア 薬剤候補物質

の探索・同定及び

薬剤候補品を臨床

試験に橋渡しする

ための研究を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○薬剤候補物質の

探索・同定及び薬

剤候補品を臨床試

験に橋渡しするた

めの研究を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○抗体依存性細胞障害活性ADCCや抗体依存性

貪食活性ADCPを高感度に評価する手法を新

たに構築した。これにより、様々な抗体医薬の

生体内での作用機序を簡便に解析することが

できるようになり、抗体医薬の臨床開発を促

進できる。 

○大腸がんの発生に必須なWntシグナル伝達経

路を阻害することができる新規化合物を創出

し、この化合物が大腸がん幹細胞の維持に必

要な遺伝子発現を阻害し、腫瘍の再構築を強

力に抑制することを明らかとした。 

○クロマチン制御遺伝子ARID1A変異を持つ卵

巣がんの治療標的分子として、グルタチオン

やその代謝酵素を見出し、選択的効果が期待

できる分子標的薬を同定した。グルタチオン

代謝阻害療法は正常細胞への影響が少ないた

め、がん細胞特異的な効果の高い治療法とな

ることが期待できる。 

○また、ラブドイド腫瘍や卵巣がん、胃がん等の

原因遺伝子であるクロマチン制御遺伝子

SMARCB1 を欠損したがんに対して、選択的

効果が期待できる分子標的薬を同定した。 

○LC-SCRUM-Japan で構築した日本最大規模

の臨床ゲノムデータを活用しスーパーコンピ

ュータを用いて、治療薬の効き目を予測する

ことに成功した。 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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イ 難治性がん、

希少がん等を中心

とした、欧米では

標準となっている

が国内ではエビデ

ンスの不足してい

る、適応外薬や未

承認薬の実用化を

めざした臨床研究

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 日本発のコン

パニオン診断薬を

含むがん診断薬

や、分子標的治療

薬をはじめとした

個別化治療に資す

る治療薬の実用化

をめざした臨床研

究を推進する。 

 

 

 

 

○難治性がん、希

少がん等を中心と

した、欧米では標

準となっているが

国内ではエビデン

スの不足してい

る、適応外薬や未

承認薬の実用化を

めざした臨床研究

を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本発のコンパ

ニオン診断薬を含

むがん診断薬や、

分子標的治療薬を

はじめとした個別

化治療に資する治

療薬の実用化をめ

ざした臨床研究を

推進しているか。 

 

 

 

 

○臨床家と共同して、神経芽腫に対する分化誘

導薬 TBT の第 I 相臨床試験を実施、ついで、

DNA 脱メチル化剤（DAC）と TBT 併用療法

の第Ⅰ相臨床試験を大阪市立総合医療センタ

ーと共同で開始し、治験症例において、末梢血

白血球での DNA 脱メチル化を確認した。 

○悪性度の高い膵・下垂体神経内分泌腫瘍のモ

デルマウスの樹立に成功し、本マウスを用い

た神経内分泌腫瘍の発症に重要な経路を特定

した。 

○400 株を有する PDX ライブラリーを用いて、

新規抗がん剤の薬剤スクリーニング・薬剤感

受性試験を実施し、抗がん活性の特性を評価、

臨床試験での対象がん種を決定した。 

○日本人胆道がんに関する大規模なゲノム解析

を行い、個別化医療に資する具体的な治療標

的として、FGFR2 融合遺伝子・プロテインキ

ナーゼ A 経路・IDH1・BRCA2 などのゲノム

異常を同定した。 

○切除不能な胸腺がんに対するレンバチニブの

医師主導治験を行い、日本初（世界初）の適応

承認を取得した。 

 

○日本人肝臓がんに関する大規模な全ゲノム解

析を行い、非コード領域におけるドライバー

異常や新たな肝臓がん関連ウイルスとして

AAV2 を日本人症例で初めて報告した。 

○宮崎大学・京都大学等との共同研究により、世

界的に見ても本邦に多い成人 T 細胞白血病・

リンパ腫における包括的なゲノム異常を解明

し、ホスホリパーゼ C やプロテインキナーゼ

C、FYN キナーゼ、ケモカイン受容体などと

いった新規治療薬剤の開発に向けた有望な標

的を同定した。 

○独自に開発した変異型 IDH1 阻害剤及び

EZH1/2 二重阻害剤のグリオーマ及び造血器
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主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 免疫療法、遺

伝子治療をはじめ

とする新しい治療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○免疫療法、遺伝

子治療をはじめと

する新しい治療薬

腫瘍に対する第一相試験（FIH 試験）をそれ

ぞれ開始し、特に、グリオーマに対して著効例

を得た。 

○胃粘膜の DNA メチル化異常を測定すること

で、異時性多発胃がんのリスクが予測できる

ことを多施設共同前向き臨床研究で証明し

た。 

○「NCC オンコパネル」の保険収載を達成し、

がんゲノム情報管理センターへのゲノム・診

療情報の収集が開始された。また、保険収載さ

れた「NCC オンコパネル」検査について、ア

カデミア主導での改良・一部変更申請を実行

し、薬事承認を取得した。 

○日本の造血器腫瘍研究に先導的な役割を果た

している施設の連携に基づき、造血器腫瘍を

対象とした遺伝子解析パネル検査を開発し

た。そのパネルを用いて、臨床シーケンスを行

う前向き臨床研究を実施し、150 例以上の登

録・解析を行った。 

○軽喫煙者・非喫煙者の肺腺がんの悪性化に関

わるメカニズムを解明し、新たな治療標的及

び術後予後の予測マーカーを発見した。 

○がん免疫療法の前後で採取した患者のがん局

所の免疫解析によりレスポンダーとノンレス

ポンダーの層別化因子を同定し、そのメカニ

ズムを解明することで、ノンレスポンダーで

適切な追加治療の必要性を示した。また、当該

バイオマーカーによる治験開始に至った。 

○国内企業が開発した SARS-CoV-2 抗体検査法

の臨床性能試験を行い、患者群で抗体量の上

昇がみられ、陰性群と明らかな弁別性能を示

す結果が得られた 

 

○味覚・食感を変えない新規口内炎鎮痛薬につ

いて、Proof or Concept を確立し、企業へ導

出し、Fisrt in human 試験につながる非臨床



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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薬や支持療法のた

めの薬剤の実用化

を目指した臨床研

究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④患者に優しい新

規医療技術開発に

関する研究 

中長期目標に示

された戦略的研

究・開発課題につ

や支持療法のため

の薬剤の実用化を

目指した臨床研究

を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験を企業と共同で開始した。 

○非小細胞肺がんおよび胃がんにおいて遺伝子

変異が免疫応答に与える影響を解明した。特

に非小細胞肺がんでは日本人の約半数で認め

られるEGFR変異が直接的に免疫応答に関与

することを明らかにし、分子標的薬とがん免

疫療法という新たな併用療法のメカニズムベ

ースの概念を構築した。 

○免疫ゲノム解析から分子標的薬とがん免疫療

法の併用療法の有益性が示唆された。びまん

性胃がんの解析からゲノム異常が代謝環境に

影響を与えることで免疫細胞機能を破綻させ

る機構を解明し、今後の臨床展開の可能性を

示した。 

○緩和・支持療法分野の多施設共同研究グルー

プである日本がん支持療法研究グループ（J-

SUPPORT）を始動させ体制を整備。 

○累計 17 件の臨床研究（介入試験 14 件、他研

究 3 件）を承認。 

○抗がん剤治療による悪心・嘔吐の新たな制吐

療法を検証・確立。 

○支持療法の開発戦略マトリクスの更新を行

い、支持療法研究ポリシー総論と各論（プラセ

ボの設定）を公開した。 

○プロトコール作成段階からプロトコール審査

段階までコミュニティーおよび患者の参画を

推進。さらに患者代表を進行役とした研究成

果報告会を共に開催し、PPI（Patient and 

Public Involvement）の取組を行った。 

 

 

 

 

 

 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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いて、次の具体的

課題例を中心とし

て重点的に取り組

む。 

 

ア 早期発見が困

難ながんや転移・

再発例等に対する

早期診断のための

新規技術の導入に

よる革新的なバイ

オマーカーや生体

分子イメージング

等高度画像診断技

術など、がんの存

在診断の開発研究

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○早期発見が困難

ながんや転移・再

発例等に対する早

期診断のための新

規技術の導入によ

る革新的なバイオ

マーカーや生体分

子イメージング等

高度画像診断技術

など、がんの存在

診断の開発研究を

推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○膵がん患者を対象に、わずかな血液（血漿とし

て 2 mL）から血漿由来の遊離 DNA を用いて

がんゲノム解析（Liquid biopsy）を行った。

高精度かつ網羅的にゲノム異常を検出できる

手法を用いて、進行期の膵がん患者のゲノム

診断を行い、約 30%で治療標的となり得る遺

伝子異常を検出することができた。 

○血清中マイクロ RNA の網羅的発現解析を行

い、有意に変化する複数のマイクロ RNA の

組み合わせにより、様々な脳腫瘍を血液によ

り高精度に検出できる診断モデルの作成に成

功した。 

○深層学習を活用したリアルタイム内視鏡診断

サポートシステムの開発に関して、PMDA よ

り管理医療機器（class II）として承認を受け

た。また、欧州においても医療機器製品の基準

となる CE マークの要件に適合した。 

○内視鏡画像の AI 診断 

①CREST 研究として NEC と共同開発した大

腸ポリープ発見 AI については、ソフトウェ

アが完成し特許取得し、薬事承認され市販

化された。 

②昭和大学横浜市北部病院と多施設共同研究

でエンドブレインという超拡大内視鏡検査

AI 診断の研究を行い、薬事承認を取得し、

市販化された。がんの診断まで可能なソフ

トウェアへのバージョンアップのための性

能評価試験を完了し、病変検出の AI が薬事

認可され市販化され、臨床で使用している。 

③オリンパス、フジフィルムと AI 診断に関す

る共同研究を進めている。FUJI との AI は
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イ がん並びに正

常細胞・組織の放

射線応答解明研究

を基礎とした高精

度放射線治療、粒

子線治療の新規技

術、次世代のX線

治療等革新的放射

線治療技術の実用

化を目指した研究

を推進する。 

 

ウ 体内での薬物

分布を制御するド

ラッグデリバリー

技術の開発研究や

再生医療等の先端

技術を活用した手

術の高度化・低侵

襲化及び治療の高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん並びに正常

細胞・組織の放射

線応答解明研究を

基礎とした高精度

放射線治療、粒子

線治療の新規技

術、次世代のX線治

療等革新的放射線

治療技術の実用化

を目指した研究を

推進しているか。 

 

○体内での薬物分

布を制御するドラ

ッグデリバリー技

術の開発研究や再

生医療等の先端技

術を活用した手術

の高度化・低侵襲

化及び治療の高度

EU で C-mark を取得し市販化されている。

日本での薬事承認も得て市販化された。現

在多施設共同試験を計画中である。 

○消化管粘膜表面の酸素飽和度を侵襲なく測定

することが出来る内視鏡機器（酸素飽和度イ

メージング内視鏡）を東病院が開発し、平成

29年度に内視鏡診断補助機能としては我が国

初の薬事承認を取得した。平成 30 年度は、消

化管がんや頭頚部がんに対する放射線治療や

抗がん剤治療の効果予測における臨床的有用

性を明らかにするために東・中央で臨床試験

を実施中である。また、東病院の「酸素飽和度

イメージング内視鏡を用いた免疫チェックポ

イント阻害剤効果予測の研究」が AMED に採

択され、多施設研究が計画中である。 

 

○当センターに導入されたリチウムターゲット

型病院設置型加速器BNCTシステムの非臨床

試験における生物特性の基本的な評価を産学

共同研究によって完了し、企業治験段階に移

行した。また、ドイツ研究機関や国内機関と、

新規ホウ素製剤の候補分子の有効性評価を実

施した。 

 

 

 

 

 

○腫瘍内での結合力と深部への浸透性を同時に

保持する遺伝子改変体作製に必要な基盤構築

を行い、その応用性を複数の抗体で検証した。 

〇抗不溶性フィブリン抗体抗がん剤複合体が完

成して、薬効を遺伝子改変膵がんマウスモデ

ルにて確認し、基礎 POC を取得した。 

○11 回膜貫通の新規大腸がん分子 TMEM180

を見出し、遺伝子ノックダウン細胞や遺伝子
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度化による根治を

目指した研究を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 画像下治療

（IVR）や内視鏡

技術を用いた低侵

襲治療のための技

術並びに機器の開

発、及び、個別化

医療に資するゲノ

ム情報を提供でき

る検体を低侵襲に

採取する技術の開

発と実用化を目指

した研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤新たな標準治療

を創るための研究 

中長期目標に示

化による根治を目

指した研究を推進

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○画像下治療（IV

R）や内視鏡技術を

用いた低侵襲治療

のための技術並び

に機器の開発、及

び、個別化医療に

資するゲノム情報

を提供できる検体

を低侵襲に採取す

る技術の開発と実

用化を目指した研

究を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノックアウトマウスを作製して機能解析を行

った。 

○TMEM180 に対する抗体作製及びそのヒト化

を行い、各種セルバンクの樹立にも成功して

GMP 製造準備を整えた。 

○抗 TMEM180 抗体と抗 TF 抗体に、α線放出

核種をリンカーで結合した放射線免疫療法製

剤の作製に成功して、特性評価を行った。 

○東京農工大学と協力して２重特異性抗体

(BsAb)作製に必要な技基盤を構築して、大腸

がんモデルでの BsAb の有効性を確認した。 

 

○経皮的アブレーション治療のナビゲーション

システムをキヤノンメディカルシステムズ社

と共同開発し、プロトタイプが完成した。 

○オリンパスメディカルとの革新的内視鏡治療

用デバイス及び次世代内視鏡の共同開発を引

き続き進めている。この中で新規縫合デバイ

スに関してはプロトタイプが完成し、特許の

共同出願、薬事承認へむけ大型動物での実験

を完了している。R３年度には、さらなる改良

として全層縫合可能なデバイスとして承認す

るための動物実験を追加した。薬事承認に向

け PMDA との相談を予定している。 

○追加で内視鏡治療・診断・トレーニングの 3 つ

の分野における Project が進行中であり、今後

さらに AI などを応用した新規医療機器を共

同開発できる予定である。 

〇共焦点内視鏡の有効性を評価する多施設共同

臨床試験については AMED 研究費を取得し、

先進医療 B が順調に開始していたが、機器の

薬事の問題で研究が一旦中断となっている。 

 

 

 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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された戦略的研

究・開発課題につ

いて、次の具体的

課題例を中心とし

て重点的に取り組

む。 

 

ア 遺伝情報・オ

ミックス情報に基

づく治療の奏効

性、安全性、QOL

向上をめざした、

より個人や集団に

最適化された標準

治療開発及び有効

性の検証のための

全国ネットワーク

を活用した多施設

共同臨床研究を推

進する。 

 

イ 緩和外科手

術、画像下治療

（IVR）、緩和放

射線治療など、薬

物療法のみに依存

しない症状緩和治

療法やがん患者に

対する苦痛の緩

和、栄養療法、リ

ハビリ療法などの

支持療法の開発と

その効果判定手法

開発に関する研究

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○遺伝情報・オミ

ックス情報に基づ

く治療の奏効性、

安全性、QOL向上を

めざした、より個

人や集団に最適化

された標準治療開

発及び有効性の検

証のための全国ネ

ットワークを活用

した多施設共同臨

床研究を推進して

いるか。 

 

○緩和外科手術、

画像下治療（IV

R）、緩和放射線治

療など、薬物療法

のみに依存しない

症状緩和治療法や

がん患者に対する

苦痛の緩和、栄養

療法、リハビリ療

法などの支持療法

の開発とその効果

判定手法開発に関

する研究を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）のデータ

センター/運営事務局を運用し、48 研究班の医

師主導多施設共同臨床試験を直接支援した。

令和 2 年度は JCOG 全体で 2,915 例の患者登

録を行った（観察研究・附随研究を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央病院】 

○中央病院の患者サポート研究開発センターは

多職種による周術期管理の標準化を目指し、

令和２年度実績では、中央病院の患者サポー

ト研究開発センターは多職種による周術期管

理の標準化を目指し、周術期外来 6898 例実施

した。その他多職種支援として、薬剤師外来

3967 例、看護相談 861 件を行った。高齢者手

術患者の増加に伴い、術前から早期から栄養

評価、リハの介入を行いまた術後も継続的サ

ポートすることにより患者の QOL 向上に貢

献した。 

○がんによる様々な症状に対して、IVR が有効

な場合があり、がんや体の状態を総合的に判

断して、治療法を選択する。腹腔—静脈シャン

ト（デンバーシャント）、腎瘻増設、制御不能



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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⑥充実したサバイ

バーシップを実現

する社会の構築を

目指した研究 

中長期目標に示

された戦略的研

究・開発課題につ

いて、次の具体的

課題例を中心とし

て重点的に取り組

む。 

 

ア 就労、人間関

係、性と生殖、健

康行動、実存的問

題などがん患者と

その家族の健康維

持増進と精神心理

的、社会的問題に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○就労、人間関

係、性と生殖、健

康行動、実存的問

題などがん患者と

その家族の健康維

持増進と精神心理

的、社会的問題に

な腫瘍出血、疼痛、閉そく性黄疸・胆管炎の治

療などの症状緩和・支持療法の IVR 治療を確

立した。 

【東病院】 

○AMED 研究において支持療法・緩和治療領域

研究ポリシーを策定し、この領域のわが国の

新規治療開発推進のための基盤を構築した。 

〇臨床研究支援部門に「支持・緩和療法開発支援

室」を設置し、本格的に支持療法に関する医薬

品・医療機器開発支援体制の構築を行い、

AMED 研究費による IVR による骨転移疼痛

緩和など複数の支持療法医薬品・医療機器開

発試験を開始した。 

○頭頸部がん放射線治療による放射線皮膚炎軽

減のための支持療法比較試験の登録を終了し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医療機関向け研修資料である「病院ぐるみの

就労支援に向けたアクションチェックリスト

（ACL）」を開発した。 

○AYA 世代がん経験者向け療養支援サイトを開

発し、一般公開し,インタビュー調査を実施

し，情報セクションおよび体験談セクション

ともにその有用性を確認した、 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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関する研究を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ がんに対する

偏見の是正等、国

民に対するがん教

育を含めたがんに

関する情報提供と

相談支援や医療者

向け情報の効率的

な収集・維持体制

や提供方法に関す

る研究を推進す

る。 

 

⑦がん対策の効果

的な推進と評価に

関する研究 

中長期目標に示

された戦略的研

究・開発課題につ

いて、次の具体的

関する研究を推進

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がんに対する偏

見の是正等、国民

に対するがん教育

を含めたがんに関

する情報提供と相

談支援や医療者向

け情報の効率的な

収集・維持体制や

提供方法に関する

研究を推進してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小児・AYA 世代がん経験者の初めての就職活

動における『よりよい意思決定のための就職

活動応援ガイド』を開発し、さまざまなステー

クホルダーを対象とした実用性評価研究を経

て、同冊子の PDF をがんサバイバーシップ支

援部プロジェクトページ（公式サイト）にて公

開した。 

○再発防止や QOL 向上に資する要因の検討な

ど、がん患者の療養生活の質の向上のための

エビデンスを提供するため、乳がん患者コホ

ート研究への患者登録を継続し、累計 6,600

人を超える世界最大の乳がんコホートを構築

した。現在、全国で登録患者のフォローアップ

を行っている。平成 26 年度より開始した大腸

がん患者コホート研究も累計 1048 人となり、

順調に登録が進んでいる。 

 

〇小児の患者体験調査に際して教育に関連した

項目を調査し、小中学校の在学生と、高校の在

学生の間での、体験の違いを明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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課題例を中心とし

て重点的に取り組

む。 

 

ア 予防・早期発

見・診断・治療に

関する医薬品や新

規リスク等へのレ

ギュラトリーサイ

エンス研究、エビ

デンス-プラクテ

ィスギャップを解

消するための疫学

的・臨床的な実証

及びトランスレー

ショナル（橋渡

し）研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防・早期発

見・診断・治療に

関する医薬品や新

規リスク等へのレ

ギュラトリーサイ

エンス研究、エビ

デンス-プラクティ

スギャップを解消

するための疫学

的・臨床的な実証

及びトランスレー

ショナル（橋渡

し）研究を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇がん予防法の普及・実装のための研究として、

「健康情報についての全国調査」を実施した。

この研究は、ヘルスコミュニケーションの計

画立案と戦略開発に資するもので、この研究

の成果により対象集団に合わせた効果的な健

康情報の発信につなげられる可能性がある。 

○禁煙について、中小事業所における禁煙外来

受診勧奨方法に関する予備的介入研究を実施

し、介入 6 カ月後の評価を行った。実施可能

性が確認できたため、令和 3 年度は、ランダ

ム化比較試験を実施する予定である。この研

究成果は、次期健康日本 21 の喫煙率目標設定

推定に寄与する基礎資料となることが期待さ

れる。 

○がん検診の質の向上のため、精度管理指標の

一つであるプロセス指標値の改定を行い、罹

患率・望ましい感度を元に５臓器の新しい指

標値案を作成した。 

○職域におけるがん検診の精度管理手法として

レセプトを用いた発見率や感度を測定するプ

ログラムを作成した。 

○全国がん登録を用いた自治体のがん検診の偽

陰性例の把握に対して、モデル自治体での検

討を重ねて、課題を整理した。 

○実装科学の方法論を用いた研究（実装研究）を

推進するため、がんの領域では J-SUPPORT、

その他の領域では N-EQUITY を設立し、研究

コンセプトの相談、エビデンスに基づく介入

を実装するための介入試験プロトコールの承

認、介入試験の実施ができる体制を構築した。 

○平成 30 年度より、6NC・主要な大学機関と連

携し普及と実装科学研究会（RADISH）を設



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標
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法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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イ 緩和ケアや在

宅医療、標準治療

の普及、医療資源

の適正配置等を含

むがん医療提供体

制の構築に関する

研究を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ がん対策にお

ける技術、経済、

政策等の評価研

究、及び評価結果

に基づいたPDCAサ

イクルの構築に関

する研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

○緩和ケアや在宅

医療、標準治療の

普及、医療資源の

適正配置等を含む

がん医療提供体制

の構築に関する研

究を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん対策におけ

る技術、経済、政

策等の評価研究、

及び評価結果に基

づいたPDCAサイク

ルの構築に関する

研究を推進してい

るか。 

 

 

立し、令和２年度には、学術集会を 2 回共催

した（参加人数：第 4 回 202 名、第 5 回 173

名）。また、翻訳本「実装研究のための統合フ

レームワーク」も出版した。 

 

○がん患者が望む療養を実現するために全国で

推進が必要となっている急性期のがん医療と

患者が住み慣れた地域との連携体制の整備に

ついて、その業務を担う人材として「地域緩和

ケア連携調整員」の役割を新たに明らかにし

た。そのうえで、地域緩和ケア連携調整員を育

成するための研修を実施できるよう研修プロ

グラムおよび、研修の修了者を対象としたフ

ォローアップ研修プログラムを開発した。 

○地域緩和ケア連携調整員の研修を受講した者

を対象に、研修受講後の課題と取り組みにつ

いて分析を行い、アドバンス・ケア・プランニ

ングなどのがん医療における新たな課題を含

めて地域連携を進めていくための重要な要点

を明らかした。 

○諸外国で政策への活用が進んでいる数学モデ

ルを用いたシミュレーションの実装として、

大腸がん・胃がん検診に関する年齢上限の検

討を行い、両臓器とも 80 歳を年齢上限として

提示した。 

 

○都道府県単位におけるがん医療の質の向上に

向けた取り組みを実施するため、PDCA サイ

クル確保のためのモデルを作成し、約半数の

自治体で採用されている。がん診療連携拠点

病院間で実地訪問やオンラインによるピアレ

ビューを実施するためのツールを開発し、全

国に周知することで多くの都道府県の診療の

質を向上する活動に貢献した。 

○がん医療の均てん化を評価するための指標と

なる Quality Indicator について、標準診療 9
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エ がん医療の均

てん化に資するが

ん医療の支援方

法、専門的にがん

医療に従事する者

や指導者を育成す

る研修方法等の開

発研究を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

オ 全国がん登録

データベース、人

口動態統計、国民

生活基礎調査、国

民健康栄養調査な

どの政府統計を利

用した国のがん対

策の企画立案又は

実施に必要な調査

研究及び他の公的

大規模データなど

を組み込んだ研究

基盤の整備と分析

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

○がん医療の均て

ん化に資するがん

医療の支援方法、

専門的にがん医療

に従事する者や指

導者を育成する研

修方法等の開発研

究を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

○全国がん登録デ

ータベース、人口

動態統計、国民生

活基礎調査、国民

健康栄養調査など

の政府統計を利用

した国のがん対策

の企画立案又は実

施に必要な調査研

究及び他の公的大

規模データなどを

組み込んだ研究基

盤の整備と分析を

推進しているか。 

 

 

項目の実施率を算出、公表し、施設の PDCA

に活用可能なようにフィードバックを行う体

制を構築した。 

 

○各都道府県において指導的な立場で活躍して

いる緩和ケアチームが、都道府県内で研修を

開催することができるよう研修プログラム、

指導者育成研修会を修了した者を対象とした

フォローアップ研修会のプログラム、化学療

法チーム研修について、これまでの受講者を

対象としたフォローアップ研修のプログラム

を開発した。 

○都道府県内の指導的立場にある医療従事者が

国立がん研究センターの指導者研修を修了し

た後も、継続的に活動状況について他の都道

府県の指導者と交流していきながら自都道府

県の課題を解決していくことができるよう、

オンラインを用いた新たな指導者研修のプロ

グラムを開発した。 

 

○全国がん登録について、全国からの収集に関

してオンラインシステムの稼働、厚生労働省

と協力して全国がん登録の利活用のルールの

整備、マニュアルの発行を行い、全国罹患集計

値となる 2016年症例および 2017年症例を公

表,また 2018 年については公表可能な集計結

果を厚生労働省に提供した。 

○都道府県で行われている地域がん登録データ

の集積である、MCIJ（Monitoring Cancer 

Incidnece Japan)を 2012 年、2013 年、2014

年、2015 年と集計し報告書を発行した。 

〇がん登録データ、人口動態統計、国民健康栄養

調査などの統計情報を利用して、喫煙状況別

の肺がんリスクを推定したほか、胃がん罹患

率・死亡率の予測モデルを構築し、内視鏡検診

の対象年齢、受診間隔の最適条件を費用対効



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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カ がん教育、が

ん予防教育及び禁

煙教育の推進のた

め、外部機関との

連携により、効率

的かつ学習効果の

高い教材の開発や

学習効果に対する

評価、効果のある

教育プログラムの

開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

キ 高齢化社会に

おいて、がんの予

防・早期発見・治

療のあり方につい

ての社会的・経済

的・生命倫理的・

政策的な側面に関

する包括的なヘル

スリサーチを推進

する。 

 

ク がん患者の療

養生活の向上及び

治療成績の向上の

ため、電話相談も含

めた患者や検診受

診者等に対する禁

 

 

○がん教育、がん

予防教育及び禁煙

教育の推進のた

め、外部機関との

連携により、効率

的かつ学習効果の

高い教材の開発や

学習効果に対する

評価、効果のある

教育プログラムの

開発に取り組んで

いるか。 

 

 

 

 

 

○高齢化社会にお

いて、がんの予

防・早期発見・治

療のあり方につい

ての社会的・経済

的・生命倫理的・

政策的な側面に関

する包括的なヘル

スリサーチを推進

しているか。 

 

○がん患者の療養

生活の向上及び治

療成績の向上のた

め、電話相談も含

めた患者や検診受

診者等に対する禁

果分析により明らかにした。 

 

○文部科学省の「がん教育の在り方に関する検

討会」に参加し、教材等の検討に参画した。 

○「学研電子ストア BookBeyond」においてス

マートフォンの無料閲覧、月間 650 万 PV、会

員数 5 万人の大型サイト「学研キッズネット」

においてパソコンでの無料閲覧を可能にする

ことで、「がんのひみつ」の普及に努めた。都

道府県を介し、全国の市町村に「がんのひみ

つ」の使い方などを伝え、普及に努めた。 

○各県の看護協会等と連携の下、「禁煙支援担当

看護職向け研修会」開催（令和元年度、13 回

開催。受講者総数約 600 名）を通じて教材、

カリキュラムを開発し、研修会参加者の効果

測定を進めた結果、研修前後の調査から、知識

とスキルの両面において、参加者の研修効果

が確認された。 

 

○疾患横断的疾病予防と健康寿命延伸を視野に

入れたライフコースに応じたベストプラクテ

ィスを提案した。 

○高齢者がん検診の現状と課題をとりまとめる

と共に、数理統計モデルを用いて胃・大腸がん

検診の年齢上限を設定した。 

 

 

 

 

 

○地域での禁煙指導体制の確立を目指して、医

療保険者や自治体の保健指導担当者を対象と

した行動変容手法を学ぶセミナーを 2 回開催

するとともに、都道府県の看護協会とともに、

看護師向けの禁煙指導セミナーを 14 道府県

で実施した。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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煙支援の地域連携

モデルを開発し、全

国の拠点病院等へ

の普及を通じた新

たな包括的禁煙支

援体制を開発する。 

煙支援の地域連携

モデルを開発し、

全国の拠点病院等

への普及を通じた

新たな包括的禁煙

支援体制を開発し

ているか。 

 

 

 

＜定量的の視点＞ 

○論文被引用数 

○論文掲載数（イ

ンパクトファクー

が15以上） 

 

○国際学会での発

表件数 

 

○国際会議等の開

催件数 

 

○国際学会での招

待講演等の件数 

 

○国際共同研究計

画数、実施数 

 

○海外の研究機関

との研究協力協定

の締結数 

 

○外部研究資金の

獲得件数・金額 

 

 

○国立がん研究センターで開発し、商標登録し

た禁煙電話相談プログラム「禁煙クイットラ

イン」について、職域を通じた民間レベルでの

普及拡大を進めた。患者や検診受診者への発

展を睨み、質問や相談電話の受信対応だけで

なく、対象者への架電による禁煙勧奨につい

ても事業開発を進めており、禁煙準備期や実

行期の喫煙者へのフォローコール事業に取り

組んだ。 

 

 

○論文被引用数：111,702 件（累計） 

 ※令和３年６月１日時点 

○論文掲載数：403 件（累計） 

 ※令和３年６月１日時点 

 

○国際学会での発表件数：2,524 件（累計） 

 

 

○国際会議等の開催件数：98 件（累計）  

 

 

〇国際学会での招待講演等の件数：892 件（累

計） 

 

○国際共同研究計画数、実施数：1,784 件（累計） 

 

 

○海外の研究機関との研究協力協定の締結数：

92 件（累計） 

 

 

○外部研究資金の獲得金額     559 億円 

・公的研究費          382.9 億円 

    AMED           327.8 億円 

    厚生労働省科学研究費補助金 19.1 億円 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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○HPアクセス数 

 

○記者会見実施数 

 

 

○新聞、雑誌、テ

レビ等掲載・報道

数 

 

○国民・患者向け

セミナー実施件

数、参加者数 

 

○医療従事者向け

セミナー実施件

数、参加者数 

 

 

 

 

 

 

○委員、オブザー

バーとして国の審

議会、検討会等へ

の参画数 

 

■中長期目標期間

中の英文の原著論

文数を、年600件以

上とする。 

    文部科学研究費補助金   26.5 億円 

    その他競争的資金（JST 等）9.4 億円 

・その他研究費（民間財団等）  6.1 億円 

・共同研究費              170 億円 

 

○ＨＰアクセス数：412,753,434 回 

 

○プレスリリース：328 件（うち会見・レク 63

回）（累計） 

 

○五大紙への掲載数：2,216 件（累計） 

  在京キー放送数 ：583 件（累計） 

 

 

○患者教室やセミナー等を 5,240 回実施、 

延べ 32,873 人参加した。（累計） 

 

 

○医療従事者向けセミナーを下記の通り実施し

た。 

・がん診療連携拠点病院の医師等を対象に専

門研修を実施し、全国から合計 38,297 名が

受講した。（累計） 

・がん相談支援センター相談員の基礎研修

(1)(2)の E-learning のプログラムを 6,914

人が受講した。（累計） 

 

○委員、オブザーバーとして国の審議会、検討会

等への参画数は、344 件（累計） 

 

 

 

■中長期目標期間における、各年の原著論文総

数は、以下の通りである。 

・平成 27 年度：611 件 

・平成 28 年度：730 件 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 ・平成 29 年度：844 件 

・平成 30 年度：747 件 

・令和元年度 ：979 件 

・令和 2 年度 ：1,188 件 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２ 担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進 

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進 

施策目標：政策医療の向上・均てん化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度:高】 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重点的な研究・開発の推進は、国民が健康な生活及び長寿を享受

することのできる社会を形成するために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できる NC の特

長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献することが求められているため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 

 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 

 

手術検体の新規保

存件数 

中長期目標期間

中、年 1,500件以

上 

1,607 1,692 1,697 1,889 2,104 1,158 予算額（千円） 4,316,000 4,672,000 4,987,084 5,297,064 6,539,394 6,945,908 

 

臨床研究実施機関の訪

問監査（科学性・倫理性

の確認調査）施設数英

文の原著論文数 

 

中長期目標期間中

都道府県がん診療

連携拠点病院 35施

設、地域がん診療

連携拠点病院 35施

設以上 

14（う

ちがん

診療連

携拠点

病院

10）  

16（う

ちがん

診療連

携拠点

病院

16） 

26（う

ちがん

診療連

携拠点

病院

21） 

42（う

ちがん

診療連

携拠点

病院

36） 

63（う

ちがん

診療連

携拠点

病院

34） 

15（うち

がん診

療連携

拠点病

院 13） 

決算額（千円） 5,090,840 4,683,946 5,422,708 6,405,967 6,954,199 6,142,213 

 

新たな発明の出願件数 

 

中長期期間中に新

たに 30件／年の発

明を出願 

62 22 34 26 56 48 経常費用（千円） 4,812,535 4,878,626 5,743,459 6,627,432 6,874,454 6,381,372 

 

学会などが作成する診

療ガイドラインに多施

設共同臨床試験の成果 

中長期目標期間中

20件以上 

1 1 12 21 15 9 経常利益（千円） 1,128,418 1,407,505 1,207,915 1,367,503 1,249,001 1,539,091 

 

共同研究件数 中長期目標期間中

1,000件以上 

199 253 294 378 472 540 行政コスト（千

円） 

－ － － － 6,920,606 6,424,288 

 

 

臨床研究実施件数 

 

中長期目標期間中

1,700件以上 

355 422 364 429 358 520 行政サービス実

施コスト（千円） 

1,753,416 1,199,094 1,539,766 1,168,883 － － 

 
企業治験数 中長期目標期間中

500件以上 

148 128 156 150 154 209 従事人員数 

（３月 31 日時点） 

293 309 361 401 425 293 
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医師主導治験数 中長期目標期間中

30件以上 

11 18 16 32 30 27 

 

       

 
国際共同治験数 中長期目標期間中

200件以上 

89 81 106 96 101 155        

 

FIH 試験数 

 

中長期目標期間中

FIH試験 15件以上 

16 13 12 16 34 31 
 

       

先進医療数 

 

中長期目標期間中

先進医療 6件以上 

3 4 6 4 3 3 
 

       

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

 

 

評定 Ｓ 評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

【重要度：高】 

  実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が

健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成する

ために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できる NC

の特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献す

ることが求められているため。 

 

（定量的指標） 

  本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

・実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備 

具体的には、 

・メディカルゲノムセンター（MGC）の機能整備と人材

育成 

・バイオバンク、データベース、コア・ファシリティー

の充実 

・研究管理・研究支援の充実 

・産官学の連携・ネットワークの構築 

・倫理性・透明性の確保 

・知的財産の管理及び活用 

・国際連携の強化及び国際貢献 

・診療ガイドラインの作成・改定に資する研究開発及び

普及 

 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

【重要度：高】 

  実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備は、国民が

健康な生活及び長寿を享受することのできる社会を形成する

ために極めて重要であり、研究と臨床を一体的に推進できる NC

の特長を活かすことにより、研究成果の実用化に大きく貢献す

ることが求められているため。 

 

（定量的指標） 

  本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

・実用化を目指した研究・開発の推進及び基盤整備 

具体的には、 

・メディカルゲノムセンター（MGC）の機能整備と人材

育成 

・バイオバンク、データベース、コア・ファシリティー

の充実 

・研究管理・研究支援の充実 

・産官学の連携・ネットワークの構築 

・倫理性・透明性の確保 

・知的財産の管理及び活用 

・国際連携の強化及び国際貢献 

・診療ガイドラインの作成・改定に資する研究開発及び

普及 

 

別 紙 に 記 載 
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（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・手術検体の新規保存数 

中長期計画   年 1,500件以上 

実  績      2,104件 

（対中長期計画 ＋604件、140.3％） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指

標情報」のとおり 

・医師主導治験 

中長期目標   累計 30件 

実  績    累計107件（対中長期目標 356.7%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・臨床研究実施件数 

中長期目標   累計 1,700件 

実  績    累計 1,928件（対中長期目標113.6%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・企業治験実施件数 

中長期目標   累計 500件 

実  績    累計 736件（147.2%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・共同研究 

中長期目標   累計 1,000件 

実  績    累計 1,596件（対中長期目標 159.6%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・国際共同治験 

中長期目標    累計 200件 

実  績     累計 473件（対中長期目標236.5％） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・FIH試験数 

中長期目標   累計 15件 

実  績    累計 91件（対中長期目標606.7％） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

 

その他、「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」のと

おり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の評価） 

・がんゲノム医療の基盤整備と遺伝子パネル検査の保険収載決定 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・手術検体の新規保存数 

中長期計画   年 1,500件以上 

実  績      1,158件 

（対中長期計画 ▲342件、77.2％） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指

標情報」のとおり 

・医師主導治験 

中長期目標   累計 30件 

実  績    累計134件（対中長期目標 446.7%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・臨床研究実施件数 

中長期目標   累計 1,700件 

実  績    累計 2,448件（対中長期目標144.0%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・企業治験実施件数 

中長期目標   累計 500件 

実  績    累計 945件（189.0%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・共同研究 

中長期目標   累計 1,000件 

実  績    累計 2,136件（対中長期目標 213.6%） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・国際共同治験 

中長期目標    累計 200件 

実  績     累計 628件（対中長期目標314.0％） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

・FIH試験数 

中長期目標   累計  15件 

実  績    累計 122件（対中長期目標813.3％） 

※年度計画において所期の目標より高い目標を設定している 

 

その他、「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」のと

おり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の評価） 

・がんゲノム医療の基盤整備と遺伝子パネル検査の保険収載決定 
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   センターが開発した日本人のためのがん遺伝子パネル検査

「OncoGuide™NCCオンコパネルシステム」が令和元年 6月に保

険適用された。NCCオンコパネル検査では、日本人のがんで多

く変異がみられる 114 個の遺伝子変異の変異と 12 個の遺伝子

融合を 1回の検査で調べることが可能。がんのゲノム変化の情

報に基づいて、ここの症例に最適な医療を提供する仕組みとし

て、がんゲノム医療が保険診療下で実施可能となり、がんゲノ

ム情報管理センター（C-CAT）による全国のがんゲノム医療支

援の強化が期待される。 

 

・SCRUM-Japan/Asiaでリキッドバイオプシーによるグローバルエ

ビデンスの創出 

   新薬開発プラットフォームである SCRUM-Japanにおいて、世

界最大規模の臨床ゲノムデータベースを構築。平成 31 年 1 月

に SCRUM-Asia を設立し、欧米・韓国研究者グループとの大腸

がん臨床ゲノムデータ国際統合により、新たなグローバルエビ

デンスを創出した。また、登録対象を全固形がんに拡大した大

規模マルチオミックスデータ収集を行う M0NSTAR-SCREEN を開

始するなど、産官学の連携ネットワークによる新薬開発に大き

く貢献している。 

 

・アジア主導の開発へ向けたネットワーク構築と新薬開発 

   AsiaOneコンソーシアムを構築し、香港、韓国、シンガポー

ル、台湾の早期新薬開発拠点である医療機関と連携や、韓国、

台湾、シンガポールでの乳がんに対する国際共同医師主導治験

を実施するなど、アジアに多いがん腫の予防・診断・治療につ

いて国際連携を推進することにより、アジアの特性を踏まえた

新薬の開発が期待される。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし特に顕著

な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められること

から「Ｓ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化

を踏まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

   センターが開発した日本人のためのがん遺伝子パネル検査

「OncoGuide™NCCオンコパネルシステム」が令和元年 6月に保

険適用された。NCCオンコパネル検査では、日本人のがんで多

く変異がみられる 114 個の遺伝子変異の変異と 12 個の遺伝子

融合を 1回の検査で調べることが可能。がんのゲノム変化の情

報に基づいて、ここの症例に最適な医療を提供する仕組みとし

て、がんゲノム医療が保険診療下で実施可能となり、がんゲノ

ム情報管理センター（C-CAT）による全国のがんゲノム医療支

援の強化が期待される。 

 

・SCRUM-Japan/Asiaでリキッドバイオプシーによるグローバルエ

ビデンスの創出 

   新薬開発プラットフォームである SCRUM-Japanにおいて、世

界最大規模の臨床ゲノムデータベースを構築。平成 31 年 1 月

に SCRUM-Asia を設立し、欧米・韓国研究者グループとの大腸

がん臨床ゲノムデータ国際統合により、新たなグローバルエビ

デンスを創出した。また、登録対象を全固形がんに拡大した大

規模マルチオミックスデータ収集を行う M0NSTAR-SCREEN を開

始するなど、産官学の連携ネットワークによる新薬開発に大き

く貢献している。 

 

・アジア主導の開発へ向けたネットワーク構築と新薬開発 

   AsiaOneコンソーシアムを構築し、香港、韓国、シンガポー

ル、台湾の早期新薬開発拠点である医療機関と連携や、韓国、

台湾、シンガポールでの乳がんに対する国際共同医師主導治験

を実施するなど、アジアに多いがん腫の予防・診断・治療につ

いて国際連携を推進することにより、アジアの特性を踏まえた

新薬の開発が期待される。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし特に顕著

な成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められ

ることから「Ｓ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、実用化を目指した研究・開発の

さらなる推進等のため、次期中長期目標等に掲げる「医療分野の

ICT の研究及び活用」をはじめとした研究・開発等について、各定

量的指標を踏まえながら着実に取り組むとともに、我が国の臨床研

究の中核的な役割を担うため、臨床研究中核病院として ARO

（Academic Research Organization）機能の強化等についても取
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り組むこと。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

 

４．その他参考情報 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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（２）実用化を目指

した研究・開発の

推進及び基盤整備 

メディカルゲノ

ムセンター（MGC）

の機能整備と人材

育成、バイオバン

ク、データベー

ス、共同利用施設

（コアファシリテ

ィー）の充実、研

究管理・研究支援

の充実、産官学の

連携・ネットワー

クの構築、倫理

性・透明性の確

保、知的財産の管

理及び活用、国際

連携の強化・国際

貢献、診療ガイド

ラインの作成・改

訂に資する研究開

発及び普及によ

り、研究・開発を

推進する。 

また、医療分野

研究開発推進計画

に基づき、臨床研

究及び治験を進め

るため、 

症例の集約化を図

るとともに、今後

も、これらの資源

を有効に活用しつ

つ、臨床研究の質

 

（２）実用化を目

指した研究･開発

の推進及び基盤整

備 

 

① メディカルゲ

ノムセンター

（MGC）の機能整

備と人材育成  

健康・医療戦略

推進本部の下で各

府省が連携して推

進している医療分

野の研究開発の9

つの事業の一つで

ある「疾患克服に

向けたゲノム医療

実現化プロジェク

ト」において、ゲ

ノム情報と臨床情

報を統合し、治療

選択・予測診断の

確立・予防的医療

等における実臨床

への応用を展開す

るための重要な機

能として位置付け

られているMGCの

整備を進める。同

時に、MGCとして

の機能及び運用に

求められる高度な

専門知識・技術を

有する人材を育成

するとともに、ゲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○「疾患克服に向け

たゲノム医療実現化

プロジェクト」にお

いて、ゲノム情報と

臨床情報を統合し、

治療選択・予測診断

の確立・予防的医療

等における実臨床へ

の応用を展開するた

めの重要な機能とし

て位置付けられてい

るMGCの整備を進め

ているか。 

○MGCとしての機能

及び運用に求められ

る高度な専門知識・

技術を有する人材を

育成するとともに、

ゲノム検査・診断の

ための全国レベルに

おける検査・診断体

制の構築に貢献して

いるか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究開発プロジェクトとして整備を開始し

たメディカルゲノムセンター（MGC）構築の

取り組みは、第二期中長期目標期間中に、セ

ンター内に留まらず、全国規模でのがんゲノ

ム医療の実臨床への応用を展開する場とし

て、厚生労働省「がんゲノム医療推進コンソ

ーシアム懇談会報告」（平成 29 年 6 月、座

長：間野研究所長）に基づくがんゲノム情報

管理センター（Center for Cancer Genomics 

and Advanced Therapeutics: C-CAT）とし

て大きく成長した。C-CAT は、がんゲノム医

療の情報の全国的な集約・管理・診療と研究

開発への利活用を実現するマスターデータ

ベース「がんゲノム情報レポジトリー」を管

理・運営する組織として、平成 30 年 6 月に

設置された。全国のがんゲノム医療病院から

C-CAT へのゲノム・診療情報の収集と利活用

の体制を構築し、令和元年 6 月から保険診療

として開始されたがんゲノムプロファイリ

ング検査に対して、病院側へ国内臨床試験の

情報を紐付けて報告する C-CAT 調査結果の

送付を順調に開始した。 

〇C-CAT における C-CAT 調査結果の作成や、

それを用いて全国で行われる医学的に解釈

するための多職種による検討会（エキスパー

トパネル）を通して、がんゲノム医療に必要

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

目標に対し、以下のとおり、ゲノ

ム医療の基盤整備や実装に向けた

取組、データベースの構築、産官学

の連携・ネットワークの構築、研究

基盤整備、国際連携の強化等におい

て、顕著な成果を挙げた。 

 

＜課題と対応＞ 

メディカルゲノムセンター

（MGC）の機能整備、バイオバン

ク、データベース、共同利用施設（コ

アファシリティー）の充実、研究管

理・研究支援の充実、産官学の連携・

ネットワークの構築、国際連携の強

化、診療ガイドラインの作成・改訂

に資する研究開発及び普及等によ

り、研究・開発を推進する。 

 

○がんゲノム情報の全国的な集約・

管理・利活用を実現するため、が

んゲノム情報管理センターを設

置し、がんゲノム医療の実施に向

けた体制を構築した。 

 

○国内初の遺伝子パネル検査

「OncoGuide™ NCC オンコパネ

ル システム」が令和元年 6 月に

保険適用され、日本においてがん

ゲノム医療が保険診療下で実施

可能となった。 

 

○新薬開発プラットフォームであ

る SCRUM-JAPAN をさらに進

展させるなど、産学官の連携ネッ

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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の向上、研究者・

専門家の育成・人

材確保、臨床研究

及び治験のための

共通的な基盤の共

用、研究不正・研

究費不正使用等防

止への対応、患者

との連携及び国民

への啓発活動等へ

の取組など更なる

機能の向上を図

り、基礎研究成果

を実用化につなぐ

体制を構築する。 

具体的には、セ

ンター内や産官学

の連携の強化、治

験・臨床研究の推

進やゲノム医療の

実現化に向けた基

盤整備を行い、特

に、ナショナルセ

ンター・バイオバ

ンクネットワーク

を最大限活用し、

センターが担う疾

患に関する難治

性・希少性疾患の

原因解明や創薬に

資する治験・臨床

研究を推進するた

めに、詳細な臨床

情報が付帯された

良質な生体試料を

収集・保存すると

ノム検査・診断の

ための全国レベル

における検査・診

断体制の構築に貢

献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② バイオバン

ク、データベー

ス、コア・ファシ

リティーの充実 

 

ア 難治性がん・

希少がんを含めた

バイオバンクリソ

ース（細胞株、

PDXを含む）の一

層の充実を図ると

ともに、カタログ

データベースや、

付随する臨床病理

学的情報を整備・

強化し、更には基

盤的・網羅的分子

情報データベース

とも連携させるこ

とにより、国際的

共同研究や国内外

企業等の利用を推

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○難治性がん・希少

がんを含めたバイオ

バンクリソース（細

胞株、PDXを含む）

の一層の充実を図る

とともにカタログデ

ータベースや、付随

する臨床病理学的情

報を整備・強化し、

更には基盤的・網羅

的分子情報データベ

ースとも連携させる

ことにより、国際的

共同研究や国内外企

業等の利用を推進し

ているか。 

 

な人材育成に貢献した。 

〇ゲノム検査・診断のための全国レベルにおけ

る検査・診断体制の構築を目指して、独自に

開発したがん多遺伝子スクリーニングパネ

ルである NCC オンコパネルや品質保証下の

次世代シーケンサーによる検査体制、エキス

パートパネルの実装などの体制整備を、セン

ター内の TOP-GEAR プロジェクトとして平

成 25 年から開始した。平成 30 年度には先駆

け審査制度の対象に指定され、先進医療 B 試

験を実施、その結果を踏まえ、平成 30 年 12

月に薬事承認を取得、令和元年年 6 月からの

保険適用を達成した。 

 

 

 

 

 

 

○第二期中長期目標期間の実績として、包括的

同意新体制に基づいた手術検体の新規保存

件数は 9,052 件、また、これら病理凍結組織

（手術検体）や研究採血血液などのバイオバ

ンク検体登録数は 79,829 件であり、バイオ

バンク試料を用いた研究実施件数は 1,535件

であった。 

○2009-2018 年度にバイオバンク試料の払い

出しを受けて当センターの研究者が行った

研究の英文論文は、総計 603 編 (インパクト

ファクター合計 3474.266 点・被引用回数合

計 16,670 回) で、その 64%が外部機関との

共同研究によっており、さらにその 17%が民

間企業との共同研究であった。 

○病院と連携して患者情報を附帯した GLP 管

理下での日本人がん患者由来の PDX ライブ

ラリー整備事業を平成 29 年 8 月に開始し、

トワークによる新薬開発に大き

く貢献した。 

 

○薬剤の応答性や標準治療抵抗性

の機序解明に用いることができ

る、日本人患者由来の J-PDX ラ

イブラリーを作成し、分譲できる

体制を確立した。 

 

○アジア主導の新薬開発に向けた

ネットワークとして、AsiaOne コ

ンソーシアム、PATHWAY 臨床試

験などを通じてさらなる国際共

同治験を推進した。 

 

＜定量的指標＞ 

・手術検体の新規保存数 

目標   年 1,500 件以上 

根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   1,691 件（累計平均） 

 達成率 112.7％ 

 

・臨床研究実施機関の訪問監査 

 目標   35 施設以上 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   78 施設（累計） 

 達成率 222.9％ 

 

・新たな発明の出願数 

 目標   年 30 件以上 

根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

実績   41 件（累計平均） 

達成率 136.7％ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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ともに、外部機関

へ提供できる仕組

みを構築するなど

バイオバンク体制

のより一層の充実

を図る。更に外部

の医療機関からも

生体試料の収集を

行うことを検討す

る。 

また、運営費交

付金を財源とした

研究開発と同様に

競争的研究資金を

財源とする研究開

発においてもセン

ターの取り組むべ

き研究課題として

適切なものを実施

する仕組みを構築

する。 

以上の実用化を

目指した研究・開

発の推進及び基盤

整備により、中長

期目標期間中に、F

irst in human（ヒ

トに初めて投与す

る）試験実施件数1

5件以上、医師主導

治験実施件数30件

以上、センターの

研究開発に基づく

ものを含む先進医

療承認件数6件以上

及び学会等が作成

進する。中長期目

標期間中に、手術

検体の新規保存件

数を年間1,500件

以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ ナショナルセ

ンター・バイオバ

ンクネットワーク

（NCBN）につい

て、企業や他の研

究機関による治療

薬開発等の一層の

推進を図る観点か

ら、外部の医療機

関からのバイオリ

ソースの受入を検

討するとともに、

それらを共同研究

以外でも外部機関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ナショナルセンタ

ー・バイオバンクネ

ットワーク（NCBN）

について、企業や他

の研究機関による治

療薬開発等の一層の

推進を図る観点か

ら、外部の医療機関

からのバイオリソー

スの受入を検討する

とともに、それらを

共同研究以外でも外

部機関が活用できる

よう、提供できる仕

累計 410 例の PDX ライブラリーを構築し

た。肺がん、大腸がん、膵がん、子宮体がん、

希少がん等について、薬剤耐性の原因究明に

資するバイオリソースとして用い、特性評価

のためにオミックス解析などを実施した。 

〇国際共同研究グループにより、日本人約 21

万人のゲノム解析を行い、27 疾患に関わる

320 の遺伝的変異を同定した。そのうちの重

要な遺伝的バリアントについて、国立がん研

究センターバイオバンク等を用いて再現性

を確認した。320の遺伝子バリアントのうち、

25 は欧米での研究では検出されなかった新

規バリアントであることを見出した。 

〇手術検体の新規保存件数は、以下であり目標

を達成した。 

・平成 27 年度：1,607 件 

・平成 28 年度：1,692 件 

・平成 29 年度：1,697 件 

・平成 30 年度：1,889 件 

・令和元年度 ：2,104 件 

・令和 2 年度 ：1,158 件 

 

○NCBN の運営協議会・NC バイオバンク長会

議・情報関連実務者会議・倫理実務者会議・

将来構想 WG・広報関連 WG・研究活用 WG・

品質管理 WG に部会員等として参加し、

NCBN 事業の発展に貢献した。全国６ナショ

ナルセンターの保有資料にまたがる横断型

詳細検索を可能にするアプリケーションを

構築した。また、NCBN でのデータセキュリ

ティシステムを完成させ、ゲノムデータを共

有する基盤を構築した。バイオバンク試料・

情報を共同研究以外でも外部機関が活用で

きるように提供するための仕組み作りを進

め、分譲依頼の共通書式「NCBN 試料分譲審

査共通申請書」を作成し、また NCBN 中央

 

・学会などが作成する診療ガイドラ

インに多施設共同臨床試験の成

果が採用された件数 

 目標   20 件以上 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   59 件（累計） 

 達成率 295.0％ 

 

・共同研究数 

 目標   1,000 件以上 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   2,136 件（累計） 

 達成率 213.6％ 

 

・臨床研究実施数 

 目標   1,700 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   2,448 件（累計） 

 達成率 144.0％ 

 

・企業治験 

 目標   500 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   945 件（累計） 

 達成率 189.0％ 

 

・医師主導治験 

 目標   30 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   134 件（累計） 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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する診療ガイドラ

インへの採用件数2

0件以上実施するこ

と。また、臨床研

究実施件数（倫理

委員会にて承認さ

れた研究をい

う。）及び治験

（製造販売後臨床

試験も含む。）の

実施件数について

中長期計画に具体

的な目標を定める

こと。 

 

【重要度：高】 

実用化を目指し

た研究・開発の推

進及び基盤整備

は、国民が健康な

生活及び長寿を享

受することのでき

る社会を形成する

ために極めて重要

であり、研究と臨

床を一体的に推進

できるNCの特長を

活かすことによ

り、研究成果の実

用化に大きく貢献

することが求めら

れているため。 

 

 

 

 

が活用できるよ

う、提供できる仕

組みを構築する。 

 

ウ バイオバンク

ジャパン、NCBN、

東北メディカルメ

ガバンク等の連携

体制を構築すると

ともに、MGC機能

と密接に連携し

て、その遂行に必

須な人材を育成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 基盤的な研究

機器・設備の共同

利用や、バイオイ

ンフォマティクス

を含めた、高度な

知識・熟練した技

術・安定した品質

管理・大型機器等

を必要とする解析

能力をセンター内

で共有するコア・

ファシリティーの

整備と運用を図

る。 

組みを構築している

か。 

 

 

○バイオバンクジャ

パン、NCBN、東北メ

ディカルメガバンク

等の連携体制を構築

するとともに、MGC

機能と密接に連携し

て、その遂行に必須

な人材を育成してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○基盤的な研究機

器・設備の共同利用

や、バイオインフォ

マティクスを含め

た、高度な知識・熟

練した技術・安定し

た品質管理・大型機

器等を必要とする解

析能力をセンター内

で共有するコア・フ

ァシリティーの整備

と運用を図っている

か。 

 

事務局での一括分譲審査についても検討し

た。 

 

 

○一般社団法人日本病理学会ゲノム病理組織

取扱い規約委員会委員長として、病理凍結組

織検体を用いた実証的分子病理学的解析結

果に基き、研究用組織検体の採取・保管・移

送方法を標準化するとともに、「ゲノム研究

用病理組織検体取扱い規程」を策定した。 

○AMED ゲノム医療実用化推進研究事業「メ

ディカルゲノムセンター等におけるゲノム

医療実施体制の構築と人材育成に関する研

究」（中釜班）において、ゲノム解析による偶

発的所見に関する実態と対応法について、バ

イオバンクジャパン、NCBN、東北メディカ

ルメガバンク等の関係者の意見・情報交換を

行い、ゲノム医療に関するガイドライン作成

の準備を進めるとともに、ゲノム医療・バイ

オバンク関係の若手研究者・医療者の教育に

貢献した。                           

 

○病院での新薬治験を推進するため、研究所の

基盤的臨床開発研究コアセンター（ＦＩＯ

Ｃ）において、バイオマーカー探索などの企

業治験の付随研究を企画・提案・実施する体

制を確立した。 

○企業治験の付随研究において依頼される解

析技術のモニタリング結果を基に、免疫系フ

ァシリティの重点化を行う等、基盤的臨床開

発研究コアセンターによるコアファシリテ

ィサービスの充実を図った。センター全体に

対する基盤・開発研究支援を継続し、80,000

検体以上の解析を行うとともに、60 件以上の

製薬企業との共同研究を実施した。 

○「大腸疾患における腸内環境理解のための内

 達成率 446.7％ 

 

・国際共同治験 

 目標   200 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   628 件（累計） 

 達成率 314.05％ 

 

・FIH 試験 

 目標   15 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   122 件 

 達成率 813.3％ 

 

・先進医療 

 目標   ６件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   23 件（累計平均） 

 達成率 383.3％ 

 

上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、実用化を目指した研究・開

発の推進に積極的に取り組み、目標

を大きく超えて達成しており、特に

顕著な成果を上げていると認めら

れるため、Ｓ評価とした。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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③ 研究管理・研

究支援の充実 

 

ア 症例集積性の

向上、臨床研究及

び治験手続の効率

化、各種研究倫理

審査の迅速化・効

率化、研究者・専

門家の育成・確

保、臨床研究及び

治験の情報公開、

スピード・質の適

正化、研究及び研

究不正の防止・対

策に関して、より

一層強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○症例集積性の向

上、臨床研究及び治

験手続の効率化、各

種研究倫理審査の迅

速化・効率化、研究

者・専門家の育成・

確保、臨床研究及び

治験の情報公開、ス

ピード・質の適正

化、研究及び研究不

正の防止・対策に関

して、より一層強化

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視鏡的生検バンキングの構築とそれらを用

いた探索的研究」として、大腸内視鏡から生

検バンキングをスタートした。R2-3 年後は

大腸浸潤癌にも対象を広げるため、プロトコ

ール改訂を行った。 順調にバンキングが進

んでおり 2021 年 1 月で 365 例の登録を行っ

た。将来的にこれらの遺伝子検索からがんの

転移再発の高危険群の同定や将来的な発が

んの予測などが可能になることを目指す。 

 

 

 

 

◯日本発の革新的医薬品・医療機器・医療技術

の開発等に必要となる質の高い臨床研究や

治験を推進する中核病院として、センターの

2 病院が医療法に基づく臨床研究中核病院承

認された。 

○臨床研究法に基づく認定臨床研究審査委員

会を設置し、特定臨床研究等実施者の実施基

準遵守等の審査等を開始した。令和２年度に

おいては、 

・中央病院臨床研究審査委員会：原則月 1 回、

年 12 回開催、審査件数新規 6 件、総審査

件数 224 件 

・東病院 臨床研究審査委員会：原則月 1 回、

年 12 回開催、審査件数新規 6 件、総審査

件数 217 件 

○平成 27 年度から令和２年度までで、中央病

院・東病院が主導する医師主導治験を 134 試

験開始した。 

【中央病院】 

○未承認薬・適応外薬の医師主導治験を新たに

5 試験開始するとともに。新しい診断法等の

開発として、フロントラインでの NCC オン

コパネルの有用性を検証する先進医療の準



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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イ データマネー

ジャー、生物統計

家、細胞工学研究

者・技術員、各種

研究倫理審査委員

会事務局員、レギ

ュラトリーサイエ

ンスの専門家等の

専門人材を確保す

るとともに、教育

訓練や講習会、

OJT等により人材

育成を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○データマネージャ

ー、生物統計家、細

胞工学研究者・技術

員、各種研究倫理審

査委員会事務局員、

レギュラトリーサイ

エンスの専門家等の

専門人材を確保する

とともに、教育訓練

や講習会、OJT等に

より人材育成を推進

しているか。 

 

備を進め先進医療会議での承認を得た。 

【東病院】 

○COVID-19 感染症の影響からリモート SDV

を導入試験は、医師主導治験モニタリング委

託業務 CRO を含む製薬企業 15 社 143 試験

と前年度比 2 倍増。また次期電子カルテへの

変更に伴い、リモート SDV のデバイス変更

も行われたが影響はない。 

○東病院においては COVID-19 感染症下にお

いて「適合性書面調査及び GCP 実施調査の

実施要項に関する取扱い」事務連絡に沿い

PMDA 実施調査が 2 課題において行われ、

大きな指摘なく承認に至っている。 

○患者申出療養制度に則った臨床研究の

support 体制を継続し臨床における対応手順

を整えた。 

○キメラ抗原受容体発現 T 細胞（CART 細胞）

を用いた固形癌に対する CART 細胞、ips 細

胞 CART 療法、BiTE 製剤など FIH の細胞

免疫療法に対する院内統一手順書を策定、適

時改訂と周知を繰り返し、被験者の安全性を

確保し連携強化を継続した。   

 

○治験事務局を中央病院、東病院の治験管理室

に配置、両病院の治験の管理及び支援体制を

強化し、研究者及び治験依頼者の利便性を向

上させた。 

○CRC の増員、CRC アシスタントの採用、治

験専用の検体処理室・心電図測定室の整備、

治験依頼者モニタリング専用室の増設など

を実施し、治験実施の支援体制を強化させ

た。 

○東病院では、データマネージャー、生物統計

家、細胞工学研究者・技術員、各種研究倫理

審査委員会事務局員、レギュラトリーサイエ

ンスの専門家等の専門人材を確保するとと
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ウ リサーチ・ア

ドミニストレータ

ーを配置し、特に

大型資金を伴うプ

ロジェクト型研究

などの、情報収集

や申請の企画、支

援、あるいは産学

連携推進室とも協

力して大学や民間

との共同研究・委

受託研究契約を推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リサーチ・アドミ

ニストレーターを配

置し、特に大型資金

を伴うプロジェクト

型研究などの、情報

収集や申請の企画、

支援、あるいは産学

連携推進室とも協力

して大学や民間との

共同研究・委受託研

究契約を推進してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もに、教育訓練や講習会、OJT 等により人材

育成を進めた。 

 

【中央病院】 

○リサーチ・アドミニストレーターを配置し、

特に大型資金を伴うプロジェクト型研究な

どの情報収集や申請の企画及び支援や産学

連携推進室とも協力して大学や民間との共

同研究・委受託研究契約を進めた。 

○治験や臨床研究に付随するバイオマーカー

探索等の研究の推進のため、アストラゼネカ

社と包括連携契約を締結した。また、包括連

携契約を締結したベーリンガーインゲルハ

イム社とは、アジア・世界における早期段階

からの臨床研究の開発拠点となるべく、FIH 

3 試験を含む早期開発治験 5 試験を実施す

るとともに、TR 研究 1 試験を実施した。な

お、既存のその他国内外製薬企業等 10 社と

の包括連携契約についても連携の強化を図

った。 

【東病院】 

〇令和２年度からリサーチアドミニストレー

ター室を設置し、産学連携室とともに

SCRUM-Japan/Asia、S-access-Japan など

の大規模医薬品医療機器の産学連携開発プ

ロジェクトを支援する体制を構築した。さら

に、新たに日本及びアジアの大規模臨床試験

個別データを収集し、新たな規制エンドポイ

ントの構築や外部コントロールデータ構築

などを行う ARCAD-Asia の設立準備を行っ

た 

〇令和２年度には、SCRUM-Japan での大規模

マルチオミックス解析データが世界的に評

価され国際がんゲノムコンソーシアム

（ICGC-ARGO)のコアメンバーに就任する

ことになり、世界のがんゲノム医療開発・創
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エ 医薬品や医療

機器の実用化に向

けた出口戦略機能

の強化や、新たな

視点や発想に基づ

く研究等の推進の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医薬品や医療機器

の実用化に向けた出

口戦略機能の強化

や、新たな視点や発

想に基づく研究等の

推進のため、独立行

薬研究を日本が中心的にけん引する体制を

構築した。 

〇外科手術標本での全ゲノム、プロテオーム、

メタボローム解析などを高品質で収集する

国際マルチオミックス解析プロジェクト

（TITANIA)のコアメンバーとして参画し、

令和元年度より世界的な登録をリーダーと

して推進している。 

○令和２年度にベンチャー企業育成プログラ

ムを国内ベンチャーキャピタルと共同で構

築し、全国的な公募を行い、6 企業を選定し

た。令和３年度より開発研究支援および起

業・経営支援を開始する。 

〇診療情報や PHR(Personal Health Record)

について、医薬品開発や治験、予防医療など

に利活用可能なデータとして製薬企業や診

断薬企業に提供するためのプラットフォー

ム構築を推進すべく、富士通株式会社と包括

連携契約を締結した。 

○三井不動産、HUG ホールディングスとの柏

の葉地区における協業契約をもとに、データ

プラットフォーム、再生医療コンソーシア

ム、ベンチャー支援など隣接ラボを活用した

取り組み計画を策定した。また柏の葉スマー

トシティモデル事業に参加し、柏市・東京大

学その他の事業者との連携のもとスマート

チェックインシステムの試行を行った。これ

らの取り組みをもとに、より広範な産学連携

の拠点形成について検討を開始した。 

 

○優秀な人材を持続的に確保する観点から、

国、AMED、PMDA、国立大学法人等との人

事交流を実施するとともに、クロス・アポイ

ントメント制度を用いて国 19 名、AMED33

名、PMDA37、名国立大学法人 42 名の人事

交流を行うなど、研究成果の最大化を図るた
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ため、独立行政法

人医薬品医療機器

総合機構等との人

事交流を更に推進

するとともに、米

国国立がん研究所

（NCI）、仏がん

研究所（INCA）等

との人事交流・共

同研究を実施して

いく。 

 

④ 産官学の連

携・ネットワーク

の構築 

 

ア 産官学の施設

を繋ぐコアセンタ

ーとして、他施設

の臨床研究の総合

的な支援、データ

センターとしての

機能・役割、研究

プロジェクトの進

捗管理、教育・研

修などを担い、ネ

ットワーク全体で

先端的な臨床研究

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

政法人医薬品医療機

器総合機構等との人

事交流を更に推進し

ているか。 

○米国国立がん研究

所（NCI）、仏がん

研究所（INCA）等と

の人事交流・共同研

究を実施している

か。 

 

 

 

 

 

 

○産官学の施設を繋

ぐコアセンターとし

て、他施設の臨床研

究の総合的な支援、

データセンターとし

ての機能・役割、研

究プロジェクトの進

捗管理、教育・研修

などを担い、ネット

ワーク全体で先端的

な臨床研究を推進し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

めの人材育成等を推進している。 

○また、途上国における子宮頸がん対策の国際

コンソーシアムに参画し、フランス国立がん

センター(INCa)等と共同で申請したグラン

トが下り、プロジェクトの準備を進めた。 

○その他、米国国立がん研究所(NCI)の新任国

際部長とのテレフォンカンファレンスを持

ったほか、NCI との交流を通じて、WHO の

小児がん対策への協力要請があり、情報交換

を進めた。 

 

 

 

 

 

【中央病院】 

○中央病院は日本最大のがん多施設共同研究

グループである日本臨床腫瘍グループ

（JCOG）の中央支援機構を担っている。デ

ータセンター/運営事務局として令和 3 年 3

月末時点において本体研究で登録中および

追跡中の 88 件、附随研究および個別バンキ

ングとして実施中の 7 件の合計 95 件の多施

設共同試験を支援している。 

○近年、JCOG として医師主導治験の実施を推

進しており、令和 2 年度にて医師主導治験 4

試験を実施中で、さらに 1 試験が準備中であ

る。また、欧州最大の臨床試験グループであ

る EORTC との国際共同研究を 1 件実施中

である。 

○希少がんのレジストリ研究･MASTER KEY

プロジェクトに紐付くアンブレラ・バスケッ

ト試験を促進し、リキッドバイオプシーやパ

ネル解析情報と臨床情報を共有したデータ

の利活用の基盤整備を進めた。（令和３年3月

末時点で固形がん 1,613 例、血液がん 168
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例が登録済。また、アンブレラ・バスケット

試験は、企業治験 5 課題，医師主導治験 9 課

題，準備中の試験 3 課題） 

○日本を中心としたアジア国際共同第 I 相試験

のコンソーシアムである Asia One コンソー

シアムにおいて、令和 2 年度中に新たに 3 試

験を開始した。 

○乳がんに対する国際共同医師主導第 III 相試

験（PATHWAY 試験）の経験を活かし、

PIK3CA 変異陽性の進行・再発子宮頚がんに

対するアジア共同、国際、多施設、第 II 相医

師主導治験について、企業との交渉を行い、

資金や薬剤提供を受けることが決定した。治

験のプロトコル作成、参加施設の選定を行っ

た。企業からの薬剤の提供や契約にかかる時

間などから、令和３年度後半に日本国内及び

海外での治験を開始する予定が計画され、順

調に準備が進んでいる。 

【東病院】 

○SCRUM-Japan/Asia および CIRCULATE-

Japan による世界最大規模の約 3 万例の臨

床ゲノムデータセンターを有し、アカデミア

66 施設および参加企業 17 社とのオンライン

データ共有システムを構築し、わが国のゲノ

ム医療開発研究活性化に大きく貢献した。 

○令和元年度よりLC-SCRUM-Asia を設立し、

すでに日中台1万例の臨床ゲノムデータ統合

を実施した。令和 3 年度から東南アジア 4 か

国も参加予定 

○すでに SCRUM-Japan のスクリーニングプ

ラットフォームを利用して全国 10拠点で 21

本の医師主導治験 NW を構築しデータセン

ター業務や医師主導治験支援情報共有を進

めている。さらに CIRCULATE-Japan にお

いて日台共同医師主導治験を開始し、海外施

設との連携も深めた。 
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○さらに、令和２年度に ICGC-ARGO のコア

メンバーとして世界のゲノム医療開発・個別

化研究を推進する立場となり、世界規模での

産官学連携を推進する予定である。また、外

科手術標本の国際マルチオミックス解析プ

ラットフォーム（TITANIA）にもコアメンバ

ーとして参画しており、ICGC-ARGO ととも

に数十万例の全ゲノム・プロテオーム等のデ

ータアクセスが可能となる予定であり、世界

的なデータセンター機能の中心施設として

役割を果たす見込みである 

○ICGC-ARGO での各 WG にも日本人専門家

メンバーが多数入ることで倫理、法務、個人

情報保護等も含めた国際データ標準化作業

に対応ながら国際データを扱える日本人の

人材を育成する予定である。 

○医療機器開発においても、令和元年に S-

access-Japan を設立し、全国 87 施設の協力

の下、産業利用可能な内視鏡外科手術画像

2,500 例を集積し、東病院医療機器開発セン

ター（NEXT)内のデータセンターに集約し

た。NEXT 内では、AI エンジニアやプロジ

ェクトマネージャー、弁理士などを含む専門

家チームが構成され、産学共同開発のための

大規模データセンターを構築している。今後

協力施設および学会、大手医療機器メーカー

との共同で最先端の AI 手術支援システムの

実用化を目指している。 

○SCRUM-Japan において、全国 260 施設及

び製薬企業 17 社との共同研究として組織で

の遺伝子パネル解析 12,000 例および血液で

の遺伝子解析（リキッドバイオプシー）

12,500 例の合計 24,500 例（うち令和２年度

は 8,754 例）の登録を行い、これらの遺伝子

結果に基づく医師主導治験を令和２年度は

合計 2 試験開始した。また、SCRUM-Japan
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プラットフォームを活用して新薬 11 剤（13

適応）診断薬 12 剤の薬事承認をすでに取得

している（令和２年度は新薬 4 剤、診断薬 6

剤で取得）。 

○SCRUM-Japan における HER2 陽性大腸が

んでの医師主導治験結果と規制対応レジス

トリでの対照群データをもとに適応拡大薬

事申請準備を行った（令和３年４月申請）。 

○SCRUM-Japan の海外展開として SCRUM-

Asia を設立し、日中台肺がん 1 万例の臨床

ゲノムデータベースの構築を行った。また、

次年度の拡大に向けて東南アジア4か国の施

設調査を行い選定が終了した。 

○世界最大規模のリキッドバイオプシーデー

タをもとに、消化器がん 5,000 例における遺

伝子プロファイルを明らかにするとともに、

適合薬剤開発治験登録率の向上を示しゲノ

ム医療での有用性をトップジャーナルに報

告し、世界的なエビデンスを創出した 

○SCRUM-Japan での臨床ゲノムデータをも

とに欧米・韓国などの研究者グループと国際

データ統合を行い、新たな大腸がんのグロー

バルエビデンスを創出し論文報告を行った。 

○リキッドバイオプシーと腸内細菌叢解析を

加えたマルチオミックスデータによる個別

化医療を目指した MONSTAR-SCREEN を

設立し、新たに頭頸部、乳腺、泌尿器、婦人

科、皮膚がんグループを加えて全固形がんに

拡大した遺伝子スクリーニングの登録を開

始し、全国から 1584 例の登録を得た。さら

に組織・血液の DNA/RNA の解析, 免疫多重

染色などマルチオミックスデータを基板と

した MONSTAR-SCREEN-2 を令和３年度

から開始するための準備を進めた。 

○大腸がん手術標本全エキソーム解析による

個別化リキッドバイオプシーパネルでの微
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イ 特定の遺伝子

異常を有する症例

や希少がんに対す

る診断、治験を行

う全国規模のネッ

トワークを構築す

る。 

 

ウ 産官学の連携

を強化し、実用化

研究と技術開発を

推進するため、コ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○特定の遺伝子異常

を有する症例や希少

がんに対する診断、

治験を行う全国規模

のネットワークの構

築を行っているか。 

 

 

○産官学の連携を強

化し、実用化研究と

技術開発を推進する

ため、コンソーシア

小残存腫瘍（MRD)検出による術後再発早期

予測および術後薬物療法個別化を目指した

大 規 模 国 際 共 同 医 師 主 導 治 験

（CIRCULATE-Japan)を世界に先駆けて令

和２年度に開始し、1,500 例の集積を行った。 

○産学連携全国がんゲノムスクリーニングコ

ンソーシアム（SCRUM-Japan）において行

った腫瘍組織スクリーニング（GI-SCREEN）

とリキッドバイオプシースクリーニング

（GOZILA）の統合解析を行いリキッドバイ

オプシーの有用性を評価した成果が、Nature 

Medicine 誌に publish された。 

○東病院が AMED の次世代医療機器連携拠点

に選定され、AI を用いた手術支援システムの

開発を学会および大手医療機器開発企業と

共同で S-access Japan を設立し、産業利用

可能な手術画像を全国 87 施設から 2,750 例

の集積を行った。 

○東病院発のベンチャー企業と共同で手術支

援ロボットを開発し、令和２年度の薬事承認

申請に向けた準備を行った。また、同ベンチ

ャー企業が大手医療機器メーカーにM&Aさ

れ、出口戦略を達成した。 

 

○27 年度において、当センター研究所で発見さ

れた RET 融合遺伝子陽性肺がんに対するバ

ンデタニブの医師主導治験が高い奏効率を

得て終了し論文報告を行うとともに、適応拡

大承認申請に向けた準備を進めた。 

 

 

【中央病院】 

○中央病院では、乳腺・腫瘍内科と臨床研究支

援部門が中心となって、アジア 4 か国での未

承認薬を用いた GCP 下の国際共同試験の準

備を開始し、予定より約半年早く令和元年 8
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ンソーシアムを形

成し、産学官連携

による共同研究等

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムを形成し、産学官

連携による共同研究

等を推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に患者登録を完了した。これは製薬企業と

の共同研究であり、当該企業から治験薬、プ

ラセボ、研究費の提供を受けて実施同様のス

キームで次期試験を令和２年度より開始し、

これらの試験の実施を通じて東アジアにお

ける早期薬剤開発ネットワークを構築を目

指す。 

○希少がんに対する遺伝子プロファイリング

と標的治療に関する前向きレジストリ研究

や、バイオマーカー情報に基づいて実施され

る医師主導治験／企業治験等の介入試験か

ら成る研究プロジェクト（MASTER KEY 

Project）において、国内外の製薬会社 13 社

との共同研究契約を締結した。MASTER 

KEY Projectのレジストリ部分への登録患者

が 1000 人を超え、副試験としても医師主導

治験を 6 試験実施中である。 

○皮膚腫瘍科と連携して、皮膚科学写真データ

12 万枚の中から褐色調～黒色調皮膚病変を

抽出し、深層学習技術を用いて学習を行い、

皮膚腫瘍判定システムの開発に取り組んだ。

その結果、専門医と比しても高い精度を示

す、AI システムの開発に成功した。 

【東病院】 

○東病院及び先端医療開発センターを中心と

した AMED 研究事業で、国内製薬企業 3 社

と共同で新たな免疫治療薬投与症例での多

数の臨床検体を用いて、詳細な免疫機能およ

び遺伝子解析による新たな創薬のためのコ

ンソーシアムを構築し、各社での新規医薬品

シーズ開発を行った。 

○東病院次世代外科・内視鏡治療開発センター

（NEXT)内に医療機器開発センターを設置

し、医療機器メーカー8 社及びアカデミア 2

大学が入居するなど現場での創意工夫によ

る新たな医療機器開発の産学連携体制を構
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エ 日本臨床腫瘍

研究グループの研

究について、セン

ターが中心となっ

て、センターが、

直接的又は間接的

に実施する臨床研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

築した。 

○免疫チェックポイント阻害剤等投与時の詳

細な免疫機能解析を含む免疫ライブモニタ

リング体制を構築し、新たに製薬企業 10 社

と個別研究を実施するとともに、1,000 例を

超える腫瘍浸潤リンパ球のバイオバンクの

構築と新たなバイオマーカーの知財申請を

行った。 

○膵臓がん・胆道がんの早期診断マーカーとし

て世界で初めてのマイクロ RNA を用いた診

断キット開発を産学連携で行い、さきがけ申

請のトラックに乗った。現在、そのキットの

臨床性能試験を進めており、世界初の

miRNA 腫瘍マーカーの薬事承認となる。 

○中央病院と研究所の間のTR/rTRのプラット

ホームである Tsukiji TR ボードを継続的に

展開し、新たに製薬企業およびベンチャー企

業との共同研究を令和元年度に９件、令和２

年度には３件開始した。 

〇全国 87 医療機関から収集した大規模な産業

利用可能外科手術動画から、AI を用いた外科

手術支援システム構築に向けて大手医療機

器メーカーとの共同研究を開始し、S-access 

Japan（サクセスジャパン）を始動させた。 

〇AI を用いた内視鏡自動診断/診断補助システ

ム構築に向けて、大手内視鏡機器メーカーと

頭頸部及び大腸それぞれにおいて共同研究

を開始した。 

 

○日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）の参加

医療機関に対して継続的に施設訪問監査を

行い、年間監査実施医療機関数も徐々に増え

ている。監査実施医療機関数については、平

成 27 年度当初は 16 施設数であったが、令和

元年度には 63 施設に増加するなど積極的に

活動を実施した。 
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究実施機関の訪問

監査（科学性・倫

理性の確認調査）

を、都道府県がん

診療連携拠点病院

35施設、地域がん

診療連携拠点病院

35施設以上を実施

する。 

 

⑤倫理性・透明性

の確保 

 

ア 臨床研究に関

する倫理審査、情

報公開、監査、モ

ニタリング、利益

相反管理、医師・

薬剤師・研究者等

への研究倫理や臨

床研究の方法論の

教育など、研究開

発現場におけるコ

ンプライアンス遵

守への取組を徹底

し、各種法令等や

各種倫理指針を遵

守した研究管理体

制を強化する。具

体的には、主要な

倫理指針などにつ

いて研究倫理や臨

床研究の方法論に

関するセミナーを

開催し、職員教育

の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○臨床研究に関する

倫理審査、情報公

開、監査、モニタリ

ング、利益相反管

理、医師・薬剤師・

研究者等への研究倫

理や臨床研究の方法

論の教育など、研究

開発現場におけるコ

ンプライアンス遵守

への取組を徹底し、

各種法令等や各種倫

理指針を遵守した研

究管理体制の強化を

図っているか。 

○主要な倫理指針な

どについて研究倫理

や臨床研究の方法論

に関するセミナーを

開催し、職員教育の

充実を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 30 年 4 月の臨床研究法施行を踏まえ、

平成 30 年度～令和 2 年度の 3 年間で、両病

院において臨床研究審査委員会における新

規課題審査実績は以下の通りである。 

・（中央病院 CRB）平成 30 年度：45 件（新

規 7+経過措置 38）、令和元年度：5 件、令

和２年度：8 件 

・東病院 CRB）平成 30 年度：37 件（新規

5+経過措置 32）、令和元年度：3 件、令和

２年度：6 件 

○両病院は全国の臨床研究機関のモデルとな

るべく、平成 28 年度より AMED 中央 IRB

基盤整備事業に参画しており、平成 29 年度

の事業実績については、中央一括審査の実施

件数、他機関との意見交換会による問題抽出

等が評価され、参加 48 機関の中で最高評価

を得た。また、平成 30 年度～令和 2 年度は、

中央病院・東病院 CRB がそれぞれ代表又は

分担機関として、AMED 中央 IRB 基盤整備

事業又は中央 IRB 促進事業に参画し、全国

CRB 協議会事務局運営、統一書式・SOP 様

式見直し、審査システムの検討、関東信越地

域（東京以外）CRB の取り纏め、CRB 認定
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イ 競争的研究資

金を財源とする研

究開発について

は、ミッションや

中長期目標を十分

踏まえ、応募に際

し、センターとし

て取り組むべき研

究課題であるかど

うかを審査したう

えで、研究課題を

選定する仕組みを

構築する。 

 

ウ 臨床研究の実

施に当たっては、

被験者や患者との

連携を図るととも

に、患者・国民へ

の臨床研究の意義

やそれが国民にも

たらすメリット等

についての啓発活

動を積極的に推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○競争的研究資金を

財源とする研究開発

については、ミッシ

ョンや中長期目標を

十分踏まえ、応募に

際し、センターとし

て取り組むべき研究

課題であるかどうか

を審査したうえで、

研究課題を選定する

仕組みの構築を行っ

たか。 

 

 

○臨床研究の実施に

当たっては、被験者

や患者との連携を図

るとともに、患者・

国民への臨床研究の

意義やそれが国民に

もたらすメリット等

についての啓発活動

を積極的に推進して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新対応を含む CRB 運営に関する課題の検

討等を行った。 

 

○競争的研究資金を財源とする研究開発につ

いて、センターのミッションや中長期目標を

十分踏まえ、応募に際し、センターとして取

り組むべき研究課題であるかどうかを審査

したうえで、研究課題を選定する仕組みを構

築し、各研究者が応募する前に、分野長・診

療科長において応募内容のチェックを行う

体制を徹底している。 

 

 

 

 

 

 

○臨床研究の実施に当たっては、被験者や患者

との連携を図るとともに、患者・国民への臨

床研究の意義やそれが国民にもたらすメリ

ット等についての啓発活動を積極的に推進

した。具体的には、センターのホームページ

から、当センターの研究倫理審査委員会の承

認を得て実施中の研究について、一般の方に

もわかりやすい言葉で情報公開を行うとと

もに、個別の研究で行われる公開シンポジウ

ム、主な研究成果に関する多数のプレスリリ

ース、患者・家族との意見交換会等の PPI 活

動（患者・市民参画）等が挙げられる。また、

初診患者対象に行っているバイオバンクへ

の協力のインフォームド・コンセントは、同

意の有無にかかわらず、国民への臨床研究の

意義・目的等に関する説明・啓発としても重

要な活動となっている。 
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⑥ 知的財産の管

理及び活用 

外部の専門家も

活用しながら、研

究成果を知的財産

面から目利きし、

特許等の出願及び

維持を適切に判断

するとともに、知

財に関する法制度

の整備や知財教育

の充実、知財管理

専門家の育成や活

用などを推進す

る。 

これにより、中

長期期間中に新た

に30件／年の発明

を出願し特許取得

を目指す。 

 

⑦ 国際連携の強

化及び国際貢献 

 

ア ゲノム研究や

次世代診断・治療

技術の開発、MGC

機能を基盤とした

研究事業の国際的

な展開など、欧米

等の研究開発先進

国との協力ととも

に、遺伝学的に類

縁性の高いアジア

諸国との連携を推

進し、がん予防・

 

 

○外部の専門家も活

用しながら、研究成

果を知的財産面から

目利きし、特許等の

出願及び維持を適切

に判断するととも

に、知財に関する法

制度の整備や知財教

育の充実、知財管理

専門家の育成や活用

などを推進している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ゲノム研究や次世

代診断・治療技術の

開発、MGC機能を基

盤とした研究事業の

国際的な展開など、

欧米等の研究開発先

進国との協力ととも

に、遺伝学的に類縁

性の高いアジア諸国

との連携を推進し、

がん予防・研究・医

療・政策提言に係る

 

 

○中長期計画期間中の特許出願は平成 27 年度

から令和 2 年度までで 238 件となり目標の

180 件（30 件/年）を達成することができた。 

・平成 27 年度：62 件 

・平成 28 年度：22 件 

・平成 29 年度：34 件 

・平成 30 年度：26 件 

・令和元年度 ：56 件 

・令和 2 年度 ：48 件 

○また、厳選した知的財産の権利取得のための

絞り込みを行いつつ、支出費用の合理化を図

った結果、収益は大幅に改善し、期間を通じ

知財部門として黒字を維持・継続した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国際がん研究機関(IARC)では、発がん性物質

の検討部会のみならず、病理の分類規約の編

集業務に携わる職員を派遣するなどの貢献

が認められ、次期中期計画策定の委員会にも

積極的にかかわってアジアでの事業展開を

活発化することを盛り込み、さらに予防部長

の科学評議会 副議長選出を実現した。 

〇総務省 の事業としてタイ(平成 27 年度)、イ

ンドネシア(平成 28 年度)での内視鏡指導・病

理遠隔システムの実証プロジェクトに参加

し、日本式の医療技術の普及を推進した。 

〇アジアの有力な関係機関との関係を強化し、
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研究・医療・政策

提言に係る国際的

活動を積極的に推

進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 欧米主要医療

機関等との学術・

人材交流を目的と

した覚書を締結す

国際的活動を積極的

に推進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際交流を活発化

し、人材育成、ネッ

トワークを構築する

とともに、協定を結

協力覚書をインドネシア(平成 29 年度)、ベト

ナムとタイ(平成 30 年度)の国立がんセンタ

ー、ホーチミン市立腫瘍病院、天津医科大学

附属腫瘤医院、マレーシア CRM、ソウル大

学校医学部(令和２年度)などと締結するとと

もに、国際共同研究の実施に資する協力関係

を樹立した。また、中国及び韓国の国立がん

センターと毎年がん研究ワークショップを

持ち回りで開催する体制を確立した。渡航制

限下での交流は積極的にテレフォンカンフ

ァレンスを実施して関係を維持した。 

〇covid-19 and cancer タスクフォースに参加

し、各国のがん専門医療機関でのコロナ対策

情報を収集するとともに、医療機関職員への

コロナ影響の調査研究に参加した。 

○ 国 際 が ん ゲ ノ ム コ ン ソ ー シ ア ム

(International Cancer Genome 

Consortium: ICGC）での胃がん・胆道がんプ

ロジェクトを継続するとともに、ICGC 内の

PanCancer プロジェクトに参加し、全ゲノ

ムデータ解析に貢献した。また、ICGC の後

継プロジェクトである ICGC-ARGO の創立

メンバーとして参加、胃がんにおける変異シ

グネチャー解析に関する国際共同研究を主

導し、アジアに多く見られるびまん性胃がん

に特徴的な変異パターンやドライバー遺伝

子を同定した。 

○国際がんプロテオゲノミクスコンソーシア

ム (International Cancer Proteogenome 

Consortium: ICPC）に肉腫担当として参画

した。 

 

○フランス国立がんセンターとの協力覚書を

更新し、小児がんのワークショップ共催

(R1FY)を契機にフランスの研究機関と協力

して共同でグラント申請した。また、大使館
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るなど、国際交流

を活発化し、人材

育成、ネットワー

クを構築するとと

もに、協定を結ん

だ国々との共同事

業及び共同研究を

進める。また、ア

ジアなど、海外か

らの研修者を積極

的に受け入れ、職

員派遣による技術

移転を通じて、政

策立案並びに医療

技術の向上に寄与

する。 

 

ウ 世界保健機関

（WHO）、国際が

ん研究機関

（IARC）、国際対

がん連合

（UICC）、ANCCA

等、既に協力関係

にある国際機関や

ネットワークとの

連携を強化し、我

が国及びNCCのプ

レゼンス向上と国

際社会への貢献を

図る。 

 

 

 

 

 

んだ国々との共同事

業及び共同研究を進

めるているか。 

 

 

○アジアなど、海外

からの研修者を積極

的に受け入れ、職員

派遣による技術移転

を通じて、政策立案

並びに医療技術の向

上に寄与している

か。 

 

 

 

 

○世界保健機関

（WHO）、国際がん

研究機関（IARC）、

国際対がん連合

（UICC）、ANCCA

等、既に協力関係に

ある国際機関やネッ

トワークとの連携を

強化し、我が国及び

NCCのプレゼンス向

上と国際社会への貢

献を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

のグラントを得て職員をフランスでの臨床

試験調査派遣につなげた。 

○10 名のセンター職員を米国の国立がん研究

所などへ戦略的に派遣し、最前線の機関にお

いて状況を調査した。 

○国際がん研究機関(IARC)の途上国がん登録

支援事業(IARC/GICR)のコラボレーティン

グ・センターとして指定を受け(平成 30 年

度)、更新し(令和２年度)、アジア各地で がん

登録セミナーを実施した。 

○継続して海外からの研修・見学の受け入れを

実施し、平成 27 年度から令和 2 年度までで

約 1,600 名の研修生等を受け入れた。 

〇在京の仏、米、英、タイ大使館をはじめ、国

立保健医療科学院、厚労省、外務省、JICA な

どと連携できる体制を構築した。 

 

○国際がん研究機関 IARCと協力の覚書を締結

し(平成 29 年度)、病理の分類規約の編集のた

め職員を 1 名 1 年間派遣(平成 30 年度)した

ほか、第 5 版の編集委員を努め、新中期計画

策定に向けた各委員会、新規加盟国承認委員

会に代表を派遣することにより、日本の意見

を反映した。また、IARC の研究者を迎えて

の共催セミナーを 8 回開催した。 

○アジア国立がんセンター協議会(ANCCA)は

隔年ごとの情報交換に留まらず、恒常的に情

報交換ができるよう、事務局機能を構築し規

約も改定し、定期的にテレビ会議を開催して

ホームページを開設し、さらに論文を共同で

執筆・発表した。 

○国際原子力機関（IAEA）の委託をうけ、途上

国の核医学人材養成ワークショップを運営

した。 

○WHO の子宮頸がん撲滅事業では、専門家諮

問会議に職員を派遣した(平成 30 年度)。また
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⑧ 診療ガイドラ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小児がん撲滅事業に向け意見交換の会議を

もった。 

○病理組織診断の国際基準であるWHO組織分

類第 5 版の作成編集に対して、消化管腫瘍、

乳腺腫瘍、呼吸器腫瘍、軟部腫瘍など国立が

ん研究センターからの多くの著者をだし、我

が国の病理診断情報を国際的に広めること

ができた。 

○IARC とがんゲノム変異シグネチャー解析に

関する国際共同研究を進めるとともに、日米

がん医学協力（USJCMSP）において、米国

国立がん研究所（NCI）とがん研究について

連携を進めた。 

○IARC/IACR 及びタイ NCI、韓国 NCC、中国

NCC のコラボレーティングセンターと協働

して、カンボジア、ベトナム、及びミャンマ

ーでのがん登録研修を実施、がん登録におけ

る国際基準の策定と、研修内容の標準化を進

めた。 

○WHO-FIC の会議に継続的に参加して、国際

疾病分類（ICD-11）に関する情報収集を行っ

た。国際疾病分類腫瘍学（ICD-O）の改訂・

日本語版の普及に関して、国内和訳に関する

パブリックコメントを収集して、がん登録で

の応用を準備した。 

○ICD-03.2 の作成に参加し、国立がん研究セ

ンターが中心になる国内のがん登録システ

ムにかかわる Coding の作成作業が完了し

た。 

○従来のアジア先進国とのネットワークに加

え、成長著しい ASEAN 諸国での治験基盤整

備を行い、アジア早期薬剤開発ネットワーク

の構築を目指した、ATLAS Project を始動さ

せた。 
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インの作成・改定

に資する研究開発

及び普及 

 

診療ガイドライ

ンを作成している

関連学会と協力し

て、がん医療の質

を評価する信頼

性・妥当性のある

指標の開発を行う

とともに、ホーム

ページを活用する

こと等により情報

提供を行い、医療

の質の向上・均て

ん化に努める。 

中長期目標期間

中に、学会などが

作成する診療ガイ

ドラインに多施設

共同臨床試験の成

果が20件以上採用

されるよう努め

る。 

これらの取組に

より、次の目標を

中長期目標期間中

に達成することを

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○診療ガイドライン

を作成している関連

学会と協力して、が

ん医療の質を評価す

る信頼性・妥当性の

ある指標の開発を行

うとともに、ホーム

ページを活用するこ

と等により情報提供

を行い、医療の質の

向上・均てん化を図

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○院内がん登録とDPCのデータを用いて2018

年症例までの収集を行い、2017 年症例まで

は標準診療実施率（QI）の集計と QI の測定・

フィードバックを行った。 

○胃癌、婦人科腫瘍、肺がんなどにおいても追

加で QI を策定して、拡充に努めた。 

○平成 30 年に出版された日本癌治療学会と日

本病理学会による領域横断的がん取扱い規

約お改訂にあたり、各学会の都合で命名され

ているリンパ節名（番号）の翻訳が可能な取

扱い規約作成にあたり、国立がん研究センタ

ーのそれぞれの診療科に対して各学会が利

用しているリンパ節名をリストアップし、そ

の名前の翻訳可能な共通番号化を目指して

いる。 

○国立がん研究センターが主導する多施設共

同臨床研究グループである JCOG（Japan 

Clinical Oncology Group）の試験結果が、学

会などが作成する診療ガイドラインに年間

10 件前後採択されており、令和２年度末の時

点で通算 108 の多施設共同試験論文が診療

ガイドラインに採択されている。 

○令和元年6月から保険診療として開始された

がんゲノムプロファイリング検査は段階的

にがんゲノム医療を提供する医療機関を増

やしながら順調に推移し、C-CAT に登録され

たデータを研究開発に二次利用することへ

の同意割合は 99%以上、累計約 13,000 人の

情報が集められている。令和２年度には新た

なパネル検査としてリキッドバイオプシー

の承認申請がなされ、ゲノム医療は段階的な

発展が続いている。 
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・共同研究 

1,000件以上 

・臨床研究実施件

数 1,700件以上 

・企業治験 500

件以上 

・医師主導治験 

30件以上 

・国際共同治験 

200件以上 

・FIH試験 15件

以上 

・先進医療 6件

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的の視点＞ 

○企業治験、 

臨床研究実施件数 

 

○バイオバンク検体

登録数  

 

○バイオバンク試料

を用いた研究の実施

件数 

 

○先進医療申請・承

認件数 

 

○実施中の先進医療

技術数 

 

○医師主導治験実施

数 

 

○外部委員による事

 

・共同研究  2,136 件（累計） 

 

・臨床研究新規実施 2,448 件（累計） 

 

・企業治験  945 件（累計） 

 

・医師主導治験 134 件（累計） 

 

・国際共同治験 628 件（累計） 

 

・FIH 試験 122 件（累計） 

 

・先進医療 新規 23 件（継続 103 件）（累計） 

              

 

○企業治験 3,898 件（累計） 

 臨床研究実施件数 10,557 件（累計） 

 

○バイオバンク検体登録数 90,254 件（累計） 

 

 

○バイオバンク試料を用いた研究の実施件数 

2,388 件（累計） 

 

 

○申請件数 24 件、承認件数 23 件（累計） 

 

 

○先進医療Ａ  ５件、先進医療Ｂ 98 件（累

計） 

 

○医師主導治験 436 件（累計） 

 

 

○27 件（累計） 
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業等評価実施数 

 

 

 

 

 

○学会等の組織する

診療ガイドラインへ

の採用件数 

 

 

 

○育成研究者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教育・人材育成に

係る研修実施数、参

加研究者数 

 

 

 

 

 

○連携大学院への参

画件数 

 

■手術検体の新規保

存件数を年間1,500

・顧問会議（平成 28 年度から実施） 

・がん研究開発費評価部会 

・がん研究開発費運営委員会 

・外部評価委員会 

・患者・家族との意見交換 

 

○学会などが作成する診療ガイドラインに多

施設共同臨床試験の成果が 59 件採択されて

おり、令和２年度末の時点で 100 以上の多施

設共同試験論文が診療ガイドラインに採択

された。 

 

○以下のとおり、研究者を育成した。 

・大学・研究機関等への研究職就職者数：76

人 

・将来的に外部での活躍を期待した育成目的

で雇用している研究者数：851 人 

・学位取得者（博士号・修士号）：118 人 

(東京大学、東京医科歯科大学、慶應大学、

順天堂大学など) 

・学部生及び大学院生（連携大学院を含む）

の受け入れ学生数 480 人 

 

○以下のとおり、教育・人材育成に係る研修を

行った。 

・大学学部・大学院等における講義実施数：

742 件 

・連携大学院のセンター内講義実績（慶応大

学・順天堂大学）：60 回、参加研究者 752 人  

・NCCUniversity 77 回開催、合計 8,200 人 

 

○連携大学院への参画回数 138 件（累計） 

 

 

■手術検体の新規保存件数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：1,607 件 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件以上とする。 

 

 

 

 

 

■臨床研究実施機関

の訪問監査（科学

性・倫理性の確認調

査）を、都道府県が

ん診療連携拠点病院

35施設、地域がん診

療連携拠点病院35施

設以上を実施する。 

 

■中長期期間中に新

たに30件／年の発明

を出願する。 

 

 

 

 

 

■中長期目標期間中

に、学会などが作成

する診療ガイドライ

ンに多施設共同臨床

試験の成果が20件以

上採用される。 

 

■中長期目標期間中 

に、共同研究1,000

件以上を実施する。 

 

■中長期目標期間中 

に、臨床研究実施件

・平成 28 年度：1,692 件 

・平成 29 年度：1,697 件 

・平成 30 年度：1,889 件 

・令和元年度 ：2,104 件 

・令和 2 年度 ：1,158 件 

 

■日本臨床腫瘍研究グループ（JCOG）の参加

医療機関に対して継続的に施設訪問監査を

行い、年間監査実施医療機関数も徐々に増え

ている。監査実施医療機関数については、平

成 27 年度当初は 14 施設数であったが、令和

元年度には 63 施設に増加するなど積極的に

活動を実施した。 

 

 

■職務発明出願（新規）は、以下の通り。 

・平成 27 年度：62 件 

・平成 28 年度：22 件 

・平成 29 年度：34 件 

・平成 30 年度：26 件 

・令和元年度 ：56 件 

・令和 2 年度 ：48 件 

 

■学会などが作成する診療ガイドラインに多

施設共同臨床試験の成果が 59 件採択されて

おり、令和２年度末の時点で 100 以上の多施

設共同試験論文が診療ガイドラインに採択

された。 

 

 

■共同研究  2,136 件（累計） 

 

 

 

■臨床研究新規実施 2,448 件（累計） 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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上記（１）及び

（２）に関し、6NC

 連携による全世代

型の研究やデータ

基盤の構築、研究

支援等が進み、新

たなイノベーショ

ンの創出が図られ

るよう、当面は6NC

 共通の研究推進組

織を構築し、それ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記（１）及び

（２）に関し、世

界最高水準の研究

開発や医療を目指

して、6つの国立高

度専門医療研究セ

ンター（以下「6NC」

という。）共通の

内部組織として、

共同研究等の推進

や産学連携の強化

数1,700件以上を実

施する。 

 

■中長期目標期間中 

に、企業治験 500

件以上を実施する。 

 

■中長期目標期間中 

に、医師主導治験 

30件以上を実施す

る。 

 

■中長期目標期間中 

に、国際共同治験 

200件以上を実施す

る。 

 

■中長期目標期間中 

に、FIH試験 15件

以上を実施する。 

 

■中長期目標期間中 

に、先進医療 6件

以上を実施する。 

 

 

 

 

■企業治験  945 件（累計） 

 

 

 

■医師主導治験 134 件（累計） 

 

 

 

 

■国際共同治験 628 件（累計） 

 

 

 

 

■FIH 試験 122 件（累計） 

 

 

 

■先進医療 新規 23 件（継続 100 件）（累計） 

 

 

 

○6NC 横断的研究推進組織の構築及び 6NC 間

連携の推進 

１.組織 

・令和 2 年 4 月、６NC の内部組織として、

国立高度専門医療研究センター医療研

究 連 携 推 進 本 部 （ Japan Health 

Research Promotion Bureau (JH)）を設

置。 

人員： 6NC 内部職員で構成。（R3.4 時

点 併任 26 名） 

設置場所：国立国際医療研究センター内 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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ぞれの専門性を活

かしつつ、6NC間の

連携推進に取り組

んでいくこと。 

また、研究開発

の成果の実用化及

びこれによるイノ

ベーションの創出

を図るため、必要

に応じ、科学技

術・イノベーショ

ン創出の活性化に

関する法律（平成2

0 年法律第63 号）

に基づく出資並び

に人的及び技術的

援助の手段を活用

すること。 

等の研究支援を行

うための横断的研

究推進組織を設置

し、6NC間の連携に

よる研究やデータ

基盤構築等による

新たなイノベーシ

ョンの創出に向け

た取組を推進す

る。 

 また、研究開発

の成果の実用化及

びこれによるイノ

ベーションの創出

を図るため、必要

に応じ、科学技術・

イノベーション創

出の活性化に関す

る法律（平成20年

法律第63号）に基

づく出資並びに人

的及び技術的援助

の手段を活用す

る。 

２．ミッション 

・NC が世界最高水準の研究開発･医療を

目指して新たなイノベーションを創出

するために、6NC の資源･情報を集約し､

それぞれの専門性を生かしつつ有機的･

機能的連携を行うことにより、わが国全

体の臨床研究力の向上に資することを

目的とする。 

・社会ニーズと疾患構造の変化に対応しつ

つ、6NC の基礎・臨床・社会医学トップ

ランナー間での有機的な連携を強化す

ることにより、革新的な予防・診断･治療

及び共生に関する医療技術の開発・実装

を促進する。これにより､健康寿命の延

伸をはかり、人々があらゆるライフステ

ージにおいて幸福で活躍できる社会の

実現に貢献する。 

３．JH 事業の進め方 

①６ＮＣ理事長が協議し、具体的な取組方

針及び数値目標を定めた「ＪＨ事業計

画」を策定。 

②ＪＨ本部長は、「ＪＨ事業計画」に基づ

き、最大限連携効果が得られるようＪＨ

事業を遂行。ＪＨ事業を機動的に実施で

きるようにするため、予算の配分・執行

等の事業実施に係る権限および責任は

ＪＨ本部長に集約。 

③６ＮＣ理事長は、随時、ＪＨ事業に関す

る意見・要望等を、ＪＨ本部長に伝える

ことはできるが、その意見・要望等の取

扱いは JH 本部長に一任。JH 本部長は、

6ＮＣ理事長からの意見・要望等や、その

後の対応を記録し、６ＮＣ理事長に報

告。 

４．令和２年度の取組：JH 事業計画に沿っ

て以下の取組を行った。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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①新たなニーズに対応した研究開発機能

を支援･強化 

・COVID19 抗体検査の実用化を支援、

6NC 職員での疫学調査を開始。 

※実用化検査を利用した研究の一つ

は『JAMA oncology』（2021 年 5 月）

に掲載 

・ＪＨが支援したデジタル共通インフラ

として、各 NC のインターネットの超

高  速化やクラウド型グループウ

ェアを利用した連携等を支援した。 

・６NC の電子カルテからの疾患情報を

統合的に取得できる共通医療データ

ベース基盤の構築を目指し、データ利

活用の規程・規則等を制定し、まずは

4NC を接続した。 

・研究支援（生物統計、医療情報、リサ

ーチ・アドミニストレーション等）人

材の育成に取り組むため、各 NC の研

究支援人材部門の実態調査等を行っ

た。 

・NC 横断的な WEB セミナー等の教育

機会の提供へ、各 NC の教育・研修コ

ンテンツの実態を調査等を行い、連携

体制の構築を進めた。 

②6NC 連携で効果的な研究開発が期待さ

れる領域の取組を支援・強化 

・疾患横断的エビデンスに基づく健康寿

命延伸のための提言を行った。 

・6NC の共同研究を支援するため、実

験・解析基盤整備のための新規横断的

研究推進事業を立ち上げた。 

・横断的研究推進事業の立ち上げ、既存

の事業も含めて、効果的・効率的な進

捗管理・課題評価等を行った。 

③6NC 全体として研究成果の実臨床への



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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展開を支援・強化 

・NC 間の知財・法務に関する知見・課

題の共有を図るため、知財・法務に係

るNCからの相談経路を整備し、６NC

の支援・強化に着手。 

・ＪＨのホームページ開設等を通して、

NC 間の連携の取組に関する情報提供

を実施。 

○東病院がベンチャーキャピタルと共同で実

施するベンチャー教育・育成プログラムにつ

いて NC 設置法上の整理を行い、厚生労働省

に確認するとともに、NC が育成ベンチャー

からの成果報酬を受ける際にストックオプ

ション制度の活用可能かを厚生労働省を通

じて総務省と協議を行った。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（医療の提供に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ 
医療の提供に関する事項 

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進 

施策目標：政策医療の向上・均てん化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 

がんに対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を前提と

して、医療の高度化・複雑化に対応した医療を実施することは、我が国

の医療レベルの向上に繋がるため。 

関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 H27 年

度 

H28 年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度  H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 

がん相談対話外来を含め

たセカンドオピニオン 

3,000件以上／

年 

3,915 4,404 5,372 6,694 6,456 4,567 予算額（千円） 45,194,000 45,908,000 48,350,124 56,088,919 56,835,951 61,762,842 

 

栄養サポートチームにお

いては、チーム全体での

目標症例数／加算件数 

1,600件以上／

年 

5,300件以上／

年  

2,942 

7,381 

3,150 

7,841 

2,637 

5,442 

3,033 

5,569 

3,283 

6,128 

3,123 

4,824 

決算額（千円） 44,425,487 47,739,353 48,124,477

  

51,268,005 60,314,303 60,132,730 

 

緩和ケアチームの関わる

症例数 

1,600件以上 2,196 2,176 2,331 2,582 2,650 3､024 経常費用（千円） 42,165,413 45,332,153 47,479,989 50,038,363 54,681,385 57,048,418 

 

外来化学療法実施数 55,000件以上／

年 

64,375 72,206 76,304 82,114 88,616 90,310 経常利益（千円） 2,595,798 3,062,197 2,663,676 3,834,305 2,897,809 2,053,334 

 

全職員を対象とした医療

安全や感染対策のための

研修会 

年間 2回以上 2 2 2 2 2 2 行政コスト（千

円） 

－ － － － 54,961,106 57,353,855 

 

医療安全委員会（医療事

故等防止対策委員）開催

数 

月 1回以上 1 1 1 1 1 1 行政サービス実

施コスト（千円） 

▲978,602 ▲2,583,886 ▲2,875,403 ▲3,246,972 － － 

 

 
        従事人員数 

（３月 31 日時点） 

1,748 1,903 2,038 2,071 2,140 2,535 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ｓ 評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

  ○目標の重要度、難易度 

別 紙 に 記 載 
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   【重要度：高】 

がんに対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を

前提として、医療の高度化・複雑化に対応した医療を実施すること

は、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。 

 

（定量的指標） 

本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医

療、標準化に資する医療の提供 

具体的には、 

・高度・専門的な医療の提供 

・希少がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の提供 

・医療の質の評価 

② 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 

具体的には、 

・適切な治療選択の支援及び患者参加型医療の推進 

・チーム医療の推進 

・診断時から充実したサポート体制の構築 

・安全管理体制の充実 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・がん相談対話外来を含めたセカンドオピニオン件数 

中長期計画   年 3,000 件 

年度計画      6,000 件 

実  績      6,456 件（対年度計画 ＋456 件、107.6%） 

・栄養サポートチーム全体での目標症例数 

中長期計画    年 1,600 件 

年度計画       2,800 件 

実  績       3,283 件（対年度計画 ＋483 件、117.3%） 

・緩和ケアチームの関わる症例数 

中長期目標   年 1,600 件 

年度計画      1,700 件 

実  績      2,650 件（対年度計画 ＋950 件、155.9%） 

・外来化学療法実施数 

中長期目標   年 55,000 件 

年度計画      83,000 件 

実  績      88,616 件（対年度計画 ＋5,616 件、106.8%） 

   【重要度：高】 

がんに対する中核的な医療機関であり、研究開発成果の活用を

前提として、医療の高度化・複雑化に対応した医療を実施すること

は、我が国の医療レベルの向上に繋がるため。 

 

（定量的指標） 

本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 医療政策の一環として、センターで実施すべき高度かつ専門的な医

療、標準化に資する医療の提供 

具体的には、 

・高度・専門的な医療の提供 

・希少がん及び難治がんを含めた各種がんの標準的治療の提供 

・医療の質の評価 

② 患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供 

具体的には、 

・適切な治療選択の支援及び患者参加型医療の推進 

・チーム医療の推進 

・診断時から充実したサポート体制の構築 

・安全管理体制の充実 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・がん相談対話外来を含めたセカンドオピニオン件数 

中長期計画   年 3,000 件 

年度計画      6,500 件 

実  績      4,567 件（対年度計画 ▲1,933 件、70.3%） 

・栄養サポートチーム全体での目標症例数 

中長期計画    年 1,600 件 

年度計画       2,800 件 

実  績       3,123 件（対年度計画 ＋323 件、117.5%） 

・緩和ケアチームの関わる症例数 

中長期目標   年 1,600 件 

年度計画      1,800 件 

実  績      3,024 件（対年度計画 ＋1,224 件、168.0%） 

・外来化学療法実施数 

中長期目標   年 55,000 件 

年度計画      91,000 件 

実  績      90,310 件（対年度計画 ▲690 件、99.2%） 
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※いずれも年度計画・実績は直近事業年度のもの 

※過年度の実績及びその他の指標については、「２．主要な経年データ」

内、「主な参考指標情報」のとおり 

 

（３）その他の考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・高度先進医療と治験の推進 

    ゲノム医療のハブとして、遺伝子パネル検査（NCC オンコパネル）

を先進医療として実施し、保険適用につなげたほか、エキスパートパ

ネルの実施方法等を検証するなど、豊富ながん診療と臨床研究基盤

に基づき、全国の診療水準向上に資するエビデンスを創出するため、

両病院が臨床研究中核病院として主導的に治験・先進医療の提供に

取り組んでいることは高く評価できる。 

 

・IVR、8K 内視鏡等の低侵襲治療の開発と提供 

    平成 29 年度に、8K スーパーハイビジョン技術を用いた腹腔鏡手

術システムを用いて、大腸がん患者を対象とする臨床試験を開始し

た。8K 技術の医療応用におけるヒトを対象とした臨床試験は世界初

であった。また、画像診断を用いて体内に挿入した器具で低侵襲な治

療を行う IVR については、中央病院の IVR センターが、がん専門病

院としては質・量ともに世界最高レベルにあり、令和元年度は 6,529

件(前年度 6,241 件、前年度比 105%)の治療を実施。患者の負担が少

ない低侵襲治療の開発・提供をリードしていることは高く評価でき

る。 

 

・患者サポート研究開発センター及びレディースセンターの開設 

    平成 28 年に中央病院にて運用が開始された患者サポート研究開

発センターでは、患者の視点に立って QOL を重視したチーム医療を

実践するとともに、QOL を重要な指標とした新たながん診療体制を

構築するため、各種の支援を開発し、その効果を科学的に評価し、標

準的な支援の実用化を目指している。 

平成 30 年には、女性がん患者さんの身体的、精神的及び社会的な

問題点や背景を把握し、関連する診療科や多職種が有機的に連携す

ることを目的としたレディースセンターが東病院に設置された。国

内のがん専門病院で女性がん患者さんに最適な治療提供からサポー

トを担うレディースセンターの設置は初めてであり、女性のがん患

者さんを様々な面からサポートしていくことが期待される。 

 

（４）評定 

 

※いずれも年度計画・実績は直近事業年度のもの 

※過年度の実績及びその他の指標については、「２．主要な経年データ」

内、「主な参考指標情報」のとおり 

 

（３）その他の考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・高度先進医療と治験の推進 

    ゲノム医療のハブとして、遺伝子パネル検査（NCC オンコパネル）

を先進医療として実施し、保険適用につなげたほか、エキスパートパ

ネルの実施方法等を検証するなど、豊富ながん診療と臨床研究基盤

に基づき、全国の診療水準向上に資するエビデンスを創出するため、

両病院が臨床研究中核病院として主導的に治験・先進医療の提供に

取り組んでいることは高く評価できる。 

 

・IVR、8K 内視鏡等の低侵襲治療の開発と提供 

    平成 29 年度に、8K スーパーハイビジョン技術を用いた腹腔鏡手

術システムを用いて、大腸がん患者を対象とする臨床試験を開始し

た。8K 技術の医療応用におけるヒトを対象とした臨床試験は世界初

であった。また、画像診断を用いて体内に挿入した器具で低侵襲な治

療を行う IVR については、中央病院の IVR センターが、がん専門病

院としては質・量ともに世界最高レベルにあり、令和２年度は 6,470

件(前年度 6,529 件、前年度比 99%)の治療を実施。患者の負担が少な

い低侵襲治療の開発・提供をリードしていることは高く評価できる。 

 

・患者サポート研究開発センター及びレディースセンターの開設 

    平成 28 年に中央病院にて運用が開始された患者サポート研究開

発センターでは、患者の視点に立って QOL を重視したチーム医療を

実践するとともに、QOL を重要な指標とした新たながん診療体制を

構築するため、各種の支援を開発し、その効果を科学的に評価し、標

準的な支援の実用化を目指している。 

平成 30 年には、女性がん患者さんの身体的、精神的及び社会的な

問題点や背景を把握し、関連する診療科や多職種が有機的に連携す

ることを目的としたレディースセンターが東病院に設置された。国

内のがん専門病院で女性がん患者さんに最適な治療提供からサポー

トを担うレディースセンターの設置は初めてであり、女性のがん患

者さんを様々な面からサポートしていくことが期待される。 

 

  ・オンラインがん相談（セカンドオピニオン）の実施 

    新型コロナウイルス感染症の拡大により移動が制限される中にお
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上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし特に顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められることから「Ｓ」評定

とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化を踏

まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

いて、令和２年度より地理的要件に影響されることなく、多くの患者や

患者加増が治療の選択の自由や最新の治療方法の提供を行えるようオ

ンラインでのがん相談を開始した。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を量的及び質的に上回る顕

著な成果が得られていると認められることから「Ｓ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、引き続き高度・専門的な医療を提供す

るとともに、患者の視点に立った良質かつ安心な医療の提供においては、

AI や ICT の活用や NC をはじめとする研究機関及び医療機関間のデー

タシェアリングを通じて、個別化医療を確立する等、診療の質の向上に取

り組むこと。 

 

＜その他事項＞ 

特になし 

 

 

４．その他参考情報 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 ２．医療の提供に関

する事項 

病院の役割につ

いては、引き続き

がん診療連携拠点

としての中核機能

を果たした上で、

今後策定が予定さ

れている地域医療

構想策定ガイドラ

イン等を踏まえた

高度急性期機能等

の医療機能を担う

ものとする。 

 

【重要度：高】 

がんに対する中

核的な医療機関で

あり、研究開発成

果の活用を前提と

して、医療の高度

化・複雑化に対応

した医療を実施す

ることは、我が国

の医療レベルの向

上に繋がるため。 

（１）医療政策の一

環として、センタ

ーで実施すべき高

度かつ専門的な医

療、標準化に資す

る医療の提供 

我が国におけるが

んに対する中核的な

医療機関として、国

内外の研究施設及び

２．医療の提供に

関する事項 

がん征圧のため

の中核機関とし

て、予防、診断、

治療において最高

レベルの診療を提

供するとともに、

研究所と連携して

の基礎研究から臨

床への橋渡し研究

（トランスレーシ

ョナル・リサー

チ）や国内外の病

院・研究機関や企

業と連携しての新

規診断治療法の開

発と標準化のため

の研究、臨床試験

等を展開する。 

緩和医療につい

ては、がん患者と

その家族が質の高

い療養生活を送る

ことができるよ

う、治療の初期段

階から緩和ケアを

提供する。 

外来から入院治

療及び治療後の通

院中に至るまで充

実した人生を送れ

るよう、苦痛や不

安、生活上の不具

合を軽減し、就労

も含め、社会生活

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

目標に対し、以下のとおり、臨床

開発を推進し、高度・専門的な医療

を提供するとともに、希少がん対策

を進めるなど、大きな成果を挙げ

た。 

 

 

＜課題と対応＞ 

がんに対する中核機関として、内

外の機関と連携し、高度・専門的な

医療を提供するとともに、患者の視

点に立った良質かつ安心な医療を

提供する。 

 

○豊富ながん診療と臨床研究基盤

に基づき、全国の診療水準向上に

資するエビデンスを創出するた

め、両病院が臨床研究中核病院と

して主導的に治験・先進医療を推

進した。 

 

○ゲノム医療のハブとして、遺伝子

パネル検査（NCC オンコパネル）

を先進医療として実施し、保険適

用につなげたほか、エキスパート

パネルの実施方法等を検証する

など、ゲノム医療の実装に向けた

体制構築に大きく貢献した。 

 

○高性能・低侵襲の 8K 内視鏡手術

の開発・臨床試験を推進するとと

もに、次世代外科・内視鏡治療開

発センター（NEXT）において産

学連携の下に臨床試験を実施す

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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医療機関等の知見を

集約しつつ研究部門

と密接な連携を図

り、その研究成果を

活用し、先進医療を

含む高度かつ専門的

な医療の提供を引き

続き推進する。  

また、各病院の医

療の質や機能の向上

を図る観点から、セ

ンターとして提供す

ることを求められて

いる医療のレベルに

見合った臨床評価指

標を策定し、医療の

質の評価を実施し、

その結果を情報発信

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に戻ることができ

るよう支援を実施

する。 

また、高度かつ

専門的ながん医療

の提供のみなら

ず、がん研究の中

核機関としてバイ

オバンクの整備、

特定の遺伝子異常

を有する症例や希

少がんなどの臨床

研究、専門的な医

療従事者の育成な

どを推進していく

上で必要な症例を

確保していくた

め、標準的がん医

療の提供も含め適

切な病床規模で安

定的に運営し、症

例集積性の維持・

向上に努めてい

く。 

中長期目標期間

中の手術件数・病

床稼働率・平均在

院日数・入院実患

者数について、年

度計画に適切な数

値目標を設定す

る。 

 

（１）医療政策の

一環として、セン

ターで実施すべき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るなど、革新的な技術や医療機器

の開発を推進した。 

 

○中央病院が新たに希少がん中央

機関に指定されたほか、希少がん

におけるゲノム医療の推進を目

指し、製薬企業と共同で、

「MASTER KEY プロジェクト」

を患者団体との連携の下に推進

した。また、希少がん中央機関と

して希少がんホットラインやセ

ミナーの開催などを通じ、希少が

ん対策に大きく貢献した。 

 

○患者の視点に立って患者サポー

トを充実・強化したほか、全国の

支持療法等の開発ネットワーク

（Ｊ-SUPPORT）における新たな

課題への展開や、国内のアピアラ

ンスケアのネットワークづくり

の支援など、国内の取組を先導し

た。 

 

＜定量的指標＞ 

・がん相談対話外来を含めたセカン

ドオピニオンの件数 

 目標   年 3,000 件 

 根拠   第 1 期中期目標期間の

実績 

 実績   5,235 件（累計平均） 

 達成率 174.5％ 

 

・栄養サポートチーム全体での目標

症例数 

 目標   年 1,600 件 

 根拠   第1期中期目標期間の実     



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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高度かつ専門的な

医療、標準化に資

する医療の提供 

 

①高度･専門的な

医療の提供 

 

ア 我が国のがん

医療を主導する

医療機関とし

て、高度・専門

的医療を率先し

て導入し、他の

がん専門病院と

連携しながら医

師主導治験や先

進医療の臨床試

験により評価す

るとともに、高

度・専門的医療

の標準化が見込

める場合は、国

内主要研究施設

と連携して、臨

床試験により評

価し、普及を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○高度・専門的医療

を率先して導入し、

他のがん専門病院と

連携しながら医師主

導治験や先進医療の

臨床試験により評価

するとともに、高

度・専門的医療の標

準化が見込める場合

は、国内主要研究施

設と連携して、臨床

試験により評価し、

普及を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 29 年 3 月、東病院が厚生労働省より特定

機能病院として承認を受けた。平成５年の第

二次医療法改正において制度化され、平成 28

年 6 月の医療法施行規則改正による承認要件

見直し後、初の承認となった。 

○中央病院及び東病院が（平成 30 年 3 月に）、

がんゲノム医療中核拠点病院として指定され

た。両病院においては、ゲノム医療連携病院

（令和３年４月１日現在、中央病院 11、東病

院 5）等と協力しながら、保険適用後の遺伝子

パネル検査の運用、および、エキスパートパネ

ル開催によるがんゲノム医療のハブとしての

機能を果たした。 

〇NCCオンコパネル保険適用後のがんゲノム医

療充実化を視野に、患者申出療養制度下にお

ける分子標的治療の臨床試験（通称、受け皿試

験）を開始した。さらに、「固形がん患者にお

ける初回治療時の包括的ゲノムプロファイル

検査の実現性と治療選択への有用性を評価す

る前向き研究」を計画、先進医療として実施準

備を進めた。 

【中央病院】 

○希少がん患者のレジストリ研究と複数の医師

主導治験が一体となった産学連携のプラット

フォーム研究である MASTER KEY Project

を平成２９年より開始した。同プロジェクト

のレジストリ研究では、希少がん患者に対す

る網羅的データベースの構築と、将来の開発

     績 

 実績   3,028 件（累計平均） 

 達成率 189.3％ 

 

・栄養サポートチーム全体での目標

症例数 

 目標   年 5,300 件 

 根拠   第1期中期目標期間の実  

     績 

 実績   6,198 件（累計平均） 

 達成率 116.9％ 

 

・緩和ケアチームの関わる症例数 

 目標   年 1,600 件 

 根拠   第1期中期目標期間の実 

     績 

 実績   2,493 件（累計平均） 

 達成率 155.8％ 

 

・外来化学療法実施数 

 目標   年 55,000 件 

 根拠   第1期中期目標期間の実 

     績 

 実績   78,988 件（累計平均） 

 達成率 143.6％ 

 

・職員を対象とした医療安全や感染

症対策のための研修会の開催 

 目標   年 2 回 

 根拠   第1期中期目標期間の実 

     績 

 実績   2 回（累計平均） 

 達成率 100％ 

 

・医療安全委員会の開催 

 目標  月 1 回 
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治験におけるヒストリカルコントロールとし

ての活用、遺伝子異常の情報に基づいた効率

的な医師主導治験/企業治験への導出を狙って

いる。このレジストリ研究には令和２年度末

までに予定を大幅に上回る症例登録が得られ

ている（固形がん 1,613 例，血液がん 168 例）。

さらにレジストリ研究へ登録された患者の受

け皿として企業治験 5 試験、医師主導治験 9

試験を実施し、3 試験の準備を進めた。 

○ゲノム医療の実装に向けては、平成 25 年度か

ら、TOP-GEAR プロジェクトとして、独自に

開発したがん多遺伝子スクリーニングパネル

である NCC オンコパネルや品質保証下の

NGS 検査体制、エキスパートパネルの実装な

どの体制整備を行ってきた。平成 30 年度に先

駆け審査制度の対象に指定された NCC オン

コパネルの保険償還を目指し、先進医療 B 試

験を実施、343 例の症例登録を行った。この結

果を踏まえ、平成 30 年 12 月に NCC オンコ

パネルの薬事承認が得られ、令和元年 6 月か

ら保険適用となった。 

【東病院】 

○平成 27 年度から令和 3 年 3 月までに合計 60

本（うち東病院医師が代表者で主導 38 本）の

医師主導治験を実施し、一部の薬剤ではグロ

ーバルの適応拡大としての薬事承認を取得し

た 

○平成 29 年 3 月に次世代外科・内視鏡治療開発

センター（NEXT 棟）が竣工し、5 月 8 日から

診療を開始した。 

○平成 30 年度においては、最先端の免疫機能解

析による免疫ライブモニタリングに基づいて

実施した抗 PD-1 抗体併用医師主導治験で良

好な成績を示し、東病院医師が主導する国際

共同比較試験を開始した。また、SCI-Labo で

は、小児がんを対象にクリニカルシークエン

 根拠  第1期中期目標期間の実 

     績 

 実績  1 回（累計平均） 

 達成率 100％ 

 

 

 上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、患者の視点に立って最新の

知見を取り入れつつ、高度かつ良質

な医療の提供に取り組み、計画を上

回る特に顕著な成果を上げている

ことが認められるため、Ｓ評価とし

た。 
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イ IVR（画像下治

療）や内視鏡を用い

た低侵襲で身体の負

担が少ない治療を積

極的に提供してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○IVR（画像下治

療）や内視鏡を用い

た低侵襲で身体の負

担が少ない治療を積

極的に提供している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス（TOP-GEAR プロジェクト）を 21 例実施

し、稼働性を確認した。 

○国内外のアカデミア施設で開発されたシーズ

の臨床開発相談支援体制を構築し、令和元年

度は医師主導治験として、FITC-CAR-T 細胞

療法および光免疫療法単独と抗 PD-1 抗体併

用の合計 3 本のアカデミアシーズを基にした

試験を開始するなど、国内外のアカデミアシ

ーズ開発の中心的役割を果たしている。 

（先進医療の例示） 

○マルチプレックス遺伝子パネル検査（NCC オ

ンコパネル） 進行再発固形がん（切除が困難

で進行性のもの又は術後に再発したものであ

って、原発部位が不明なもの又は治療法が存

在しないもの、従来の治療法が終了している

もの若しくは従来の治療法が終了予定のもの

に限る。） →当センターで開発した NCC オン

コパネルの有用性、実施可能性を全国 50 施設

が参加して行った先進医療である。本試験の

実施が後押しとなり NCC オンコパネルの薬

事承認、保険収載へつながった。 

 

○中央病院の IVR センターは、米 MSKCC、MD-

Anderson CC、仏 IGR 等と並び、 がん専門

病院としては IVR の質・量ともに世界最高レ

ベルにあり、令和２年度は 6,470 件（前年度

6,529 件、前年度比 99％）を実施した。 

○平成 29 年度においては、8K 技術を用いた新

腹腔鏡手術システムの試作品が完成し、動物

実験や医療機器安全性検査等を通して性能を

検証し、腹腔鏡と 8K カメラ全体として解像度

や色再現性、実物感など 8K 映像の性能を十分

発揮できること、医療機器としての安全性を

一定レベルで確保できることを確認した。ま

た、内視鏡でのがんの機能診断の臨床応用に

取り組み、消化管粘膜表面の酸素飽和度を侵
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ウ 患者個人に最適

な治療法を提供する

個別化医療の研究開

発に付随して、最新

の個別化医療を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者個人に最適な

治療法を提供する個

別化医療の研究開発

に付随して、最新の

個別化医療を実施し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

襲なく測定する画像技術（酸素飽和イメージ

ング）を開発し、内視鏡の診断補助機能として

初の薬事承認を平成 29 年 7 月に取得した。 

○米国 NCI との共同での食道がんに対する光免

疫療法医師主導治験の登録を行うとともに、

抗 PD-1 抗体併用の医師主導治験も胃・食道が

んを対象に登録開始した。 

○内視鏡でのがんの機能診断の臨床応用に取り

組み、消化管粘膜表面の酸素飽和度を侵襲な

く測定する画像技術（酸素飽和イメージング）

を開発し、内視鏡の診断補助機能として初の

薬事承認を平成 29 年 7 月に取得した。 

○さらに、膵臓がん・胆道がんのマイクロ RNA

の検査機器を開発し、さきがけ申請に登録さ

れ、世界初のマイクロ RNA 膵臓がん診断マー

カーとなる。 

 

【中央病院】 

○クリニカルシークエンスプロジェクト・TOP-

GEAR プロジェクトについては、平成 30 年

12 月に薬事承認を取得後、令和元年 6 月の保

険適用までの間、評価療養を実施した（8 例）。

保険適用後は、患者申出療養制度下による受

け皿試験を開始するとともに、パネル検査実

施タイミングを検討する「固形がん患者にお

ける初回治療時の包括的ゲノムプロファイル

検査の実現性と治療選択への有用性を評価す

る前向き研究」を計画、先進医療として実施準

備を進めた。 

○平成 29 年度より開始した、希少がん患者のレ

ジストリ研究と複数の医師主導治験が一体と

なった産学連携のプラットフォーム研究であ

るMASTER_KEYプロジェクトの患者登録を

促進するため、参加施設を令和２年度に２施

設から５施設へ増加させた。このことにより、

固形がんは年間 600 例、血液がんは年間 68 例
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の登録を得た。これは計画時点での年間100例

の登録を大幅に上回る。また、治験数も 8 試

験（企業 3、医師主導 5）から、14 試験（企業

5、医師主導 9）へ増加した。 

○また、遺伝子パネル検査による遺伝子プロフ

ァイリングに基づく標的治療の患者申出療養

（受け皿試験）の研究実施計画書を作成し、

CRB 及び患者申出療養評価会議の承認を経

て、本年度より登録を開始した。 

【東病院】 

○平成 27 年度においては、次世代シーケンサー

による最新のマルチプレックス診断パネルを

取り入れた産学連携全国がんゲノムスクリー

ニング「SCRUM(スクラム)-Japan」の登録を

開始、同時に肺がん、消化器がん、胆道がんに

おいて医師主導治験を実施した。 

○また、平成 27 年度より開始した SCRUM-

Japan において、全国 260 施設及び製薬企業

17 社との共同研究として組織での遺伝子パネ

ル解析 12,000 例および血液での遺伝子解析

（リキッドバイオプシー）12,500 例の合計

24,500 例（うち R2 年度は 8,754 例）の登録

を行い、これらの遺伝子結果に基づく医師主

導治験を R2 年度は合計 2 試験開始した。ま

た、SCRUM-Japan プラットフォームを活用

して新薬 9 剤（10 適応）診断薬 12 剤の薬事

承認をすでに取得している（R2 年度は新薬 4

剤、診断薬 6 剤で取得） 

○SCRUM-Japan の一連の遺伝子スクリーニン

グプロジェクトにおいて令和２年度は東病院

から 703 名の患者さんを登録し、最新の個別

化医療を提供するとともに、リキッドバイオ

プシーのスクリーニングにより、遺伝子適合

治験への登録率が約 2.5 倍に向上するなど、よ

り多くの患者さんに有効薬剤を提供した。 

○柏の葉データプラットフォーム基盤と連携
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②希少がん及び難

治がんを含めた

各種がんの標準

的治療の提供 

 

ア 難治性がん、

希少がんの患者

に対して、セン

ター全部門が連

携する横断的な

組織体制の下、

最新・最適な診

療を提供すると

ともに、ホット

ラインにより全

国の患者、医療

機関から電話相

談を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○難治性がん、希少

がんの患者に対し

て、センター全部門

が連携する横断的な

組織体制の下、最

新・最適な診療を提

供しているか。 

○ホットラインによ

り全国の患者、医療

機関から電話相談を

受けているか。 

 

 

 

 

 

し、ポータルサイトを利用したデータ連係に

ついて三井不動産、東京大学、富士通との共同

研究を開始した。また、患者混雑度の測定、リ

モートチェックインの社会実装に向けてのパ

イロット実証を開始した。 

○がん患者に対しての遠隔相談を山形県鶴岡市

との連携を開始同様に中国とのリモート相談

も実施した。リモートでのリモートがん相談

を開始した。海外とのデータ連係規格統一の

ため FIHR ｰ VULCAN に参画した。 

○企業 MICIN および製薬協とバーチャル治験

およびデータキャプチャについてのワーキン

グを開始した。隣接ホテルに設置するセンシ

ングデバイスの選定を開始した。 

 

 

 

 

 

 

○希少がんホットライン 

相談件数の増加に伴い、2 回線（患者・家族専

用 03-3543-5601、医療者専用 03-3543-5601）

とし、相談時間を 8 時 30 分～16 時と以前よ

り 30 分早く開始とした。新規相談者は約

12,000 名であった。その内、当センターを初

診した患者は約 3,470 名、セカンドオピニオ

ン来院者は約 2,900 名であった。 

○希少がん Meet the Expert 

患者、家族等に対する希少がんのセミナーを

毎月 2 回の計 20 回開催、後半は新型コロナウ

イルス感染症の影響で動画撮影のみ 2 回、延

期 1 回であった。テーマは各希少がんに関す

る最新情報を盛り込んだものを選定した。参

加者数は毎回定員 30 名を超え、合計は約 800

名であった。30 以上の患者会支援団体から協
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イ 小児がんにつ

いては、国立成育

医療研究センター

と役割分担及び連

携をしながら適切

な医療を提供する

とともに、こころ

のケアチーム（精

神腫瘍科医、臨床

心理士、子ども療

養支援士、保育

士）による患者及

び家族の心理面の

サポートも実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小児がんについ

て、国立成育医療研

究センターと役割分

担及び連携をしなが

ら適切な医療を提供

するとともに、ここ

ろのケアチーム（精

神腫瘍科医、臨床心

理士、子ども療養支

援士、保育士）によ

る患者及び家族の心

理面のサポートも実

施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力を得た。セミナー後に動画配信を行い、動画

視聴回数合計は 130,057 回をかぞえた。 

○わが国における希少がん対策において中核的

な役割を担う機関として、平成 30 年 4 月、中

央病院が希少がん中央機関に指定された。 

 

○小児がんについて、当センターの主に担うべ

き役割として、再発・難治例を対象とした小児

がんに対する治療開発、新薬・新規治療の早期

開発を行った。企業開発が困難な薬剤につい

ては医師主導治験として開発を行い、平成 27

年度に 1 件、平成 28 年度 2 件、平成 29 年度

2 件、平成 30 年度 1 件、令和元年度 1 件を新

規に開始した。令和 2 年度に実施中の医師主

導治験は計 8 件となった。新規試験計画立案

も複数進行中であり、国内の小児がんに対す

る薬剤開発を牽引している。 

○治療開発において、ゲノム情報に基づく個別

化医療の小児への導入を目的として、小児が

ん患者においても研究又は実地診療で、R2 年

度末までに計 132 例の結果を返却、この結果

に基づき、計 13 例（10％）が標的治療を受け

ることができた。 

  また、この研究より、2 名の小児がん患者の

肺がんが、母親の子宮頸がんの移行によるが

んであることを明らかにし、N Engl J Med に

報告した。 

○平成 29 年度には、病棟を小児専用病棟とし、

より小児に適した療養環境を提供するととも

に、小児入院管理料 3 の適用が可能となった。

適切な医療を提供するとともに、入院患者ほ

ぼ全例にこころのケアチーム（精神腫瘍科医、

臨床心理士、子ども療養支援士、保育士）によ

る患者及び家族の心理面のサポートも実施す

るなど小児がん患者の療養環境のサポートを

強化した。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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（２）患者の視点に

立った良質かつ安心

な医療の提供 

医療の高度化・複

雑化が進む中で、質

が高く安全な医療を

提供するため、各医

療従事者が高い専門

性を発揮しつつ、業

務を分担しながら互

いに連携することに

 

 

 

 

 

③医療の質の評価 

 

病院の医療の質

や機能の向上を図

る観点から、がん

医療に係る臨床評

価指標を用いて医

療の質の評価を実

施し、その結果を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）患者の視点

に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 

①適切な治療選択

の支援及び患者参

加型医療の推進 

 

ア 患者・家族が

適切な治療を医療

者とともに主体的

 

 

 

 

 

 

 

○病院の医療の質や

機能の向上を図る観

点から、がん医療に

係る臨床評価指標を

用いて医療の質の評

価を実施し、その結

果を公表している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○患者・家族が適切

な治療を医療者とと

もに主体的に選択、

○在宅医療との連携を強化し、早期からの在宅

医療の導入、支援を行い、在宅看取りを希望す

る患者の 66％が最期の 1 か月中、2 週間以上

を在宅で過ごすことが可能となった。 

 

 

【中央病院】 

○病院の医療の質や機能の向上を図る観点か

ら、医療安全管理部の医療安全管理室と放射

線品質管理室、医薬品情報管理室、臨床工学室

とで医薬品医療機器安全管理を行い、これに

加え診療の質管理室を置き、がん医療に係る

臨床評価指標を用いた医療の質（QA/QC）50

項目を毎月末評価し、医療の質の改善を図っ

ている。 

【東病院】 

○がん医療に係る臨床評価指標を用いた医療の

質（QA/QC）51 項目を毎月末評価のうえ、東

病院運営会議で審議し、医療の質の改善を図

っている。さらに、平成 31 年度より院長直下

にクオリティマネジメント室を新設し 4 つの

目標「患者の待ち時間対策」、「退院サマリー承

認率」、「読影レポート作成率」、「ご意見箱にお

ける感謝の割合」を掲げ、毎月の会議で議論を

行うなど効果をあげている。 

 

 

 

 

 

 

 

【中央病院・東病院】 

〇中長期期間を通じて看護相談（初診時スクリ

ーニング後の面談、再診患者の面談、専門看護

師・認定看護師による「がん患者指導管理料



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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より、患者の状態に

応じた適切な医療を

提供するなど、医師

及びその他医療従事

者等、それぞれの特

性を生かした、多職

種連携かつ診療科横

断によるチーム医療

を推進し、特定の職

種への過度な負担を

軽減するとともに、

継続して質の高い医

療の提供を行うこ

と。 

特に医療安全につ

いては、NC 間にお

ける医療安全相互チ

ェックを行うこと、

全職員を対象とした

医療安全や感染対策

のための研修会を年

間2 回以上開催し受

講状況を確認するこ

と、医療安全委員会

を月1 回以上開催す

ること、インシデン

ト及びアクシデント

の情報共有等を行う

ことなど、医療事故

防止、感染管理及び

医療機器等の安全管

理に努め、医療安全

管理体制を強化す

る。 

また、患者・家族

に必要な説明を行

に選択、決定でき

るよう、病態に応

じた説明文書の提

供など正確でわか

りやすい診療情報

を提供し、患者の

治療法等を選択す

る権利や受療の自

由意思を最大限に

尊重するがん医療

を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定できるよう、病

態に応じた説明文書

の提供など正確でわ

かりやすい診療情報

を提供し、患者の治

療法等を選択する権

利や受療の自由意思

を最大限に尊重する

がん医療を提供して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ・ロ」算定対象面談等）、専門外来（リンパ

浮腫ケア外来、ストマケア外来、移植後 LTFU

外来、薬剤師外来等）にて年間 15,000 人以上

への実施や患者教室（膵がん・胆道がん教室、

AYA ひろば、外見ケア教室等）を実施し 2,000

人以上の参加や患者・家族へのサポートプロ

グラム（がんを知って歩む会等）などを実施し

多くの参加者から多くの好評を得ている。 

○令和元年度には、J-SUPPORT において、プロ

トコール審査委員会へコミュニティー代表お

よび患者代表を招聘、患者代表を進行役とし

た研究成果報告会を開催し 100 名を越える参

加者を確保した。 

【中央病院】 

○平成 28 年度には、中央病院において患者の

QOL を重要な指標とした新たながん診療体制

を構築するため患者サポート研究開発センタ

ーを開設し、多職種による包括的な支援プロ

グラムや患者教室の提供を開始した。 

○当院受診患者以外の他院受診中の患者・家族、

一般市民・学生、医療者等も対象とし、平成 31

年 3 月 16 日に「がん患者さんのサポートと生

活の工夫展 2019」を開催した（来場者 191名）。

今回は「はたらく」をテーマとして、院内多職

種によるセミナー、患者教室、相談対応等を行

った。 

○アピアランス支援センターは、アピランスケ

アの確立に向けて、全国のがん診療連携拠点

病院の医療者を対象とした研修会の開催や、

医療者向け手引きの作成等、先駆的役割を果

たしている。 

【東病院】 

○患者・家族が適切な治療を医療者とともに主

体的に選択、決定できるよう、病態に応じた説

明文書の提供など正確でわかりやすい診療情

報を提供し、患者の治療法等を選択する権利
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い、情報の共有化に

努めることにより、

患者との信頼関係を

構築し、患者・家族

が治療の選択、決定

を医療者とともに主

体的に行うことがで

きるよう支援するこ

とに加え、患者とそ

の家族が質の高い療

養生活を送ることが

できるよう、がんと

診断された時から緩

和ケアの提供を行う

こと。 

患者とその家族の

更なる療養生活の質

の向上を目指すた

め、緩和ケアチーム

の関わる症例数1,60

0 以上件/年を維持

するとともに、栄養

サポートチームにお

いてチーム全体で目

標症例数を1,600 件

以上/年、加算件数

を5,300 件以上/年

とし、また、通院治

療センターを中心と

した外来化学療法実

施数（延べ数）を5

5,000 件以上/年と

すること。 

「研究開発成果の

最大化」と「適正、

効果的かつ効率的な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 患者とその家

族の意向に応じ

て、最新の治療法

の研究開発の状況

や豊富な診療実績

に基づくセカンド

オピニオンを提供

する。具体的に

は、がん相談対話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者とその家族の

意向に応じて、最新

の治療法の研究開発

の状況や豊富な診療

実績に基づくセカン

ドオピニオンを提供

しているか。 

 

 

や受療の自由意思を最大限に尊重するがん医

療を提供するために、診断書期からの早期介

入の必要性を感じ、従来から行っている周手

術準備外来の対象・機能を計画的・段階的に拡

大し、平成 29 年 9 月より全入院患者を対象と

した入院準備センターを開設し、意思決定支

援、各種リスクスクリーニングと対応、家族を

含めた心理的社会的サポート体制の強化を実

施。また、入院準備センター看護師･退院調整

看護師･MSW・外来看護師・病棟看護師の連携

を強化し入退院支援を積極的に実施する事で

入退院支援・退院支援加算等の取得が飛躍的

に向上した。 

○また、患者の様々な問題点を解決・支援するた

め、平成 30 年 8 月には女性看護外来、9 月に

は、女性がん患者の身体的、精神的及び社会的

な問題点や背景を把握して関連する診療科や

多職種連携が有機的に連携しその支援を提供

するための組織横断的な体制としてレディー

スセンターを開設した。その他にも、抽出した

問題点などを適切な部署へ迅速に繋ぐための

総合的な窓口とし平成 31年 4月には放射線看

護外来、令和 2 年 5 月には薬物療法看護外来

を開設し、患者・家族が適切な治療を医療者と

ともに主体的に選択、決定できるよう支援し

ている。 

 

○セカンドオピニオンは、毎年約 4,000 件を超

える件数を実施している。利用者において、目

的を達成できたと考えている者、受診したこ

とを満足している者は共に 9割を超えており、

質の高いセカンドオピニオンの提供が出来て

いる。 

 ・平成 27 年度：3,915 件 

・平成 28 年度：4,404 件 

・平成 29 年度：5,372 件 
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業務運営」との両立

の実現に資するよ

う、各病院の手術件

数・病床利用率・平

均在院日数・入院実

患者数等について、

中長期計画等に適切

な数値目標を設定す

ること。 

上記数値目標の実

績について、病院の

担当疾患に係る割合

を分析すること等に

より、国立研究開発

法人の病院として適

切かつ健全に運営を

行うための病床規模

等を検討すること。 

外来を含めたセカ

ンドオピニオン

を、年間3,000件

以上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 引き続き、患

者満足度調査や意

見箱への投書など

により患者のニー

ズを把握し、患者

サービスの改善に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者満足度調査や

意見箱への投書など

により患者のニーズ

を把握し、患者サー

ビスの改善を図って

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 30 年度：6,694 件 

・令和元年度 ：6,456 件 

・令和 2 年度 ：4,567 件 

○情報が少なく診療が難しい希少がんの患者や

遠隔で移動が困難な患者に対しても患者にあ

った治療が選択できるよう、オンラインでの

がん相談（オンラインセカンドオピニオン）を

開始した。 

○相談支援センター及びサポーティブケアセン

ターにおいては、がん患者やその家族が抱え

る疑問、不安や悩みを伺い、必要な支援を行う

とともに、対面及び電話による相談支援を実

施した。臨床研究や医療に直接かかわる相談

以外にも、がん患者が抱える就労に関する問

題や経済的な問題への支援なども含めて、心

理社会的な問題についても幅広く対応した。

両センターともに年間 10,000件を超える相談

支援を実施している。 

 

【中央病院】 

○毎年、意見箱に寄せられた患者さんからのご

意見を受け、分析するとともに、相談窓口の設

置、facebook を通じて寄せられた意見の収集

にも尽力するなど意見箱以外にも意見を収集

する手段を充実させた。また、患者サービス向

上委員会では、対応の仕方、周知掲示、院長報

告の仕組みを再確認してルール化した。 

○患者満足度調査も毎年約 1,700 名を越える患

者に対して実施しており、令和２年度では入

院外来 1,634 名に調査し、1,489 名の回答（回

答率 91.1％）を得て、その結果を幹部会議で

報告するとともに、患者サービス向上委員会

で意見を分析するなど必要な改善に努めた。

また、3 年間の経時的な変化を分析、改善の評

価を行った。 

【東病院】 
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② チーム医療の

推進 

 

ア 質の高い安全

な放射線療法を提

供するため、放射

線治療の専門医、

認定看護師、放射

線治療専門放射線

技師、医学物理士

など専門性の高い

人材を適正に配置

するとともに、多

職種間による連携

により患者の副作

用・合併症やその

他の苦痛に対して

も迅速かつ継続的

に対応できる診療

を提供する。 

 

イ 安全で効果的

な化学療法を提供

するため、化学療

法の専門医やがん

薬物療法認定薬剤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○質の高い安全な放

射線療法を提供する

ため、放射線治療の

専門医、認定看護

師、放射線治療専門

放射線技師、医学物

理士など専門性の高

い人材を適正に配置

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○安全で効果的な化

学療法を提供するた

め、化学療法の専門

医やがん薬物療法認

定薬剤師、がん看護

○毎年、患者満足度調査を実施しており、毎年約

2,500 名を越え、令和 2 年 3 月、患者満足度調

査を実施し、入院外来 2,717 名に調査し、1,719

名の回答（回答率 63.3％）を得て HP に結果

を公開するとともに、患者サービス向上委員

会で意見を分析し必要な改善に努めた。また、

令和 3 年 3 月にも患者満足度調査を実施した

ところであり、分析を進めているところであ

る。 

 

 

 

【中央病院】 

○放射線治療の専門医、認定看護師、放射線治療

専門放射線技師、医学物理士など専門性の高

い人材を適正に配置するとともに、多職種間

による連携により患者の副作用・合併症やそ

の他の苦痛に対しても対応できる診療を提供

した。 

【東病院】 

○特定機能病院に係る治療機器等の品質管理の

定期プログラムとして、米国医学物理学会の

ガイドラインに従い、陽子線治療装置，リニア

ック，治療計画用 CT 装置の点検を毎月実施し

ている。また、医療機器の安全使用のための研

修 （研修対象：放射線技術部診療放射線技

師、放射線品質管理室医学物理士）を令和 2 年

度においては 98 回実施した。 

 

 

【中央病院】 

○安全で効果的な化学療法を提供するため、多

職種で協働し患者を支援（チーム医療）、患者

教室（医師・看護師）、外来化学療法ホットラ

イン・外来化学療法における個別面談（医師・

薬剤師・看護師)、治療説明・副作用セルフケ



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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師、がん看護専門

看護師・がん化学

療法認定看護師な

ど、専門性の高い

人材を適正に配置

し、多職種間によ

る連携により患者

の副作用・合併症

やその他の苦痛に

対して迅速かつ継

続的に対応できる

治療を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門看護師・がん化

学療法認定看護師な

ど、専門性の高い人

材を適正に配置して

いるか。 

○多職種間による連

携により患者の副作

用・合併症やその他

の苦痛に対して迅速

かつ継続的に対応で

きる治療を提供して

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア支援（看護師）、就労支援・在宅環境整備

（MSW）、服薬指導（診療科ごとに薬剤師を配

置：薬剤師）、治験（臨床試験）説明・面談（CRC）

を行った。また、通院治療センターでは、看護

部を中心としてがん化学療法看護認定看護師

など専門職種を配置し、人材育成、抗がん剤治

療を熟知し安全・確実な投与管理、副作用管

理、患者支援、抗がん剤曝露対策、アレルギー

反応など救命救急体制、チーム制、治験・臨床

試験を行う体制を構築した。さらに、薬剤部を

中心として、がん専門薬剤師、がん化学療法認

定、薬剤師など専門職種を配置し、人材育成、

抗がん剤のオーダー確認（適応症、腎機能・肝

機能、投与量、前投薬）、服薬指導時に支持療

法薬追加や変更を考え医師にフィードバッ

ク、処方提案、通院治療センター専属薬剤師を

常駐させるなど医療の質の向上に努めた。 

【東病院】 

○安全で効果的な化学療法を提供するため、が

ん化学療法の専門医やがん薬物療法認定薬剤

師、がん看護専門看護師、がん化学療法看護認

定看護師など、専門性の高い人材を配置し、多

職種連携により患者の副作用・合併症やその

他の苦痛に対して迅速かつ継続的に対応でき

る体制をとり治療を提供した。また、質の高い

抗がん剤等の投与管理・チーム医療の推進を

図るために末梢静脈内注射実施等に係る看護

師の院内認定制度を構築し継続的に人材を育

成している。令和 2 年度は、「抗がん剤院内認

定 IV ナース」32 名を新たに認定（計 123 名）

し、血管外漏出等の予防と発生に貢献してい

る。さらに、放射線検査院内認定 IV ナース 6

名（計 14 名）も放射線検査薬投与時の末梢静

脈確保を実践し安全な検査の実施に寄与して

いる。 
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ウ 手術療法によ

る合併症予防や術

後の早期回復のた

め、麻酔科医や手

術部位などの感染

管理を専門とする

医師、口腔機能・

衛生管理を専門と

する歯科医師、認

定看護師などとの

連携を図り、質の

高い周術期管理体

制を整備する。ま

た、術中迅速病理

診断など手術療法

の方針を決定する

上で重要な病理診

断を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○手術療法による合

併症予防や術後の早

期回復のため、麻酔

科医や手術部位など

の感染管理を専門と

する医師、口腔機

能・衛生管理を専門

とする歯科医師、認

定看護師などとの連

携を図り、質の高い

周術期管理体制の整

備を図っているか。 

 

○術中迅速病理診断

など手術療法の方針

を決定する上で重要

な病理診断を実施し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中央病院】 

○手術療法による合併症予防や術後の早期回復

のため、麻酔科医、看護師、薬剤師、栄養士、

理学療法士、歯科医、歯科衛生士等が連携して

周術期管理チームを構成し、質の高い周術期

管理体制を整備している。また、周術期管理セ

ンターでは、リスク評価を行うとともに、外来

から入院・退院までを通じて術前・術後の周術

期管理を行っており、周術期外来では平成 28

年度から令和２年度実績にて 9,514 件の介入

を実施したほか、口腔機能のケア・衛生管理を

専門とする歯科医師、早期離床のためのリハ

ビリテーションを推進する理学療法士、早期

栄養状況を改善する栄養士、認定看護師等の

多職種連携をスムーズに行った。こうした取

組により、令和２年度は 4,767 件の全身麻酔

件数を実施した。 

○手術療法を始めとし治療方針を決定する重要

な病理診断を令和２年度には、21,424 件(内

訳：生検 17,162 件、手術 4,262 件）を実施し

た。特に術中迅速病理診断を 1,454 件実施し

手術中の治療方針の最適化に努めた。 

【東病院】 

○医師、認定・専門看護師、薬剤師、歯科医師、

栄養師、PT 等が連携し周術期管理チームを構

成し、手術の合併症予防や早期回復のため、リ

スク評価をすると共に外来から入院・退院ま

でを通じて術前・術後の管理体制を強化して

いる。また、食道・頭頸部外科等のハイリスク

手術患者限定から全身麻酔手術を受けるすべ

ての患者に拡大し、入院準備センターにおい

て治療選択への意思決定支援やオリエンテー

ション、リスク評価および関連診療科や支持

療法・栄養科・リハビリ・歯科・ＭＳＷ等への

コンサルトがなされ周術期の患者支援体制が

充実している。 
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エ 各種がん治療

の副作用・合併症

の予防や軽減な

ど、患者の更なる

生活の質の向上を

目指し、医科歯科

連携による口腔ケ

アの推進をはじ

め、食事療法など

による栄養管理や

リハビリテーショ

ンの推進など、職

種間連携を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○各種がん治療の副

作用・合併症の予防

や軽減など、患者の

更なる生活の質の向

上を目指し、医科歯

科連携による口腔ケ

アの推進をはじめ、

食事療法などによる

栄養管理やリハビリ

テーションの推進な

ど、職種間連携を推

進しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○口腔ケアは歯科医師および歯科衛生士で対応

しており手術患者だけでなく化学療法や放射

線治療の患者にも実施しており必要に応じて

治療後も継続的に対応している。歯科による

口腔ケアは延べ 2,191 件実施した。 

○ICT により SSI のサーベイランスが定期的に

実施されており、令和元年度は泌尿器科、頭頸

部外科が加わり外科系全診療科のサーベイラ

ンスが可能となった。 

 

【中央病院】 

○がん治療に伴う口腔有害事象の予防・治療に

努め、外来患者を診察するとともに、手術前の

予防的口腔管理は、サポートセンターと協同

し頭頸部外科、食道外科、大腸外科、肝胆膵外

科、骨軟部腫瘍科などの手術前症例に介入し

た。 

○院内の口腔ケア連携の整備のために、医科歯

科連携の意義など知識の普及啓発を目的とし

て、定期的な講習会、口腔ケア実習などを開催

した。 

○また、令和元年度においては、がん医科歯科連

携の全国展開の推進のため、地域のがん診療

連携歯科医院の検索ツールの普及に努めた。

厚生労働省の委託を受け、日本歯科医師会、が

ん対策情報センターと共同し、がん医科歯科

連携の全国共通テキストの改訂を行ない、テ

キストを用いた講演動画ビデオを作成した。 

【東病院】 

○手術前の予防的な口腔管理に関して、頭頸部

外科、食道外科の全症例、呼吸器外科のハイリ

スク症例、肝胆膵外科の一部に介入している。 

○血液内科と週 1 回の合同カンファレンスを行

い、前向きな介入を継続して行うとともに、入

院患者の口腔トラブルの早期の拾上げ、情報

の共有を行うことで療養生活の向上に努めて
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オ 上記の外、緩

和ケア・栄養サポ

ート・感染対策・

外来化学療法・褥

瘡対策など専門的

知識・技術を身に

付けた多職種から

なる医療チームに

よる医療の支援活

動を充実させる。 

具体的には、 

・栄養サポートチ

ームにおいては、

チーム全体での目

標症例数を1,600

件以上／年、加算

件数を5,300件以

上／年  

・緩和ケアチーム

の関わる症例数に

おいては、1,600

件以上／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○緩和ケア・栄養サ

ポート・感染対策・

外来化学療法・褥瘡

対策など専門的知

識・技術を身に付け

た多職種からなる医

療チームによる医療

の支援活動を充実さ

せているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる。 

○また、令和 2 年度においては、看護師対象の

勉強会を 5 回開始するなど院内の口腔ケア連

携の整備のため、口腔ケア勉強会などを病棟

及び認定看護師に対し必要な講義・講習会な

どを開催した。 

【中央病院・東病院】 

○栄養管理室において関係部門と連携し、術前

や抗がん剤治療開始前等の早期からの食事摂

取状況及び栄養状態について栄養食事指導の

評価を行い、退院後のフォローを含めた栄養

食事指導を実施した。 

 

【中央病院】 

○中央病院の患者サポート研究開発センターに

おいて、チーム医療の拠点として多職種（医

師、看護師、薬剤師、MSW、PT/OT/ST、心理

士、ホスピタルプレイスタッフ等）が主導の多

彩な支援プログラムや患者教室をひとりひと

りの状況に即して提供している。特に、AYA 世

代がん患者の苦痛のスクリーニングを用いた

介入と、AYA サポートチームと病棟・外来看

護師の連携システム、がん患者の妊孕性温存

支援のための院内連携・施設間連携のシステ

ムを構築し、患者支援の充実を図っている。 

【東病院】 

○女性がん患者の身体的、精神的及び社会的な

問題点や背景を把握して関連する診療科や多

職種連携（看護師、薬剤師、MSW、リハビリ

テーション科、遺伝カウンセラー、心理士等）

が有機的に連携しその支援を提供するための

組織横断的な体制としてレディースセンター

内に「女性看護外来」を設置している。令和 2

年度における対応患者数は：2,175 人／年、相

談件数は 4,447 件であった。 
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・外来化学療法実

施数について、5

5,000件以上／年 

とするなど充実を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 診断時から充

実したサポート体

制の構築 

 

ア 患者・家族療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○患者・家族療養生

○栄養サポートチームの症例数は、以下の通り。 

 ・平成 27 年度：2,942 件 

・平成 28 年度：3,150 件 

・平成 29 年度：2,637 件 

・平成 30 年度：3,033 件 

・令和元年度 ：3,283 件 

・令和 2 年度 ：3,123 件 

○栄養サポートチームの加算件数は、以下の通

り。 

 ・平成 27 年度：7,381 件 

・平成 28 年度：7,841 件 

・平成 29 年度：5,442 件 

・平成 30 年度：5,569 件 

・令和元年度 ：6,128 件 

・令和 2 年度 ：4,824 件 

○緩和ケアチームの関わる症例数は、以下の通

り。 

・平成 27 年度：2,196 件 

・平成 28 年度：2,176 件 

・平成 29 年度：2,331 件 

・平成 30 年度：2,582 件 

・令和元年度 ：2,650 件 

・令和 2 年度 ：3,024 件 

○外来化学療法実施数数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：64,375 件 

・平成 28 年度：72,206 件 

・平成 29 年度：76,304 件 

・平成 30 年度：82,114 件 

・令和元年度 ：88,616 件 

・令和 2 年度 ：90,310 件 

 

 

 

 

【中央病院】 

○連携医療機関検索サイトに連携医療機関の登
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養生活・人生の質

（QOL）の維持・

向上を目的とし

た、支持療法を提

供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活・人生の質（QO

L）の維持・向上を

目的とした、支持療

法を提供している

か。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録を行い、中長期期間を通じて毎年約 400 件

（平均）を越える施設を登録し、ホームページ

で検索可能とした。 

○相談支援センターへの依頼とその対応につい

て、毎月開催される地域医療連携委員会にお

いて多職種の視点から意見交換を行い、患者

が希望する療養生活を可能な限り実現できる

ようにしていく体制のあり方について定期的

に検討を行っている。 

○がん患者の就労支援については、ハローワー

クや社会保険労務士とともに就労支援に取り

組み、中長期期間を通じて毎年約 400 件（平

均）を越える就労支援を行った。また、2018 年

度に引き続き、厚労科研がん政策研究事業 

「がん患者の就労継続および職場復帰に資す

る研究」および「2019 年度がん患者の仕事と

治療の両立支援モデル事業実施施設」として

がん患者が医療と就労を両立しながら生活し

ていくための実践的な方法の在り方の検討に

も取り組んだ。 

【東病院】 

〇サポーティブケアセンターにおいて、MSW ら

が対面や電話にて、患者や家族が抱える疑問

や不安を伺い、必要な支援を提供した。（令和

２年度実績：21,938 件） 

○サポーティブケアセンターへの依頼とその対

応について、週 1 回開催されるサポーティブ

ケアセンターミーティングおよび毎月開催さ

れるサポーティブケアセンター運営委員会お

いて多職種の視点から協議を行い、患者が希

望する療養生活を可能な限り実現できるよう

にしていく体制のあり方について定期的に検

討を行っている。 

○令和 3 年度より「がん患者のディーセントワ

ーク実現のための就労継続・職場復帰プログ

ラムの実用化研究」（厚生労働科学研究費補助
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イ がん医療に携

わる医療従事者へ

の研修や緩和ケア

チームなどの機能

強化等により、が

んと診断された時

から患者とその家

族が、精神心理的

苦痛に対する心の

ケアを含めた全人

的な緩和ケアを受

けられるよう、緩

和ケアの提供体制

をより充実させ、

質の高い緩和ケア

を提供する。 

 

④ 安全管理体制

の充実 

 

ア 安心・安全な

医療を提供するた

め、インシデント

及びアクシデント

の情報の収集・分

析による再発防止

策を講じるととも

に、院内サーベイ

ランスの充実や院

内感染対策の標準

化などに取り組

 

 

 

 

 

○がん医療に携わる

医療従事者への研修

や緩和ケアチームな

どの機能強化等によ

り、がんと診断され

た時から患者とその

家族が、精神心理的

苦痛に対する心のケ

アを含めた全人的な

緩和ケアを受けられ

るよう、緩和ケアの

提供体制をより充実

させ、質の高い緩和

ケアを提供している

か。 

 

 

 

 

 

○安心・安全な医療

を提供するため、イ

ンシデント及びアク

シデントの情報の収

集・分析による再発

防止策を講じるとと

もに、院内サーベイ

ランスの充実や院内

感染対策の標準化な

どに取り組んでいる

か。 

金）を開始し、先行研究で確立した両立支援プ

ログラムの全国的な普及を目的として、患者・

家族・主治医・事業主らが利用可能な web サ

イト構築に着手する予定である。 

 

○緩和ケアを充実させるため、緩和ケアチーム

として年間 2,000 件以上診療を行っている。

（平成 27年度から令和２年度まで 14,965件）

そのうち、抗がん治療実施中から緩和ケアが

開 始 さ れ た 割 合 が 中 央 病 院 は 83.8 ％

（ 7,212/8,610 ）、 東 病 院 は 51,9 ％

（3,300/6,355）と、早期からの緩和ケアの実

施が進んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療安全＞ 

○定期的な各部門の巡視：医療安全管理室全員

にて毎週院内巡視を実施し、インシデント及

びアクシデントの再発予防策が理解・実践で

きているか等、学習効果について確認した。 

○医師の報告、インシデントレベル０報告、同事

例報告を収集分析しその方策を委員会で報

告・ホームページに掲載するなど必要な取り

組みを実施した。 

＜感染管理＞ 

○厚労省院内感染対策サーベイランス（JANIS）

を継続し、薬剤耐性菌の分離率と発生率に関
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む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 国立高度専門

医療研究センター

間において、医療

安全管理体制につ

いての相互チェッ

ク、インシデント

及びアクシデント

の情報共有等を行

うことにより、医

療安全管理体制を

強化する。 

具体的には、国立

高度専門医療研究

センター間におけ

る医療安全相互チ

ェックを行うとと

もに、全職員を対

象とした医療安全

や感染対策のため

の研修会年間2回

以上開催や医療安

全委員会を月1回

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国立高度専門医療

研究センター間にお

いて、医療安全管理

体制についての相互

チェック、インシデ

ント及びアクシデン

トの情報共有等を行

うことにより、医療

安全管理体制の強化

を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

してのデータを他施設と比較し、自施設にお

ける感染対策の状況を評価した。 

○また、標準予防策として、職員の手指衛生遵

守・向上を図る（令和２年度実績：中央病院看

護部手指衛生遵守率 71％→82％、東病院看

護部手指衛生遵守率 88％→94％）するとと

もに、AST の組織を設置し、抗菌薬のモニタ

リングとフィードバックを行い、抗菌薬の適

正使用に努めた。（令和２年度：中央病院

AUD：カルバペネム系薬 令和元年度：26.3 

⇒27.6、東病院 AUD：カルバペネム系薬 令

和元年度: 16.2 ⇒15.1 ） 

 

【中央・東病院】 

○全職員を対象とした医療安全や感染対策のた

めの研修会を各年間 2 回開催（すべて出席率

100％）し、中長期期間を通じて各 NC 間で実

施される医療安全相互チェックに参加し、各

NC 間における相互チェックを実施した。 

○医療安全・院内感染対策委員会を月 1 回開催

し、医療事故防止及び医療機器等の完全管理

に努め、職員への啓発を図った。 

【中央病院】 

○治療中のがん患者の併存内科慢性疾患、又は

がん治療による有害事象に対する診療支援と

して、糖尿病・内分泌関連約 700 例、循環器

関連約 500 例、腎臓病関連約 300 例のコンサ

ルテーションに対応した。 

○必要な症例に対しては当院でのがん治療と並

行して、併存内科慢性疾患についても外来で

診療を行っており、がんの病状の変化や治療

内容の変化に応じて迅速に対応できている。 

○免疫チェックポイント阻害薬による内分泌学

的有害事象などに関する相談体制を確立し、

死亡例を出すことなく対処できた。また、必要

に応じカンファレンス等を通じて、注意すべ
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以上開催すること

など、医療事故防

止、感染管理及び

医療機器等の安全

管理に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

■各事業年度の年度

計画における手術件

数・病床稼働率・平

均在院日数・入院実

患者数を達成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き事例に関する啓発を行った。 

○虚血性心疾患の術前精査や、人工透析を要す

る症例などを中心に済生会中央病院や心血管

研究所付属病院との安定的な連携体制を維

持、運用することができた。 

【東病院】 

○総合内科機能を充実させ、内科専門医取得者

を中心として各臓器の非腫瘍性疾患の併発例

や免疫チェックポイント阻害剤の相談体制お

よび慈恵医大柏病院など近隣専門施設への迅

速な移送体制を確立した。 

○近接する心臓カテーテル数国内トップクラス

の循環器専門病院（新東京病院）との連携を強

固にし、人工心肺等が必要な手術症例に関し

ては当院外科スタッフが同病院で手術を実施

する体制を確立した。 

 

 

■手術件数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：8,551 件 

・平成 28 年度：8,568 件 

・平成 29 年度：8,813 件 

・平成 30 年度：9,476 件 

・令和元年度 ：9,495 件 

・令和 2 年度 ：9,310 件 

 

■病床稼働率は、以下の通り。 

・平成 27 年度：中央）98％、 東）99％ 

・平成 28 年度：中央）100％、東）100％ 

・平成 29 年度：中央）98％、 東）99％ 

・平成 30 年度：中央）101％、東）102％ 

・令和元年度 ：中央）100％、東）102％ 

・令和 2 年度 ：中央）92％、 東）103％ 

 

■平均在院日数（一般病床）は、以下の通り。 

・平成 27 年度：中央）12.0 日、東）12.5 日 
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■がん相談対話外来

を含めたセカンドオ

ピニオンを、年間3,

000件以上実施す

る。 

 

 

 

 

■栄養サポートチー

ムにおいては、チー

ム全体での目標症例

数を2,800件以上／

年、加算件数を6,60

0件以上／年とす

る。 

 

 

 

 

 

 

・平成 28 年度：中央）12.2 日、東）12.4 日 

・平成 29 年度：中央）12.0 日、東）12.1 日 

・平成 30 年度：中央）11.3 日、東）11.9 日 

・令和元年度 ：中央）11.0 日、東）11.3 日 

・令和 2 年度 ：中央）10.3 日、東）11.0 日 

 

■入院実患者数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：中央）525 人、東）390 人 

・平成 28 年度：中央）536 人、東）394 人 

・平成 29 年度：中央）530 人、東）390 人 

・平成 30 年度：中央）538 人、東）402 人 

・令和元年度 ：中央）531 人、東）398 人 

・令和 2 年度 ：中央）482 人、東）403 人 

 

■がん相談対話外来のセカンドオピニオンの実

施は、以下の通り。 

・平成 27 年度：3,915 件 

・平成 28 年度：4,404 件 

・平成 29 年度：5,372 件 

・平成 30 年度：6,694 件 

・令和元年度 ：6,456 件 

・令和 2 年度 ：4,567 件 

 

■栄養サポートチームの症例数は、以下の通り。 

 ・平成 27 年度：2,942 件 

・平成 28 年度：3,150 件 

・平成 29 年度：2,637 件 

・平成 30 年度：3,033 件 

・令和元年度 ：3,283 件 

・令和 2 年度 ：3,123 件 

 

■栄養サポートチームの加算件数は、以下の通

り。 

 ・平成 27 年度：7,381 件 

・平成 28 年度：7,841 件 

・平成 29 年度：5,442 件 
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■緩和ケアチームの

関わる症例数におい

ては、1,700件以上

／年とする。 

 

 

 

 

 

■外来化学療法実施

数について、58,000

件以上／年とする。 

 

 

 

 

 

■全職員を対象とし

た医療安全や感染対

策のための研修会を

年間2回以上開催す

る。 

 

 

 

 

■医療安全委員会を

月1回以上開催す

る。 

 

 

・平成 30 年度：5,569 件 

・令和元年度 ：6,128 件 

・令和 2 年度 ：4,824 件 

 

■緩和ケアチームの関わる症例数は、以下の通

り。 

・平成 27 年度：2,196 件 

・平成 28 年度：2,176 件 

・平成 29 年度：2,331 件 

・平成 30 年度：2,582 件 

・令和元年度 ：2,650 件 

・令和 2 年度 ：3,024 件 

 

■外来化学療法実施数数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：64,375 件 

・平成 28 年度：72,206 件 

・平成 29 年度：76,304 件 

・平成 30 年度：82,114 件 

・令和元年度 ：88,616 件 

・令和 2 年度 ：90,310 件 

 

■全職員を対象とした医療安全や感染対策のた

めの研修会開催数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：2 回 

・平成 28 年度：2 回 

・平成 29 年度：2 回 

・平成 30 年度：2 回 

・令和元年度 ：2 回 

・令和 2 年度 ：2 回 

 

■医療安全委員会の開催数は、以下の通り。 

・平成 27 年度：1 回 

・平成 28 年度：1 回 

・平成 29 年度：1 回 

・平成 30 年度：1 回 

・令和元年度 ：1 回 
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・令和 2 年度 ：1 回 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（人材育成に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－４ 
人材育成に関する事項 

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進 

施策目標：政策医療の向上・均てん化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 H27 

年度 

H28 

年度 

H29 

年度 

H30 

年度 

R 元 

年度 

R２ 

年度 

 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 

指導者的立場にある

医療従事者への研修

プログラム提供 

中長期目標期間

中に、毎年７種

類以上提供 

８ 10 10 10 ８ ９ 予算額（千円） 2,459,000 2,378,000 2,416,676 2,563,766 2,634,881 2,742,106 

 

        決算額（千円） 2,372,755 2,462,591 2,541,540 2,661,202 2,825,732 2,911,399 

 

        経常費用（千円） 2,418,112 2,435,745 2,553,225 2,645,977 2,727,702 2,922,522 

 

        経常利益（千円） ▲1,727,765 ▲1,638,571 ▲1,688,180 ▲1,878,812 ▲1,966,960 ▲2,097,321 

        行政コスト（千円） － － － － 2,749,976 2,877,124 

        行政サービス実施

コスト（千円） 

2,361,643 2,367,000 2,478,426 2,584,300 － － 

 

 
        従事人員数 

（３月 31 日時点） 

272 262 274 278 273 285 

                

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① リーダーとして活躍できる人材の育成 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① リーダーとして活躍できる人材の育成 

別 紙 に 記 載 
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② 研修・講習の実施 

具体的には、 

・センター外の医療従事者等を対象とした研修プログラムを

提供 

・指導的立場にある医療従事者等の育成 

・高度かつ専門的な医療技術に関する研修 

・臨床研究 e-learning の継続的な提供 

 

（２）目標と実績の比較 

 （定量的指標） 

・指導者的立場にある医療従事者への研修プログラムの提供 

中長期計画   年 ７種類 

年度計画      ７種類 

実  績      ８種類（対年度計画 ＋１種類、114.3%） 

※年度計画・実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

 （定量的指標以外の成果） 

・リーダーとして活躍できる人材の育成 

    がん医療及び研究のためのリーダーとして、国内外で活躍でき

る人材の育成と確保と組織の活性化に向け、センターで初めて人

材育成キャリアラダーが作成された。質の高いレジデント制度の

構築及び連携大学院生・海外招聘講師の増加などの実績の創出に

取り組んでいる。 

 

・国内・国外からの医療従事者研修の受入促進 

    センター創設以来、海外からの医療従事者の長期研修の受入を

行っており、内視鏡科を中心に安定的に増加（令和元年度 261 名

（対前年比＋25.5%））させている。また、全国の元医療水準の向

上を目指し、がん診療に関わる医療社等を対象とした約 40 種類の

専門研究を実施。平成 27 年度から令和元年度までで延べ 32,140

人が研修を受講しており、がん医療及び研究を推進するための国

内外のリーダーとして国際的にも活躍できる人材の育成への貢献

が認められる。 

 

・臨床研究従事者のための e-learning の継続運営 

    全国の臨床研究教育等を育成するための e-learning サイトとし

て ICRweb を運営し、令和元年度は、研究責任者や倫理審査委員

② 研修・講習の実施 

具体的には、 

・センター外の医療従事者等を対象とした研修プログラムを

提供 

・指導的立場にある医療従事者等の育成 

・高度かつ専門的な医療技術に関する研修 

・臨床研究 e-learning の継続的な提供 

 

（２）目標と実績の比較 

 （定量的指標） 

・指導者的立場にある医療従事者への研修プログラムの提供 

中長期計画   年 ７種類 

年度計画      ７種類 

実  績      ９種類（対年度計画 ＋２種類、128.6%） 

※年度計画・実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

 （定量的指標以外の成果） 

・リーダーとして活躍できる人材の育成 

    がん医療及び研究のためのリーダーとして、国内外で活躍でき

る人材の育成と確保と組織の活性化に向け、センターで初めて人

材育成キャリアラダーが作成された。質の高いレジデント制度の

構築及び連携大学院生・海外招聘講師の増加などの実績の創出に

取り組んでいる。 

 

・国内・国外からの医療従事者研修の受入促進 

    センター創設以来、海外からの医療従事者の長期研修の受入を

行っており、内視鏡科を中心に安定的に増加（令和元年度 261 名

（対前年比＋25.5%））させている（令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により 25 名となっている。）。また、全国の元医

療水準の向上を目指し、がん診療に関わる医療社等を対象とした

延べ 225 種類の専門研究を実施。中長期目標期間中に延べ 38,586

人が研修を受講しており、がん医療及び研究を推進するための国

内外のリーダーとして国際的にも活躍できる人材の育成への貢献

が認められる。 

 

・臨床研究従事者のための e-learning の継続運営 

    全国の臨床研究教育等を育成するための e-learningサイトとし
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の教育のための講義や医師主導治験や先進医療制度下での臨床試

験実施に関する講義など、34 の新規講義を配信。新規登録者数も

増加しており、多数の登録者に教育を提供している。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化を

踏まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

て ICRweb を運営し、令和２年度は、研究責任者や倫理審査委員

の教育のための講義や医師主導治験や先進医療制度下での臨床試

験実施に関する講義など、24 の新規講義を配信。新規登録者数も

増加しており、多数の登録者に教育を提供している。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、企業との連携調整や研究成果の活

用促進等に取り組むリサーチ・アドミニストレーターなど、臨床と直

結した研究の実施に必要となる支援人材の育成及び確保について、国

立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部のほか大学などア

カデミア機関とも連携し取り組むこと。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

 

４．その他参考情報 
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 ３．人材育成に関す

る事項 

人材育成は、セ

ンターが医療政策

を牽引する上で特

に重要なものであ

ることから、セン

ターが国内外の有

為な人材の育成拠

点となるよう、が

んに関する医療及

び研究を推進する

にあたりリーダー

として活躍できる

人材の育成を行う

とともに、モデル

的な研修及び講習

の実施及び普及に

努めること。 

具体的には、高

度な医療技術を有

する外国の医師

が、その技術を日

本の医師に対して

教授するために来

日するケースや、

海外のトップクラ

スの研究者が、日

本の研究者と共同

して国際水準の臨

床研究を実施する

ために来日するケ

ースも想定される

ことから、国内外

の有為な人材の育

成拠点となるよ

う、センターが担

う疾患に対する医

療及び研究を推進

３.人材育成に関

する事項 

 

ア 国内外の有為

な人材の育成拠点

となるよう、がん

に対する医療及び

研究を推進するに

あたり、リーダー

として国際的にも

活躍できる人材を

継続して育成し、

全国に輩出してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○国内外の有為な人

材の育成拠点となる

よう、がんに対する

医療及び研究を推進

するにあたり、リー

ダーとして国際的に

も活躍できる人材を

継続して育成し、輩

出しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

〇新専門医制度に対応したレジデントプログ

ラム及び専門修練医プログラムの制度設計

の検討を行い、パンフレット等を改善した。

また、レジデント研修の修了者数は、平成 27

年度：136 名、平成 28 年度：109 名、平成

29 年度：117 名、平成 30 年度：121 名、令

和元（平成 31）年度：132 名であり、直近の

実績として令和 2 年度は 145 名であった。

具体的な内訳は次の通りである。がん専門修

練医 34 名（中央：21 名、東：13 名）、レジ

デント正規コース 48 名（中央：29 名、東：

19 名）、レジデント短期コース 29 名（中央：

19 名、東：10 名）、専攻医 22 名（中央：19

名、東：3 名）、がん専門修練薬剤師 1 名（中

央：0 名、東：1 名）、薬剤師レジデント 11

名（中央：6 名 東：5 名）。 

○優秀なレジデント等を安定して育成するた

め、平成 22 年度から連携大学院制度を開始

し、連携協定の連携大学院数が 20 施設、連

携大学院在籍者数は 90 名、学位取得者数は

14 名だった。 

〇がんに対する高度な医療及び研究のため、リ

ーダーとして国内外で活躍できる人材の育

成と確保、さらに組織の活性化を目指し、

NCC として初めて人材育成キャリアラダー

を作成し、質の高いレジデント制度の構築及

び連携大学院生・海外招聘講師の増加などの

実績創出を目指している。 

○平成 30 年度に創設した研究と臨床の現場の

往来を活発化し、将来の TR/rTR 等を担う研

究志向を持った臨床医（フィジシャン・サイ

エンティスト）を養成するためのプログラム

を施行するために、令和元年度：1 名、令和

2 年度：2 名採用を行った。今後も毎年若干

名の採用を行っていく予定である。 

○海外の人材育成を行うため、世界各国の病院

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

目標に対し、がんに関する医療及

び研究を推進する人材の育成にお

いて、大きな成果を挙げた。 

 

＜課題と対応＞ 

国内外の有為な人材の育成拠点

となるよう、がんに関する医療及び

研究のリーダーとして活躍できる

人材の育成を行うとともに、モデル

的な研修及び講習の実施及び普及

に努める。 

 

○国内外のがん医療を牽引する人

材を育成するため、NCC として

初めてキャリアラダーを作成し、

質の高いレジデント制度の構築

及び連携大学院生・海外招聘講師

の増加により、中長期目標期間で

は 760 名が研修を修了し、医療従

事者の育成に取り組んだ。 

 

○医療と臨床を繋ぐ将来の橋渡し

研究を担える人材を育成する令

和元年度に「フィジシャン・サイ

エンティスト養成プログラム」を

スタートさせ、令和２年度に初め

て２名がプログラムを修了し、今

後の活躍が大きく期待される。 

 

○国内の高度化する放射線治療に

対応するため令和２年度に初め

て「医学物理士レジデントコー

ス」を創設し、国内の不足する需

要に対応するための体制を構築

した。 

 

○全国の臨床研究教育等を育成す

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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するにあたり、リ

ーダーとして活躍

できる人材の育成

を継続して実施す

る。 

高度かつ専門的

な医療技術に関す

る研修を実施する

など、モデル的な

研修及び講習を実

施し、普及に努め

る。 

 なお、研修等につ

いて、中長期計画

等に適切な数値目

標を設定するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医師・薬剤

師・看護師を対象

にした緩和ケア、

化学療法等のチー

ム研修や看護師、

薬剤師、がん相談

支援センター相談

員、院内がん登録

実務者等、センタ

ー外の医療従事者

等を対象とした研

修プログラムを提

供するとともに、

がん相談支援セン

ター相談員、院内

がん登録実務者に

ついては、学習到

達度に関する認定

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医師・薬剤師・看

護師を対象にした緩

和ケア、化学療法等

のチーム研修や看護

師、薬剤師、がん相

談支援センター相談

員、院内がん登録実

務者等、センター外

の医療従事者等を対

象とした研修プログ

ラムを提供している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん相談支援セン

ター相談員、院内が

ん登録実務者につい

て、学習到達度に関

等からの研修の受け入れを積極的に実施し、

また、アジア各国の受講生を対象に専門人材

養成のためのワークショップを開催した。 

○放射線治療の需要が増す中、高度かつ先進的

な放射線治療の知識と技術を有する「医学物

理士」を育成するためのレジデント育成プロ

グラムを令和２年度より開始し、３名を受け

入れ研修をスタートさせた。 

 

○全国のがん医療水準の向上を目指し、がん診

療連携拠点病院の医師、看護師、薬剤師、が

ん化学療法チーム、緩和ケアチーム、相談支

援センター相談員、院内がん登録実務者等を

対象とした約 40 種類の専門研修を実施し平

成 27年度から令和 2年度までで延べ 38,297

人が研修を受講した。結果、初級認定：3,536

名、中級認定 798 名が認定され、初級認定者

2,619 名。中級認定者 1,238 名の更新を行っ

た。 

○地域緩和ケア連携調整員研修プログラムを

各地域の地域緩和ケア連携体制の整備状況

に応じた学習ができるようベーシックコー

スとアドバンスコース別に新規に開発し、研

修を実施した。 

○都道府県のがん医療水準の向上を担う地域

の指導者の継続的な育成を目的として、化学

療法チーム、緩和ケアチーム、薬剤師、看護

師、がん専門相談員等に関する地域指導者の

ための研修を実施した。都道府県におけるが

ん対策の年度ごとのニーズに応じて、都道府

県の指導的な立場にある医療従事者等を対

象として、期間中に合計 19 種類の地域指導

者向けの研修プログラムを実施した。 

○また、がん相談支援センター相談員の基礎研

修 10,104 名、継続研修 2,138 名、アップデ

ート研修ゲノム医療コース 526 名が受講を

修了した。平成 30 年度から開始した相談対

るための e-learning サイトとし

て ICRweb を運営し、中長期目標

期間に 13 万人以上の臨床研修従

事者に対し、270 以上の講義を提

供した。 

 

＜定量的指標＞ 

・指導者的立場にある医療従事者へ

の研修プログラム提供 

目標 年 7 種類 

根拠 第二期中長期計画 

実績 9 種類（累計平均） 

達成率 128.6％ 

 

 上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、計画を上回る成果を上げて

いると認められるため、Ａ評価とし

た。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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ウ 質の高いがん

医療が提供できる

よう、より効率的

かつ学習効果の高

い教材の開発や学

習効果に対する評

価、病院間による

充実した教育プロ

グラムの実施等に

より、研修の質の

維持向上に努め、

引き続き、指導的

立場にある医療従

事者等の育成に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 最先端の医療

技術を普及するこ

とにより医療の均

する認定を行ってい

るか。 

 

 

 

○質の高いがん医療

が提供できるよう、

より効率的かつ学習

効果の高い教材の開

発や学習効果に対す

る評価、病院間によ

る充実した教育プロ

グラムの実施等によ

り、研修の質の維持

向上に努め、引き続

き、指導的立場にあ

る医療従事者等の育

成に取り組んでいる

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○最先端の医療技術

を普及することによ

り医療の均てん化を

応の質評価研修では、24 県に講師派遣を行

い。令和元年度には、がん専門相談員のため

の学習の手引き第 3 版をがん情報サービス

上に公開し、全拠点病院へ配布した。 

 

○都道府県のがん医療水準の向上を図る地域

の指導者の継続的な育成を目的として、化学

療法チーム、緩和ケアチーム、看護師、がん

専門相談員等に関する地域指導者のための

研修を実施した。都道府県の指導的な立場に

ある医療従事者等を対象とした地域指導者

向けの研修プログラムとして毎年７種類以

上を実施し、令和２年度においては９種類を

実施した。 

・都道府県指導者養成研修（がん化学療法研

修企画） 

・都道府県指導者養成研修（がん化学療法研

修企画）フォローアップ研修 

・都道府県指導者養成研修（緩和ケアチーム

研修企画） 

・都道府県指導者養成研修（緩和ケアチーム

研修企画）フォローアップ研修 

・都道府県指導者養成研修（がん化学療法 

薬剤師研修企画） 

・都道府県指導者養成研修（がん化学療法 

薬剤師研修企画）フォローアップ研修 

・がん相談支援センター相談員 指導者研修 

・がん相談支援センター相談員 指導者等

スキルアップ研修「情報支援・相談対応モ

ニタリング研修」 

・がん相談支援センター相談員 指導者等

スキルアップ研修「情報から始まるがん相

談支援」 

 

○IVR に関しては、次世代を担う若手医療者へ

教育、研修を行うため、国内からの研修生の

受け入れを継続した。フランス IGR、シンガ



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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てん化を促進する

ため、高度かつ専

門的な医療技術に

関する研修をさら

に充実させ実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 我が国におい

て質の高い臨床研

究が実施されるよ

う、公的支援を受

けつつ、効率的か

つ教育効果の高い

臨床研究e-learni

ngを継続的に提供

する。 

 

 

 

 

 

 

中長期目標期間

中に、指導者的立

場にある医療従事

者への研修プログ

ラム等を毎年７種

促進するため、高度

かつ専門的な医療技

術に関する研修をさ

らに充実させ実施し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○我が国において質

の高い臨床研究が実

施されるよう、公的

支援を受けつつ、効

率的かつ教育効果の

高い臨床研究e-learn

ingを継続的に提供し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

■中長期目標期間中

に、指導者的立場に

ある医療従事者への

研修プログラム等を

毎年７種類以上提供

ポールSGHとのテレビカンファレンスにつ

いては、米国 Dotter Institute も新たに参加

して継続開催し、IVR 領域の最先端医療技術

についての情報共有および教育を行った。ま

た、超高精細 CT を用いた精密な画像診断、

ならびに Angio-CT を用いた IVR について

は、国内外での教育講演やセミナー講師を務

めるとともに、学際的な共同研究を開始し

た。 

○中央病院大腸外科のダ・ヴィンチ手術技術や

40 例を超える手術実績と良好な成績が認め

られ、内視鏡手術支援ロボット「ダ・ヴィン

チ」を用いた大腸がん手術の医師向けトレー

ニング症例見学施設として、平成 28 年度に

国内で 3 施設目の認定を受けた。令和 2 年

度には 12 件の症例見学があった。 

 

○臨床研究教育 e-learning サイト ICRweb の

運営を実施。新規登録者は 平成 30 年度：

16,000 人、令和元年度：16,000 人、令和 2

年度 19,000 人、累計 13 万人を越える登録

者に教育を提供した。また、毎年研究責任者

や倫理審査委員の教育のための講義や医師

主導治験や先進医療制度下での臨床試験実

施に関する講義を配信しており、270 以上の

講義を配信した。また、安定的な運営のため、

平成 28 年度より利用者及び利用施設に一部

経費の負担をお願いする課金システムを実

装し、年間 80 施設以上の契約、累計 13,000

件以上の個人課金を得るなど、安定経営の基

盤を構築した。 

 

■指導者的立場にある医療従事者への研修プ

ログラム等の実施は、以下の通り。 

・平成 27 年度：8 種類 

・平成 28 年度：10 種類 

・平成 29 年度：10 種類 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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類以上提供するこ

とを目指す。 

する。 

 

 

・平成 30 年度：10 種類 

・令和元年度 ：8 種類 

・令和 2 年度 ：9 種類 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（医療政策の推進等に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－５ 
医療政策の推進等に関する事項 

関連する政策・施策 基本目標：安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりの推進 

施策目標：政策医療の向上・均てん化 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

  基準値等 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度  H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R 元年度 R２年度 

病理診断コンサルテ

ーションの件数 

中長期目標期間中

に、年間 330件以上 

455 487 459 603 661 618 予算額（千円） 1,577,000 1,962,000 2,009,933 1,931,188 2,159,367 2,134,571 

 

 

       決算額（千円） 2,105,679 1,675,448 2,330,351 2,466,075 2,237,100 2,001,630 

 

 

 

       経常費用（千円） 1,748,377 1,844,383 2,404,947 2,543,827 2,419,095 1,977,069 

 

        経常利益（千円） 140,213 89,416 30,105 ▲49,786 ▲23,288 64,058 

 

        行政コスト（千円） － － － － 2,421,992 1,822,066 

 

        行政サービス実施

コスト（千円） 

1,744,050 1,720,258 2,236,296 2,365,184 － － 

 

 
 

 

       従事人員数 

（３月 31日時点） 

71 69 71 82 88 107 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ａ 評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 国等への政策提言に関する事項 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 国等への政策提言に関する事項 

別 紙 に 記 載 
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具体的には、 

・国への専門的な政策提言 

・地方公共団体への政策支援 

② 医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 

具体的には、 

・ネットワークの推進 

・情報の収集・発信 

③ 公衆衛生上の重大な危害への対応 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・病理診断コンサルテーション件数 

中長期計画     年 330 件 

年度計画      400 件 

実績           661 件（対年度計画 ＋261 件、165.3%） 

※年度計画・実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」

のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・医療の均てん化の促進 

    都道府県担当者を対象に毎年「がん対策に関する研修」を開催、検

診受診率向上を図るためのがん検診受診勧奨用資材を開発等により

地方公共団体のがん対策を支援するとともに、都道府県がん診療連

携協議会・部会、全国がんセンター協議会の開催により、全国の拠点

病院の課題等に対する対応策の検討や、がん医療における診療報酬

改定等の提言を実施し、がん診療従事者への支援強化を行うことに

より、医療の均てん化の促進に貢献している。 

 

・全国がん登録に基づくがん罹患者数及び院内がん登録 5 年生存率等

を初集計 

    全国がん登録に基づくがん罹患者数の実績値を初めて集計したほ

か、院内がん登録に基づく施設別・病期別の 5 年生存率の集計を行

うとともに、2013 年症例の 3 年生存率も集計し、集計対象には喉頭、

胆嚢、腎、腎盂の 4 部位を追加。我が国のがんの状況をこれまで以

上に明らかにするなど、がんの実態把握に大きく貢献したことは評

価できる。 

 

・がん情報サービスの充実 

具体的には、 

・国への専門的な政策提言 

・地方公共団体への政策支援 

② 医療の均てん化並びに情報の収集及び発信に関する事項 

具体的には、 

・ネットワークの推進 

・情報の収集・発信 

③ 公衆衛生上の重大な危害への対応 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・病理診断コンサルテーション件数 

中長期計画     年 330 件 

年度計画      400 件 

実績           618 件（対年度計画 ＋218 件、154.5%） 

※年度計画・実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」

のとおり 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・医療の均てん化の促進 

    都道府県担当者を対象に毎年「がん対策に関する研修」を開催、検

診受診率向上を図るためのがん検診受診勧奨用資材を開発等により

地方公共団体のがん対策を支援するとともに、都道府県がん診療連

携協議会・部会、全国がんセンター協議会の開催により、全国の拠点

病院の課題等に対する対応策の検討や、がん医療における診療報酬

改定等の提言を実施し、がん診療従事者への支援強化を行うことに

より、医療の均てん化の促進に貢献している。 

 

・全国がん登録に基づくがん罹患者数及び院内がん登録 5 年生存率等

を初集計 

    全国がん登録に基づくがん罹患者数の実績値を初めて集計したほ

か、院内がん登録に基づく施設別・病期別の 5 年生存率の集計を行

うとともに、2013 年症例の 3 年生存率も集計し、集計対象には喉頭、

胆嚢、腎、腎盂の 4 部位を追加。我が国のがんの状況をこれまで以

上に明らかにするなど、がんの実態把握に大きく貢献したことは評

価できる。 

 

・がん情報サービスの充実 
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    がんに関するエビデンスに基づく正確な情報をわかりやすく提供

する「がん情報サービス」を運営。各種がんの解説～療養情報などを

順次更新することに加え、免疫療法、ゲノム医療、妊孕性温存など新

たな医療等の情報を関連学会、全がん協等に協力により作成、公開す

ることにより、がん情報提供・啓蒙活動に積極的に貢献していること

は評価できる。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、中長期目標等に照らし顕著な成果の創

出や、将来的な成果の創出の期待等が認められることから「Ａ」評定と

した。 

 

＜今後の課題＞ 

次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化を踏

まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

    がんに関するエビデンスに基づく正確な情報をわかりやすく提供

する「がん情報サービス」を運営。各種がんの解説～療養情報などを

順次更新することに加え、免疫療法、ゲノム医療、妊孕性温存など新

たな医療等の情報を関連学会、全がん協等に協力により作成、公開す

ることにより、がん情報提供・啓蒙活動に積極的に貢献していること

は評価できる。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を上回る成果が得られてい

ると認められることから「Ａ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

次期中長期目標期間において、国への政策提言に当たっては、研究、医

療の均てん化及び NC の連携によるデータベースやレジストリ整備等に

取り組む中で明らかになった課題等について、科学的見地を踏まえなが

ら行うこと。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

 

４．その他参考情報 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 ４．医療政策の推進

等に関する事項 

 

（１）国への政策提

言に関する事項 

研究、医療の均

てん化等に取り組

む中で明らかにな

った課題や我が国

の医療政策の展開

等のうち、特に研

究開発に係る分野

について、患者を

含めた国民の視点

に立ち、科学的見

地を踏まえ、セン

ターとして提言書

をとりまとめた上

で国への専門的提

言を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.医療政策の推

進等に関する事項 

 

（１）国等への政

策提言に関する事

項 

① 国への政策提言 

我が国のがん対

策が、より強固な

科学的根拠を持

ち、さらに、がん

患者を含めた国民

の視点から最適な

ものとなるよう、

がん診療連携拠点

病院等との連携の

下にがん医療や社

会の実態把握・評

価を行うととも

に、国が開催する

審議会等への参加

や提言書の提出に

より専門的な政策

提言を行い、また

その為の連携構築

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○がん診療連携拠点

病院等との連携の下

にがん医療や社会の

実態把握・評価を行

うとともに、国が開

催する審議会等への

参加や提言書の提出

により専門的な政策

提言を行い、またそ

の為の連携構築を行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

○全国の各都道府県のがん医療の中心となり都

道府県内のがん医療の質を向上させるなどの

役割を担う都道府県がん診療連携拠点病院が

一堂に会する「都道府県がん診療連携拠点病

院連絡協議会」を毎年度定期的に開催し、国立

がん研究センターからの情報発信等によりが

ん医療の均てん化の推進を支援していくとと

もに、医療現場の課題等を全国から抽出しそ

の解決に向けた方法を話し合い、その結果を

もとに政府への提言を行った。 

○平成 28 年度においては、がん対策基本法の改

正（平成 28 年 12 月 9 日成立）を受けて、厚

生労働省、国立がん研究センター及びがん患

者と家族の会の共催で、「がんとの闘いに終止

符を打つ『がんゲノム医療フォーラム 2016』」

を開催した。 

○国の審議会や検討会等にセンター職員が委員

や構成員等として参画するなど、がん政策に

係る政策形成や施策の推進等に大きく貢献し

た。平成 30 年度に引き続き、がんゲノム医療

に係わる多くの検討会等において、理事長、研

究所長をはじめ関係職員が多数参画するほ

か、厚生労働省とがんゲノム情報管理センタ

ー（C-CAT）の共催によるゲノム中核拠点病

院との会議の開催及び関連 WG における検討

や調整の役割を担うなど、我が国におけるゲ

ノム医療の実装に向けた取組により一層主導

的な立場で関与するとともに、国との緊密な

連携の下に施策の推進に大きく寄与した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

目標に対し、以下のとおり、政

策提言や医療の均てん化、情報の

収集・発信等に大きな成果を挙げ

た。 

 

＜課題と対応＞ 

国の医療政策への専門的提言、

がん医療の均てん化に向けたネッ

トワーク構築、全国がん登録デー

タベースの運用、国民・医療者向

けのわかりやすい情報提供等によ

り、医療政策の推進等に貢献す

る。 

 

○がんゲノム情報管理センターが

事務局となりゲノム中核拠点病

院等との会議の企画や調整を行

うなど、我が国におけるゲノム

医療の実装に向けた取組に積極

的に関与し、国との緊密な連携

の下に施策の推進に寄与した。 

 

○都道府県のがん対策推進基本計

画を推進するため、がん診療連

携拠点病院の求められる機能に

ついて、がん診療連携拠点病院

と意見交換を実施し、好事例を

ＨＰに公開した。 

 

○全国がん登録に基づくがん罹患

者数の実績値を初集計したほ

か、院内がん登録に基づき施設

別・病期別の5年生存率の初集計

を行うとともに、がん患者の人

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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ア 国立高度専門

医療研究センター

間のネットワーク

を通じて、たばこ

等の共通リスクに

関する政策提言及

び新規研究領域の

開拓を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 関連諸学会や医

療機関及び研究機関

等との連携の下に、

政策提言を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地方公共団体

への政策支援に関

 

○国立高度専門医療

研究センター間のネ

ットワークを通じ

て、たばこ等の共通

リスクに関する政策

提言及び新規研究領

域の開拓を行ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関連諸学会や医療

機関及び研究機関等

との連携の下に、政

策提言を実施してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん患者の療養生活の最終段階おける QOL

等の実態把握を行うことを目的とした遺族調

査について、平成 29 年度に予備調査、平成 30

年度に本調査をわが国で初めて実施した。が

ん患者の人生の最終段階での療養生活の状況

や受けた医療について、約 4 割のがん患者が

痛みや気持ちのつらさなどを抱えて過ごして

いること、多くの遺族が負担を抱えているこ

とを示し、緩和ケアや家族へのケアがより一

層必要であることを明らかにし、わが国で初

めて全国の推計値として示し、がん対策推進

協議会に報告した。 

○令和 2 年 4 月 1 日の改正健康増進法に伴い、

喫煙専用室等に技術的基準が設けられたこと

から、これらの基準適合性の確認・評価に関す

る業務支援として、解説動画の作成支援、リー

フレットの作成・配布、生活衛生業への喫煙所

設置助成にかかる審査への参画、支援などを

行った。 

 

○がん対策の指標の測定のために平成 30 年度、

令和元年度に患者体験調査を成人、小児がん

患者を対象に行うとともに、成人に関しては

患者関係者と共同でがん対策への提言書を発

行した。 

〇患者体験調査だけでなく、中小企業における

治療と就業の両立支援制度の有無等につい

て、全国調査を行った。 

○令和元年度においては、第 3 期がん対策推進

基本計画のもとでがん対策の進捗評価を行う

ために必要な指標を試算し、厚労省と協議を

行った。 

 

 

 

生の最終段階における苦痛や療

養状況に関する初めての全国的

な実態調査の結果を公表するな

ど、我が国におけるがんの実態

や罹患状況をこれまで以上に明

らかにした。 

 

○がん情報サービスについては、

患者さんのニーズや最新の医療

動向等を踏まえ、がんゲノム医

療、AYA世代に向け情報等を追加

するなど、充実を図り、前年度

に引き続き高いアクセス数を得

た。 

 

○都道府県レベルで取り組むがん

診療の質を向上させるための

PDCAサイクルのモデルを提示す

るとともに、先進的に取り組ん

でいる取り組みの共有、専門コ

ンサルテーションや技術指導等

を通じ、がん医療の均てん化を

推進した。 

 

＜定量的指標＞ 

・病理診断コンサルテーション 

目標   年330件 

根拠   第一期中長期目標期間

実績 

実績   547件（累計平均） 

達成率 165.8％ 

 

上記の通り、中長期目標期間に

おいて、特に顕著な実績を得てお

り、計画を上回る成果を上げてい

ると認められるため、Ａ評価とし
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（２）医療の均てん

化並びに情報の収

集及び発信に関す

る事項 

がん登録等の推

進に関する法律

（平成25 年法律第

111 号）に基づ

する事項 

地方自治体が予

防政策、地域医療

の整備、提供等の

地域医療政策を進

めるにあたり、関

係者に対する情報

提供や研修活動の

提供、地方自治体

が開催する委員

会、協議会、検討

会等への参画など

により専門的立場

から支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）医療の均て

ん化並びに情報の

収集及び発信に関

する事項 

 

① ネットワーク

構築の推進 

 

 

○地方自治体が予防

政策、地域医療の整

備、提供等の地域医

療政策を進めるにあ

たり、関係者に対す

る情報提供や研修活

動の提供、地方自治

体が開催する委員

会、協議会、検討会

等への参画などによ

り専門的立場から支

援を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行動科学やナッジ、ソーシャルマーケティン

グを活用してがん検診受診勧奨用資材を開発

し、普及に努めた結果、６年間（H27'～R２'）

で 700 以上の市区町村において 600 万人以上

の住民に受診勧奨を行うことができ、がん検

診受診率向上に大きく寄与した。また、行動科

学理論を応用し、マスメディアである NHK

「ガッテン！」による啓発と、全国自治体によ

る個別受診勧奨を連動させて乳がん検診受診

勧奨と大腸がん精密検査受診勧奨を行い、全

国規模でがんの早期発見に取り組んだ。 

○全国の都道府県においてがん対策を効果的に

進めていくことを支援することを目的に、が

ん検診やがん対策の各分野のそれぞれをプロ

グラムに含む都道府県庁のがん対策担当者向

けの研修を実施し、各都道府県が進めるがん

対策を専門的立場からわかりやすく説明する

など各都道府県における政策立案を支援し

た。 

○全国のがん検診精度管理の均てん化のため、

がん検診の実施体制に関する調査、都道府県/

市町村の精度管理体制に関する調査等を実施

し、調査・評価結果を全都道府県/全市町村に

フィードバックすると共に、がん情報サービ

スホームページ上で都道府県/市町村名が分る

形で公表した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 
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き、「全国 

がん登録データベ

ース」の運用と院

内がん登録情報等

の収集を確実に実

施する。 

また、中長期目標

期間中に国のがん

対策の企画立案又

は実施に必要な最

新の5年生存率など

のデータを整理

し、医療の均てん

化等を促進する。 

情報発信にあた

っては、関係学会

とも連携しつつ、

診療ガイドライン

の作成に更に関与

するものとし、ホ

ームページを活用

すること等によ

り、診療ガイドラ

インの普及に努め

るなど、国内外の

センターが担う疾

患に関する知見を

収集、整理及び評

価し、科学的根拠

に基づく予防、診

断及び治療法等に

ついて、国民向け

及び医療機関向け

の情報提供の充実

を図る。 

また、他のがん

ア 都道府県がん

診療連携拠点病院

連絡協議会及び部

会を開催し、都道

府県がん診療拠点

病院の各都道府県

内の活動につい

て、PDCAサイクル

を回して、がん医

療の質の向上を図

っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ がん医療の均

てん化に資するが

ん医療の提供体制

や全国レベルでの

医療機関の連携体

制のあり方につい

て、数の多いがん

だけではなく希少

がんに関しても情

報収集を行い、検

討する。 

 

○都道府県がん診療

連携拠点病院連絡協

議会及び部会を開催

し、都道府県がん診

療拠点病院の各都道

府県内の活動につい

て、PDCAサイクルを

回して、がん医療の

質の向上を図ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん医療の均てん

化に資するがん医療

の提供体制や全国レ

ベルでの医療機関の

連携体制のあり方に

ついて、数の多いが

んだけではなく希少

がんに関して情報収

集を行い、検討して

いるか。 

 

 

○各都道府県でPDCA サイクルを確保する立場

にある都道府県がん診療連携拠点病院の関係

者の参加のもとフォーラムを毎年度開催し、

都道府県レベルで取り組むがん診療の質を向

上させるためのPDCA サイクルのモデルを提

示するとともに、PDCA サイクルに関して先

進的に取り組んでいる都道府県の取り組みを

全国の関係者に紹介し共有を図るとともに、

その内容をホームページに公開した。 

○がん医療の質の向上を目指し、がん拠点病院

の実地訪問によるピアレビューが全国におい

て実施できるよう支援する活動を行った。新

型コロナウイルス感染症が流行した状況で

は、実地訪問が困難になったため、オンライン

でのピアレビューが行えるよう支援を行っ

た。 

○情報提供・相談支援部会において、第 3 期が

ん対策推進基本計画や新整備指針に沿った

「がん相談支援センターPDCA 実施状況チェ

ックリスト共通項目」の利用方針を部会 WG

で協議後、部会としてコンセンサスを得た共

通項目について、各都道府県部会を通して周

知が図られた。 

 

○希少がん中央機関として、希少がん対策ワー

キンググループ、病理コンサルテーション事

業、希少がん情報サービス事業、希少がんホッ

トライン事業を推進するとともに、希少がん

専門施設の連携や各希少がんの特徴を考慮し

た診療体制の在り方について検討するため

に、四肢軟部肉腫の情報公開参加施設による

意見交換会を開催した。眼腫瘍の専門施設に

ついても 2 回目の募集を行い情報を整理、公

開に向けた準備を行った。 
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診療連携拠点病院

等への診療に関す

る支援の役割を担

うこと。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ がん診療連携

拠点病院に対し、

病理診断コンサル

テーション、放射

線治療に関する品

質管理など他施設

に対するサポート

体制強化を図り、

各病院の機能強化

を支援する。中長

期目標期間中に、

病理診断コンサル

テーションの件数

について年間330

件以上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 全国がん（成

人病）センター協

議会や多地点メデ

ィカル・カンファ

レンスの事務局を

運営し、全国レベ

ルで構築されたネ

ットワークを活用

したがん医療の質

の向上を図ってい

く。 

○がん診療連携拠点

病院に対し、病理診

断コンサルテーショ

ン、放射線治療に関

する品質管理など他

施設に対するサポー

ト体制強化を図り、

各病院の機能強化を

支援しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○全国がん（成人

病）センター協議会

や多地点メディカ

ル・カンファレンス

の事務局を運営し、

全国レベルで構築さ

れたネットワークを

活用したがん医療の

質の向上を図ってい

るか。 

 

○がん診療連携拠点病院等に対して病理診断コ

ンサルテーションサービスを実施するととも

に、放射線治療品質管理・安全管理体制確立の

支援として、放射線治療品質保証(Quality 

Assurance)支援、拠点病院への訪問による技

術指導を実施した。 

○がん情報サービスの主要ながんに関する疾患

情報の更新を行うとともに、希少がんに関す

る情報、療養情報（リンパ浮腫、尿が漏れる

等）、治療方法（外科治療、薬物療法等）に関

する新規情報の作成および更新を実施した。

がんの関連学会等の協力を得て実施する体制

を構築し、作成過程においては、患者・市民パ

ネル他、複数他分野の専門家の意見を集約し

て情報作成を行い、安心して利用できる確か

ながん情報の提供に貢献した。 

○病理診断コンサルテーションの実施は、以下

のとおり。 

・平成 27 年度：455 件 

・平成 28 年度：487 件 

・平成 29 年度：459 件 

・平成 30 年度：603 件 

・令和元年度 ：661 件 

・令和 2 年度 ：618 件 

 

○全国でがん診療に積極的に取り組んでいる23

病院と連携して実施している「多地点合同メ

ディカル・カンファレンス」を、毎年 18 回前

後のテレビカンファレンスを定期的に実施し

た。 

○がん医療に十分な実績を有する専門施設から

構成される「全国がんセンター協議会」の事務

局として、加盟施設が連携しがん診療に関す

る調査研究を企画し実施していく取り組みを

新たに確立し、その体制を基盤として外来化

学療法等に関する調査を実施し、その結果に



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 国立高度専門

医療研究センター

間ネットワーク、

関連学会ネットワ

ーク、都道府県関

連部局（がん・

NCD対策等）ネッ

トワークの構築を

通じて、がん死亡

率低減のための検

討を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

カ がん体験の全

経過を通じたサバ

イバーシップに関

連して、我が国の

課題や対応方針を

検討し、共有する

場を提供し、関係

者のネットワーキ

ングを促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国立高度専門医療

研究センター間ネッ

トワーク、関連学会

ネットワーク、都道

府県関連部局（が

ん・NCD対策等）ネ

ットワークの構築を

通じて、がん死亡率

低減のための検討を

実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん体験の全経過

を通じたサバイバー

シップに関連して、

我が国の課題や対応

方針を検討し、共有

する場を提供し、関

係者のネットワーキ

ングを促進している

か。 

 

 

 

 

 

ついて論文化を進めるとともに、診療報酬改

定の提言書を作成し厚生労働省に提案するな

どの新たな活動を実施した。 

 

○6NCのたばこ対策関連部局のメンバーと研究

班を通じたネットワークを構築するととも

に、がん死亡率低減のためのたばこに関連し

た 25 関連学会による禁煙推進学術ネットワ

ークに参画し、がん死亡率低減のための検討

を行った。また、都道府県関連部局（がん・

NCD 対策等）については、たばこ政策情報サ

イト上に活動情報として集約し、情報共有と

政策支援及び政策評価を通じてネットワーク

構築を図り、がん死亡率低減のための検討を

行った。 

○国立高度専門医療研究センター（6NC）間の

連携のもとに政策調査機能の強化を図るた

め、共通で使えるデータベースとしてレセプ

トに関する勉強会や NDB の活用方法などに

ついてノウハウを共有し、6NC 共同研究とし

て NDB の共同解析の体制構築を進めた。 

 

○がんサバイバーシップに関する教育啓発と国

内の関係者のネットワーキングを目的とし

て、「公民館カフェ」「ご当地カフェ」「がんサ

バイバーシップオープンセミナー」の 3 種の

プログラムを実施し、延べ 3,150 名（H27'～

R１'）が参加するとともに、毎年の開催録を冊

子として取りまとめ、全国のがん診療連携拠

点病院に送付した。 

○患者・市民パネル検討会において、コロナ禍で

の患者・家族のニーズとそれへの対応方法に

ついて検討を実施するとともに、患者・市民パ

ネルの関係者にて、がん診療連携拠点病院の

あり方や体験についての意見交換会を行い、

意見収集を行った。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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② 情報の収集・

発信 

 

ア 相談員に対す

る研修の充実や情

報提供・相談支援

等を行うととも

に、希少がんや全

国の医療機関の状

況等についてもよ

り分かりやすく情

報提供を行い、全

国の中核的機能を

担う。 

 

イ がん医療の均

てん化に資する医

療者向け情報の提

供方法及び医療者

向け情報につい

て、コンテンツの

効率的な収集・維

持体制や提供方法

の開発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ がん情報サー

ビス・小児がんサ

ービス（センター

 

 

 

 

○相談員に対する研

修の充実や情報提

供・相談支援等を行

うとともに、希少が

んや全国の医療機関

の状況等についても

より分かりやすく情

報提供を行い、全国

の中核的機能を担っ

ているか。 

 

 

○がん医療の均てん

化に資する医療者向

け情報の提供方法及

び医療者向け情報に

ついて、コンテンツ

の効率的な収集・維

持体制や提供方法の

開発を行っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○がん情報サービ

ス・小児がんサービ

ス（センターが運営

 

 

 

 

〇今期間を通じがん専門相談員に対する研修の

充実や情報提供・相談支援等を行うともに、希

少がん検索システムの使い方に関する研修を

都道府県がん診療連携拠点病院向けに実施

し、継続的ながん情報提供および相談支援体

制の維持に貢献した。 

○都道府県拠点病院と手上げ方式による拠点病

院を対象とする施設別がん登録件数検索シス

テム説明会・ワークショップを毎年開催し、シ

ステムの適切な活用支援を行い、相談支援業

務に貢献した。 

 

○厚生労働省の委託を受け、日本歯科医師会と

がん対策情報センターと共同し、平成 30 年度

に、がん医療における医科歯科連携を全国で

推進していくことを目的とした「全国共通が

ん医科歯科連携講習会テキスト第 2 版」を作

成し、ホームページに公開した。令和元年度で

は、がん医科歯科連携の全国共通テキストの

改訂を行ない、テキストを用いた講演動画ビ

デオを作成し公開した。 

○地域がん相談支援ブロックフォーラムや都道

府県がん診療連携拠点病院連絡協議会情報提

供・相談支援部会等を通して、全国のがん専門

相談員からの声や意見を収集し、同連絡協議

会を通じて、厚労省に提案を行う等を実施し、

情報提供ネットワークの維持及び強化に貢献

した。 

 

◯平成 19 年度以降毎年実施をしていた、国民に

正しい情報を伝えるために、メディア関係者

を対象としたメディアセミナーは、令和元年



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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が運営するWebサ

イト）、書籍・パ

ンフレット、講演

会及び全国ネット

ワークを持つ民間

企業等との連携に

より予防、診断、

治療、療養支援、

政策等の情報をわ

かりやすく国民に

発信していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するWebサイト）、

書籍・パンフレッ

ト、講演会及び全国

ネットワークを持つ

民間企業等との連携

により予防、診断、

治療、療養支援、政

策等の情報をわかり

やすく国民に発信し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度まで実施を行い、メディア関係者への正し

い情報の伝え方の周知と、国民に誤解を与え

ない正しい情報発信につなげることに貢献し

た。 

○平成 28 年 4 月に発生した熊本・大分地震の対

応として、熊本県内の診療およびがん相談支

援センター対応状況、九州周辺領域の病院の

患者受け入れ状況をがん相談支援センターの

ネットワークを活用し、情報収集と提供を行

った。またその後の震度 5 以上の地震や自然

災害時の情報共有を全国の相談支援センター

間で行い、がん患者等の相談支援環境の整備

に貢献した。 

○平成 29 年度より、ホームページ「がん情報サ

ービス（ganjoho.jp）」より、がんに関する情

報に関する情報発信を実施し、ヤフーとの連

携により、「YAHOO！検索」結果画面で上部

に「がん情報サービス」の情報提供枠を新設す

るなどの対策も実施し、5 年間で 2 億 4300 万

PV のアクセスを得た。 

○身近な場所でのがん情報の普及を目的とし

て、公共図書館とがん相談支援センターとの

連携事業を展開するとともに、目的型寄付事

業として「がん情報ギフト」プロジェクトを開

始し、個人寄付・企業寄付により、令和 2 年

度までで計 433 館の公共図書館に「がん情報

ギフトセット」を提供し、がん情報の普及に貢

献した。 

○さらに、働く世代に向けた「がんと共に働く」

プロジェクトにおいて、人事労務担当者向け

冊子「がんと就労ガイドブック」2 種（大企業

版、中小企業版）を完成させ、がんになっても

仕事を続けたいと願う人と企業を支援するた

め、経営層及び人事・労務担当者に向けて「が

んになっても安心して働ける職場づくりガイ

ドブック」を作成し、がん情報サービスでの公



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）公衆衛生上の

重大な危害への対

応 

公衆衛生上重大な

危害が発生し又は発

生しようとしている

場合には、国の要請

に応じ、迅速かつ適

切な対応を行うこ

と。 

 

 

 

 

エ がん登録等の

推進に関する法律

に基づき、全国が

ん登録データベー

スを運用し、死亡

者情報票の収集に

よるがん死亡の実

態及び、がん診療

連携拠点病院等か

らの院内がん登録

情報等を含むがん

罹患の実態を把握

し、発信していく

とともに、がん情

報収集の標準化を

推進するための登

録様式の統一につ

いて検討を進め

る。 

 

（３）公衆衛生上

の重大な危害への

対応 

 

国の要請に対し

ては積極的な対応

を行う。また、災

害や公衆衛生上重

大な危機が発生し

又は発生しようと

している場合に

は、がん医療に関

 

 

 

 

○がん登録等の推進

に関する法律に基づ

き、全国がん登録デ

ータベースを運用

し、死亡者情報票の

収集によるがん死亡

の実態及び、がん診

療連携拠点病院等か

らの院内がん登録情

報等を含むがん罹患

の実態を把握し、発

信していくととも

に、がん情報収集の

標準化を推進するた

めの登録様式の統一

について検討を進め

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○災害や公衆衛生上

重大な危機が発生し

又は発生しようとし

ている場合には、が

ん医療に関する範囲

内にて、災害発生地

域からのがん患者受

け入れや原子力災害

開および全国の経営者団体などへの冊子体の

配布を通して、がん患者を取り巻く環境改善

に向けた情報普及を行った。 

 

○平成 28 年 1 月にがん登録センターを設置し、

全国がん登録・院内がん登録を一元的に収集・

集計・分析する体制を整え、平成 30 年度に全

国がん登録を集計するとともに初めて公表し

た。 

○また、院内がん登録については、がん診療連携

拠点病院をはじめ全国約 800 施設からデータ

を収集・分析し、診断数、3 年生存率、5 年生

存率、施設毎の部位別・ステージ別のデータ等

を公表した。 

○さらに、がん統計予測を毎年公表し、令和 2 年

度については、全がん罹患数 1,012,000 例、

死亡数 379,400 人および性別、がん種別の予

測値を算出し、公表した。 

○「がん地理情報システム」を構築・公開し、市

区町村別、二次医療圏別、都道府県別の死亡デ

ータおよび喫煙率データの地図表示を可能に

した。 

 

 

 

 

 

 

○中央病院・東病院における災害時事業継続計

画書（BCP）をとりまとめるとともに、中長期

目標期間を通じて、所管（管内）消防署主催の

消防訓練に参加し、自施設において防災（消

防）訓練を実施するなど、必要な災害対策に努

めた。併せて、深夜帯の地震想定による総合訓

練も実施した。 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

125 

 

する範囲内にて、

災害発生地域から

のがん患者受け入

れや原子力災害に

おける放射線量測

定及び被ばく・発

がんに関する情報

発信など、可能な

限り適切な対応を

行う。 

における放射線量測

定及び被ばく・発が

んに関する情報発信

など、可能な限り適

切な対応を行ってい

るか。 

 

 

＜定量的指標＞ 

■中長期目標期間中

に、病理診断コンサ

ルテーションの件数

について年間330件

以上実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■病理診断コンサルテーションの実施は、以下

の通り。 

・平成 27 年度：455 件 

・平成 28 年度：487 件 

・平成 29 年度：459 件 

・平成 30 年度：603 件 

・令和元年度 ：661 件 

・令和 2 年度 ：618 件 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価、期間実績評価） 項目別評価調書様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 
業務運営の効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中期目標期間最終年度値等） 

H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、

必要な情報 

事務職員を対象とした SD（スタッ

フデベロップメント）研修開催 

 年６回 ９ 11 14 11 ８ ８  

経常収支率  ６年間を累計した損益計算に

おいて、経常収支率が 100％以

上となるよう経営改善 

101.6 104.0 102.0 103.4 100.8 101.9  

後発医薬品の数量シェア  後発医薬品の数量シェアを中

長期目標期間中に 70％以上 

82.19 84.61 91.85 93.05 93.47 93.82  

医業未収金比率  医業未収金比率を 0.14％（平成

26年度）以下 

0.09 0.05 0.05 0.09 0.07 0.05  

一般管理費（人件費、公租公課を除

く。） 

 一般管理費（人件費、公租公課

を除く。）については、平成 26

年度に比し、中長期目標期間の

最終年度において、15％以上の

削減 

3.1 5.6 7.6 10.6 12.9 15.3 平成 29 年度から第 2GSOC 監視

に係る費用が発生したため、当

該経費は一般管理費から除い

ている。 

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

 

 

 評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 効率的な業務運営に関する事項 

具体的には、 

・ガバナンスの強化を目指した体制の構築 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   本欄「（２）目標と実績の比較」に記載 

 

（定量的指標以外） 

① 効率的な業務運営に関する事項 

具体的には、 

・ガバナンスの強化を目指した体制の構築 

別 紙 に 記 載 
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・事務職員の企画立案能力の開発等スキルアップ 

・より効率的な業務運営に向けた職員の改善意欲の向上 

・看護師等の人事交流の更なる推進 

・給与制度の適正化 

・材料費等の削減 

・未収金の改善 

・一般管理費の削減 

② 電子化の推進 

具体的には、 

・情報を経営分析等に活用 

・情報セキュリティに係る教育・訓練を実施 

・情報セキュリティマネジメント監査を導入 

・情報セキュリティポリシーの改正等を実施 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・経常収支率 

中長期目標   累計 100.0％（中長期目標期間の累計） 

実  績       102.4％（対中長期目標 ＋2.4％、102.4%） 

・一般管理費削減率 

中長期目標   ▲15％（中長期目標最終年度に達成。平成 26 年

度に比し、15％の削減） 

実  績    ▲12.9％（対中長期目標 ▲2.1%、86.0%） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

・後発医薬品の数量シェア  

中長期目標    70％（中長期目標最終年度までに達成。厚生

労働省の「後発医薬品のさらなる使用

促進のためのロードマップ」） 

実  績     93.5%（対中長期目標 ＋23.5%、133.6％） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

・医業未収金の比率 

中長期目標    0.14%（中長期目標期間中に、平成 26 年度以

下まで低減） 

実  績     0.07%（対中長期目標 ▲0.07%、200.0%） 

 

その他、「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」のとお

・事務職員の企画立案能力の開発等スキルアップ 

・より効率的な業務運営に向けた職員の改善意欲の向上 

・看護師等の人事交流の更なる推進 

・給与制度の適正化 

・材料費等の削減 

・未収金の改善 

・一般管理費の削減 

② 電子化の推進 

具体的には、 

・情報を経営分析等に活用 

・情報セキュリティに係る教育・訓練を実施 

・情報セキュリティマネジメント監査を導入 

・情報セキュリティポリシーの改正等を実施 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

・経常収支率 

中長期目標   累計 100.0％（中長期目標期間の累計） 

実  績       102.2％（対中長期目標 ＋2.2％、102.2%） 

・一般管理費削減率 

中長期目標   ▲15％（中長期目標最終年度に達成。平成 26 年

度に比し、15％の削減） 

実  績    ▲15.3％（対中長期目標 ＋0.3%、102.0%） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

・後発医薬品の数量シェア  

中長期目標    70％（中長期目標最終年度までに達成。厚生

労働省の「後発医薬品のさらなる使用

促進のためのロードマップ」） 

実  績     93.8%（対中長期目標 ＋23.8%、134.0％） 

※実績は直近の事業年度のもの 

※過年度の実績は「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情

報」のとおり 

・医業未収金の比率 

中長期目標    0.14%（中長期目標期間中に、平成 26 年度以

下まで低減） 

実  績     0.05%（対中長期目標 ▲0.09%、280.0%） 

 

その他、「２．主要な経年データ」内、「主な参考指標情報」のとお
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り 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・財務ガバナンスの強化による経常収支率の大幅な改善と安定化 

    部門ごとの責任と予算を明確化による適切に予算の執行管理

や、キャッシュフローを重視した中長期的の財務運営方針の策定

等により財務ガバナンスを強化したことや、業務棚卸調査等によ

る業務の効率化の推進等により、令和元年度の経常収支率は

100.8％であった。また、平成 27 年度からの５年間の累計経常収

支率は 102.4%であった。 

 

・QC 活動の推進 

    QC 活動奨励表彰制度を実施し、20 チームの参加のもとに様々

な QC 活動が促進され、感染管理の側面から見た患者の安全性の

向上や診療報酬の請求漏れの防止、業務の効率化による超過勤務

の縮減など、多くのコスト削減を実現した。 

 

（４）評定 

   上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

次期中長期目標期間においては、これまでの実績及び環境の変化を

踏まえた定量的指標の策定を検討すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

り 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・財務ガバナンスの強化による経常収支率の大幅な改善と安定化 

    部門ごとの責任と予算を明確化による適切に予算の執行管理

や、キャッシュフローを重視した中長期的の財務運営方針の策定

等により財務ガバナンスを強化したことや、業務棚卸調査等によ

る業務の効率化の推進等により、令和２年度の経常収支率は

101.9％であった。また、平成 27 年度からの６年間の累計経常収

支率は 102.2%であった。 

 

・QC 活動の推進 

    QC 活動奨励表彰制度を実施し、17 チームの参加のもとに様々

な QC 活動が促進され、感染管理の側面から見た患者の安全性の

向上や診療報酬の請求漏れの防止、業務の効率化による超過勤務

の縮減など、多くのコスト削減を実現した。 

 

（４）評定 

   上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

次期中長期目標期間において、効率的な業務運営体制の構築に当た

っては、働き方改革への対応として、労働時間短縮に向けた取組やタ

スク・シフティングやタスク・シェアリングを推進すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

 

４．その他参考情報 
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３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 第４ 業務運営の効

率化に関する事項 

 

１．効率的な業務運

営に関する事項 

業務の質の向上

及びガバナンスの

強化を目指し、か

つ、効率的な業務

運営体制とするた

め、定期的に事務

及び事業の評価を

行い、役割分担の

明確化及び職員の

適正配置等を通

じ、弾力的な組織

の再編及び構築を

行うこと。 

また、独立行政

法人に関する制度

の見直しの状況を

踏まえ適切な取組

を行うこと。 

センターの効率

的な運営を図るた

め、以下の取組を

進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の

効率化に関する事

項 

 

１．効率的な業務

運営に関する事項 

（１）効率的な業

務運営体制 

ア センターと

しての使命を果た

すことができるよ

う組織内の企画立

案、調整、分析機

能を高めるととも

に、人的・物的資

源を有効に活用

し、ガバナンスの

強化を目指した体

制を構築する。 

さらに、センタ

ーの使命に応じ

て、より効率的に

成果を生み出せる

よう、各部門の再

編を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○センターとしての

使命を果たすことが

できるよう組織内の

企画立案、調整、分

析機能を高めるとと

もに、人的・物的資

源を有効に活用し、

ガバナンスの強化を

目指した体制の構築

をはかっているか。 

○センターの使命に

応じて、より効率的

に成果を生み出せる

よう、各部門の再編

を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

○部門ごとの責任と予算を明確化し、より適切

に予算の執行管理を行うため、部門別予算を

設定し、適正な予算執行に努めた。 

○財務ガバナンスの強化を図り、中長期的に医

療機器や情報システムの投資、病院の修繕、

病院建替等の必要な投資を適切に行うととも

に、借入金の返済を確実に行うことができる

よう、必要な収益の確保、投資や人件費等の

適切な管理を行うため、キャッシュフローを

重視し、中長期の財務運営方針を定めた。こ

うした方針の下、投資委員会において投資の

計画や個別投資の判断を実施し運営の効率化

に努めた。 

○平成 27 年度においては、組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるため、「がん予防・検

診センター」と「がん対策情報センター」の統

合、「がん情報センター」の情報発信能力の強

化などの組織見直しを実施。 

○平成 29 年度においては、AI の普及や医療の

ICT 化に対応しセンター全体の情報システ

ム・ネットワークを適切に整備・運用し、情報

セキュリティ対策を確保するため、「情報統括

センター」を設置した。がん対策情報センタ

ーの「がん情報サービス」、がんゲノム情報管

理センターのゲノム情報管理、両病院の電子

カルテ更新等、各部門を俯瞰し、センター全

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

目標に対し、以下のとおり、経営

改善やガバナンス強化に取り組み、

5 年連続で経常収支を黒字化するな

ど、大きな成果を挙げた。 

 

＜課題と対応＞ 

 業務の質の向上及びガバナンス

の強化を目指し、効率的な業務運営

体制を構築する。給与水準の見直

し、共同調達や後発医薬品使用の促

進、電子化の推進等に取り組む。収

支相償の経営を目指し、中長期目標

期間中の6年間を累計した損益計算

において、経常収支率が 100％以上

となるよう、経営改善に取り組む。 

 

○厳しい医業経営環境のなか、中央

病院・東病院ともに経営改善に努

力し、令和 2 年度の経常収支率は

101.9％であり、平成 27 年度から

６年連続で黒字を達成した。６年

間を累計した経常収支率 も

102.3％となった。 

 

○財務ガバナンスの強化を図り、中

長期的に医療機器や情報システ

ムの投資、病院の修繕、病院建替

等の必要な投資を適切に行うと

ともに、借入金の返済を確実に行

うことができるよう、キャッシュ

フローを重視した中長期的な財

務運営方針を定めた。 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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イ 事務職員を対

象としたSD（スタ

ッフデベロップメ

ント）研修を年6

回開催し、企画立

案能力の開発等に

ついて職員のスキ

ルアップを図る。 

 

 

 

 

 

ウ QC活動奨励表

彰制度を通じて、

サービスの質の向

上や経営改善に関

する職員の自主的

取組を奨励し、よ

り効率的な業務運

営に向けた職員の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○QC活動奨励表彰制

度を通じて、サービ

スの質の向上や経営

改善に関する職員の

自主的取組を奨励

し、より効率的な業

務運営に向けた職員

の改善意欲の向上を

体の効率的活用に取り組んでいる。 

○平成 30 年度においては、全国がんセンター協

議会の運営する生存率公表ホームページ

（KapWeb)へのデータ収集を支援し、院内が

ん登録のデータを施設の求めに応じて提供し

た。 

○また、組織の機能を強化するため、医事ガバ

ナンス強化のための医事部門を両病院長直轄

とするなどの医事部門の組織見直し、財務企

画や情報システム部門の強化、経費削減や業

務改善の推進体制の整備などの組織再編を実

施した。 

○このような取り組みのもと、中長期目標期間

を通した経常収支率は 102.3%となり、平成

27 年度から６年連続で黒字を達成。 

 

○事務職員を対象とした SD（スタッフデベロッ

プメント）研修を例年 8 回以上開催し目標を

達成した。 

 ・新人マナー研修・エクセル研修 

 ・患者接遇マナー研修 

 ・6NC 合同医療経営士研修  

 ・医療メディエーター研修基礎編 

 ・係長試験プレゼンテーション研修 

 ・電話研修 

 ・医療メディエーター研修補講編 

 ・事務職員対象 NC 合同研修（管理職研修） 

など 

 

○QC 活動奨励表彰制度ではサービスの質の向

上や経営改善に関する職員の自主取組を奨励

し、例年 10 チーム以上の参加のもとに様々な

活動が促進された。主な活動としては、感染

管理の側面から見た患者の安全性を向上、業

務の見直しなどによる患者の待ち時間縮減、

業務の効率化による超過勤務の縮減などコス

トの削減を実現した。また、看護必要度早見

 

○部門毎の予算を策定し、適切に執

行するとともに、投資委員会にお

いて投資の計画や個別投資の判

断を実施するなど、業務運営の効

率化に努めた。 

 

○QC 活動については、QC 活動奨

励表彰制度を実施し、例年 10 チ

ーム以上の参加のもとに様々な

活動が促進された。具体的には、

感染管理の側面から見た患者の

安全性の向上、診療報酬の請求漏

れ防止、業務の効率化による超過

勤務の縮減など、多数のコスト削

減を実現した。 

 

○業務の効率化を推進するため、令

和２年度に電子申請決裁システ

ムの導入を実施。これにより、年

間処理件数が8,000件に達する帳

票等の電子決裁化が可能となり、

今後、更に電子化を進める予定で

あり、業務の効率化・コスト削減

に取り組んで行くこととしてい

る。 

 

＜定量的指標＞ 

・事務職員のスタッフデベロップメ

ント研修の開催 

 目標  年 6 回以上 

 根拠  第1期中期目標期間の実

績 

 実績  10 回（累計平均） 

 達成率 166.7％ 

 

・経常収支率 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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① 給与水準につい

て、センターが担

う役割に留意しつ

つ、適切な給与体

改善意欲の向上を

図る。 

 

エ 医療の質の向

上及びキャリアア

ップの観点から、

国立高度専門医療

研究センター間及

び国立高度専門医

療研究センターと

独立行政法人国立

病院機構の間にお

ける看護師等の人

事交流を更に推進

する。 

 

（２）効率化による

収支改善 

 

センターとして

の使命を果たすた

めの経営戦略や毎

年の事業計画を通

じた経営管理によ

り収支相償の経営

を目指すことと

し、６年間を累計

した損益計算にお

いて、経常収支率

が100％以上となる

よう経営改善に取

り組む。 

 

①給与制度の適正

化 

 

給与水準につい

図っているか。 

 

 

○医療の質の向上及

びキャリアアップの

観点から、国立高度

専門医療研究センタ

ー間及び国立高度専

門医療研究センター

と独立行政法人国立

病院機構の間におけ

る看護師等の人事交

流を更に推進してい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○給与水準につい

表やニュースレターを作成し看護必要度を向

上させ、上位取得に成功。 

 

○医療の質の向上及びキャリアアップの観点か

ら、国立高度専門医療研究センター、独立行

政法人国立病院機構、大学法人と人事交流を

実施し人材育成の促進を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和２年度の経常収支率は、101.9％となり、

平成 27 年度（経常収支率 101.6％）、平成 28

年度（経常収支率 104.0％）、平成 29 年度（経

常収支率 102.0％）、平成 30 年度（経常収支

率  103.4％）、令和元年度（経常収支率

100.8％）に続き、６年連続で黒字を達成する

など、第一期中長期目標期間に対して大幅な

収支改善を図った。 

○６年間を累計した損益計算では、経常収支率

は 102.3％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

○給与水準について、人事院勧告や民間給与な

 目標   6 年間の経常収支率の累

計が 100％以上 

 根拠   第 2 期中長期目標 

 実績   102.3％（累計） 

 達成率 102.3％ 

 

・後発医薬品 

 目標   後発医薬品の数量シェ

ア 70％以上 

 根拠   第1期中期目標期間の実  

     績 

 実績   93.82％ 

 達成率 134.0％ 

 

・医業未収金比率 

 目標   平成 26 年度（0.14％）

より低減させる 

 根拠   第1期中期目標期間の最

終年度 

 実績   0.05％ 

 達成率 357.1％ 

 

・一般管理費 

 目標   平成 26 年度から 15.0％

削減する 

 根拠   第1期中期目標期間の最

終年度 

 実績   15.3％ 

 達成率 102.0％ 

 

 上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、計画を上回る成果を上げて

いると認められるため、Ａ評価とし

た。 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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系となるよう見直

し、公表する。 

また、総人件費に

ついて、政府の方針

を踏まえ、適切に取

り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② NC等の間におい

て、事務用消耗品

をはじめ、医療機

器など実施可能な

ものについて共同

調達等を進め、コ

スト削減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、センターが担

う役割に留意しつ

つ、社会一般の情

勢に適合するよ

う、国家公務員の

給与、民間企業の

従業員の給与、セ

ンターの業務実績

等を踏まえ、適切

な給与体系となる

よう見直し、公表

する。 

また、総人件費

について、センタ

ーが担う役割、診

療報酬上の人員基

準に係る対応等に

留意しつつ、政府

の方針を踏まえ、

適切に取り組むこ

ととする。 

 

② 材料費等の削

減 

 

ア 材料費や委託

費については、国

立高度専門医療研

究センター等の間

で価格情報などの

共有化や仕様書の

見直しによりコス

ト削減に努めると

ともに、医薬品及

び医療材料等以外

についても、医療

機器、備品、事務

て、センターが担う

役割に留意しつつ、

社会一般の情勢に適

合するよう、国家公

務員の給与、民間企

業の従業員の給与、

センターの業務実績

等を踏まえ、適切な

給与体系となるよう

見直し、公表してい

るか。 

 

○総人件費につい

て、センターが担う

役割、診療報酬上の

人員基準に係る対応

等に留意しつつ、政

府の方針を踏まえ、

適切に取り組んでい

るか。 

 

 

 

 

 

○材料費や委託費に

ついては、国立高度

専門医療研究センタ

ー等の間で価格情報

などの共有化や仕様

書の見直しによりコ

スト削減に努めると

ともに、医薬品及び

医療材料等以外につ

いても、医療機器、

備品、事務用消耗品

等のうち実施可能な

どに留意しつつ、センターの業務実績等を踏

まえ、毎年、適正な給与水準となるよう労働

組合などとも協議しつつ見直し及び公表を実

施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○総人件費について、収支状況等を勘案しつつ、

研究・診療等の最大化がはかられるよう適切に

取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○材料費や委託費のコスト削減については、令

和２年度において「診療材料」では従来から

の中央病院、東病院の単独調達を改め、スケ

ールメリットを活用した中央・東病院による

一括調達を実施、更にベンチマーク情報を活

用した価格交渉を実施することで▲175,666

千円（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月分、実績）

の削減を達成、削減効果維持を図るため契約

品目切替時に価格交渉を徹底することとし

た。 「医薬品」においてはディーラー変更交

渉等により▲1,755,593 千円（薬価改定率

5.96％対削減率 11.71％ 令和 2 年 4 月～令



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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③ 後発医薬品の使

用をより促進し、

中長期目標期間の

最終年度までに数

量シェアで60％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 医業未収金の発

生防止の取組や査

定減対策など、適

正な診療報酬請求

業務を推進し、引

用消耗品等のうち

実施可能なものに

ついては、国立高

度専門医療研究セ

ンター等の間で共

同調達を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 後発医薬品に

ついては、患者負

担の軽減や医療費

の効率化を通じて

限られた資源の有

効活用を図り、医

療保険財政の改善

に資するという観

点から積極的に導

入し、数量シェア

を中長期目標期間

中に70％以上にす

る。 

 

③未収金の改善 

 

医業未収金につ

いては、新規発生

の防止に取り組む

ものについては、国

立高度専門医療研究

センター等の間で共

同調達を行っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○後発医薬品につい

ては、患者負担の軽

減や医療費の効率化

を通じて限られた資

源の有効活用を図

り、医療保険財政の

改善に資するという

観点から積極的に導

入しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

○診療報酬請求業務

については、査定減

対策など適正な診療

和 3 年 3 月分、実績）の削減を達成した。「医

療機器」においては、従来からの単品毎での

調達を改め、機器区分毎（Ａ：高額放射線機

器、Ｂ：エコー、Ｃ：内視鏡機器、Ｄ：その他

の山買い）の一括調達に変更、また中央・東一

括調達、複数年度分（令和元年度・2 年度分）

一括調達とすることでスケールメリットを活

用、更にベンチマーク情報を活用した価格交

渉を実施することで▲453,541 千円（▲

19.1%）（令和 2 年度実績、事前見積額と契約

額との差額）を達成した。また「委託費」につ

いても、手術・中材・内視鏡室及び消毒等業務

委託や中央・東病院一括契約を行い、現行の

中央病院・東病院の不均一な委託単価を安価

な中央病院に揃えるよう価格交渉を実施し、

▲5,413 千円（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月

分）の削減を達成した。 

 

○後発医薬品の導入を推進し、中長期目標期間

中に 70％以上の目標に対して、令和元年度以

降は 90％以上と高い水準を維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○医業未収金比率の平成 26 年度 0.14％に対し

て、令和２年度は,0.05％であり、第１期中長

期期間最終年度から 0.09％削減させた。削減



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
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き続き収入の確保

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 一般管理費（人

件費、公租公課を

除く。）について

は、平成26年度に

とともに、督促マ

ニュアルに基づ

き、未収金の管

理・回収を適切に

実施することによ

り、平成26年度に

比して、医業未収

金比率の低減に取

り組む。  

また、診療報酬

請求業務について

は、査定減対策な

ど適正な診療報酬

請求業務を推進

し、引き続き収入

の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④一般管理費の削

減 

 

一般管理費（人

報酬請求業務を推進

し、引き続き収入の

確保を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の取り組みとして、新規発生の防止に取り組

むとともに、未収患者で高額かつ督促に応じ

ない者には電子カルテ上に＄マークを付し、

医療従事者にも周知が図られよう明示。そう

いった患者には個別に財務管理係へ連絡し面

談する体制を取っている。また、医事課と連

携し高額な放射線治療の自己負担者や身寄り

のない一部の入院患者に対して事前に預り金

を徴収し、未収金発生の予防に努めている。 

 他にも、文書や電話での督促を行っており、

それでも入金されない患者については順次、

出張督促や裁判所による支払督促制度の利

用、弁護士による回収委託を行うなど、対策

に努めている。 

【医業未収金比率】 

・平成 26 年度：0.14％ 

・令和２年度 ：0.05% 

○適正な診療報酬請求事務を行った。 

【中央病院】  

・再審査請求復活額  

平成 26 年度： 7,175,836 円 

令和２年度 ：19,904,220 円 

・再審査請求額  

平成 26 年度：80,433,019 円 

令和２年   ：65,824,404 円 

【東病院】 

・再審査請求復活額 

平成 26 年度：2,818,250 円 

令和２年度 ：1,187,365 円 

・再審査請求額  

平成 26 年度：47,558,748 円 

令和２年度 ： 5,552,150 円 

 

 

 

 

○一般管理費（人件費、公租公課を除く。）は、



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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比し、中長期目標

期間の最終年度に

おいて、15％以上

の削減を図る。 

これらの取組に

より、中長期目標

期間中の累計した

損益計算におい

て、経常収支が

100％以上となるよ

う経営改善に取り

組む。  

 

２．電子化の推進 

 

業務の効率化及

び質の向上を目的

とした電子化を費

用対効果を勘案し

つつ推進し、情報

を経営分析等に活

用すること。 

また、センター

の業務計画（年度

計画等）の一つと

して、情報セキュ

リティ対策を位置

づけるなど、情報

セキュリティ対策

を推進する。 

件費、公租公課を

除く。）について

は、平成26年度に

比し、中長期目標

期間の最終年度に

おいて、15％以上

の削減を図る。 

 

 

 

 

 

 

２．電子化の推進 

 

業務の効率化及

び質の向上を目的

とした電子化につ

いては、費用対効

果を勘案しつつ推

進し、情報を経営

分析等に活用す

る。 

推進にあたって

は職員の利便性に

配慮しつつ、情報

セキュリティの向

上に努める。 

コンピューター

ウイルス対策や職

員のセキュリティ

意識向上など情報

セキュリティ対策

を推進し、適切な情

報の活用及び管理

を徹底する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の効率化及び

質の向上を目的とし

た電子化について

は、費用対効果を勘

案しつつ推進し、情

報を経営分析等に活

用しているか。 

○推進にあたっては

職員の利便性に配慮

しつつ、情報セキュ

リティの向上を図っ

ているか。 

○コンピューターウ

イルス対策や職員の

セキュリティ意識向

上など情報セキュリ

ティ対策を推進し、

適切な情報の活用及

び管理を徹底してい

るか 

 

 

平成 26 年度に比し、15.3％削減した。 

※ 平成 29 年 4 月 1 日から日本年金機構の

情報流出事案を踏まえ、中央省庁に加え、

独立行政法人等も政府機関情報セキュリテ

ィ横断監視・即応調整チーム(第 2GSOC)に

よる監視の対象とすることが閣議決定され

た。それに伴い発生した経費は、一般管理

費から除いている。 

 

 

 

 

 

 

 

○業務の効率化を図るため、情報システムに関

する申請手続の電子化（オンライン申請）に

ついて、平成 27 年 12 月 1 日より柏キャンパ

ス向けに稼働開始した。 

○また、次期電子カルテ更新に係る調達では、

各病院の要望を加味した上で費用対効果を勘

案した契約を締結した。また、他施設との共

同事業や共同研究において、次期システムで

構築予定の、統合データベースシステム、デ

ータ参照・集計・解析機能基盤の基礎を検討

し、これらのシステムのプロトタイプを構築

した。なお、「業務の効率化及び質の向上を目

的とした電子化」や「認証システム基盤」につ

いては、令和 2 年度に一部調達を先行実施し、

令和３年度に本格稼働を予定している。 

○平成 27 年 5 月に発生した厚労省所管法人に

おける情報セキュリティ関係事案を機に、厚

労省からの指示等を踏まえ、センターにおい

て、厚労省情報セキュリティ監査結果に基づ

き、政府統一基準に準拠する情報セキュリテ

ィポリシーに適切に対応した 

○令和２年度においては、働き方改革の推進に



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

136 

 

 

 

 

 

＜定量的指標＞ 

■事務職員を対象と

したSD（スタッフデ

ベロップメント）研

修を年6回開催す

る。 

 

 

 

 

 

■６年間を累計した

損益計算において、

経常収支率が100％

以上となるよう経営

改善に取り組む。 

 

 

 

 

■後発医薬品の数量

シェアを中長期目標

期間中に70％以上に

する。 

 

■医業未収金比率を

0.14％（平成26年

度）以下にする。 

 

■一般管理費（人件

費、公租公課を除

く）については、平

成26年度に比し、中

より、会議運営（理事会、執行役員会、全体運

営会議）の在り方を見直し、タブレットを導

入して資料のペーパーレス化を図った。 

 

 

■事務職員を対象とした SD（スタッフデベロッ

プメント）研修を年 8 回以上開催しており、

目標を達成した。 

・平成 27 年度：9 回 

・平成 28 年度：11 回 

・平成 29 年度：14 回 

・平成 30 年度：11 回 

・令和元年度 ：8 回 

・令和 2 年度 ：8 回 

 

■令和２年度の経常収支率は、101.9％となり、

平成 27 年度（経常収支率 101.6％）、平成 28

年度（経常収支率 104.0％）、平成 29 年度（経

常収支率 102.0％）、平成 30 年度（経常収支

率  103.4％）、令和元年度（経常収支率

100.8％）に続き、６年連続で黒字を達成する

など、第一期中長期目標期間に対して大幅な

収支改善を図った。 

 

■後発医薬品の数量シェアは中長期目標期間中

に 90％を超え、目標を大きく達成した。 

 

 

 

■医業未収金比率令和 2 年度に 0.05％であり、

目標の 0.14％より、▲0.09％削減を行い、大

きく目標を達成した。 

 

■一般管理費（人件費、公租公課を除く。）は、

平成 26 年度に比し、15.3％削減した。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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長期目標期間の最終

年度において、15％

以上の削減を図る。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（財務内容の改善に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 
財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、

必要な情報 

          

          

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   なし 

 

（定量的指標以外） 

① 自己収入の増加に関する事項 

具体的には、 

・ＡＭＥＤ等からの競争的資金の獲得 

・寄付や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得 

・外部研究費の獲得や診療報酬上位基準の取得・維持 

② 資産及び負債の管理に関する事項 

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行い、

固定負債（長期借入金の残高）を償還確実性が確保できる範囲と

し、運営上、中・長期的に適正なものとなるよう努める。 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

なし 

 

（３）その他考慮すべき要素 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

   なし 

 

（定量的指標以外） 

① 自己収入の増加に関する事項 

具体的には、 

・ＡＭＥＤ等からの競争的資金の獲得 

・寄付や受託研究の受け入れ等、外部資金の獲得 

・外部研究費の獲得や診療報酬上位基準の取得・維持 

② 資産及び負債の管理に関する事項 

センターの機能の維持、向上を図りつつ、投資を計画的に行い、

固定負債（長期借入金の残高）を償還確実性が確保できる範囲と

し、運営上、中・長期的に適正なものとなるよう努める。 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

なし 

 

（３）その他考慮すべき要素 

別 紙 に 記 載 
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（定量的指標以外の成果） 

・外部資金（公的競争資金、共同研究）獲得の推進 

    競争的資金の募集情報の速やかな共有、共同研究の積極的提案、

産学連携の推進等を実施し、平成 27 年度以降、治験や共同研究が

増加したことにより外部資金を拡大させており、平成 30 年度には

150.6 億円（平成 22 年度比：193.6％増）と、独法移行後において

最大の獲得実績であった。 

 

・知財収支における９年連続の黒字達成 

    知的財産について、著作物使用許諾増のほか、細胞株の提供に

よる研究材料提供契約（MTA）収入が 2 千万円を超えるなど、知

財関連の収支バランスは 9 年連続で黒字を達成して安定した収益

を確保している。 

 

・寄付金の大幅な増加 

    遺贈寄附や定期的な継続寄付の受入を目的とした弁護士・税理

士等と連携や公共誌への公告掲載、また、クラウドファンディン

グの実施等により、平成 30 年度には大口寄付（1.9 億円）を受け

るなど、平成 27 年度以降は着実に受入額が増加しており、寄付者

層の拡大が推進されている。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  特になし 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

（定量的指標以外の成果） 

・外部資金（公的競争資金、共同研究）獲得の推進 

    競争的資金の募集情報の速やかな共有、共同研究の積極的提案、

産学連携の推進等を実施し、平成 27 年度以降、治験や共同研究が

増加したことにより外部資金を拡大させており、令和２年度には

158.9 億円（平成 22 年度比：218.3％増）と、独法移行後において

最大の獲得実績であった。 

 

・知財収支における１０年連続の黒字達成 

    知的財産について、著作物使用許諾増のほか、細胞株の提供に

よる研究材料提供契約（MTA）収入が 1 億円を超えるなど、知財

関連の収支バランスは 10 年連続で黒字を達成して安定した収益

を確保している。 

 

・寄付金の大幅な増加 

    遺贈寄附や定期的な継続寄付の受入を目的とした弁護士・税理

士等と連携や公共誌への公告掲載、また、クラウドファンディン

グの実施等により、平成 30 年度には大口寄付（1.9 億円）を受け

るなど、平成 27 年度以降は着実に受入額が増加しており、寄付者

層の拡大が推進されている。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  特になし 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 
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４．その他参考情報 

目的積立金等の状況                                                     （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27 年度末 

（初年度） 

平成 28年度末 平成 29年度末 平成 30年度末 令和元年度末 令和２年度末 

（最終年度） 

前期中（長）期目標期間繰り越し積立金 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

目的積立金 ‐ ‐ ‐ 2,125  2,125 ‐ 

積立金  878  2,481  1,101  370 4,831 4,878 

 うち経営努力認定相当額       

その他積立金等 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

運営費交付金債務 123  246  535  313  455 ‐ 

当期の運営費交付金交付額(a) 6,136  6,079  6,690  6,477  6,538 6,459 

 うち年度末残高(b) 123  246  535  313  455 ‐ 

当期運営費交付金残存率(b÷a) 2%  4%  8%  5%  7% ‐ 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 第５ 財務内容の

改善に関する事項 

 

「第４ 業務運営

の効率化に関する

事項」で定めた事

項に配慮した中長

期計画の予算を作

成し、当該予算に

よる運営を実施す

ることにより、中

長期目標の期間に

おける期首に対す

る期末の財務内容

の改善を図るこ

と。 

 

１．自己収入の増

加に関する事項 

がんに関する医

療政策を牽引して

いく拠点としての

役割を果たすた

め、運営費交付金

以外の外部資金の

積極的な導入に努

めること。 

具体的には、企

業等との治験連携

事務局の設置や、

患者レジストリ

（登録システム）

の構築により、治

験・臨床研究体制

を強化し、国立研

究開発法人日本医

第３ 財務内容の

改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 自己収入の増

加に関する事項 

ア 日本医療研究

開発機構等からの

競争的資金や企業

治験等の外部資金

の獲得を更に進め

る。 

 

イ 民間からの資

金を活用するため

に改正された寄附

税制の活用を図

り、寄附や受託研

究の受け入れ等、

外部資金の獲得を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○日本医療研究開発

機構等からの競争的

資金や企業治験等の

外部資金の獲得を更

に進めているか。 

 

 

○民間からの資金を

活用するために改正

された寄附税制の活

用を図り、寄附や受

託研究の受け入れ

等、外部資金の獲得

を行っているか。 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○競争的資金の募集情報を収集し、速やかに研

究者に提供することにより、応募を促し、競争

的資金の獲得環境を整備した。 

 

 

 

 

○寄付の獲得を目指して、平成 27 年に専任の寄

附担当者を配置し、これまで実施してきた、ホ

ームページ掲載、ポスター掲示、振込用紙の設

置等に加え、使途特定寄附（プロジェクト寄

附）募集活動を行い、また、平成 29 年度から

は遺贈寄附の受入を推進するため、信託や弁

護士などと連携し、遺贈希望者にとって相談

容易な環境の整備に努めた。 

○さらに令和元年度には。当施設整備等長期資

金需要対応の一助として、「国立がん研究セン

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

目標に対し、外部資金の獲得の獲

得や財務体制の健全化に積極的に

取り組むことで６年連続黒字を達

成させた。 

 

＜課題と対応＞ 

がん医療政策を牽引していく拠

点としての役割を果たすため、運営

費交付金以外の外部資金の積極的

な導入に努める。また、センター機

能の維持、向上を図りつつ、投資を

計画的に行い、固定負債（長期借入

金の残高）を償還確実性が確保でき

る範囲とし、運営上、中・長期的に

適正なものとなるよう努める。 

 

○外部資金の確保に努め、受入額は

平成 27 年度から令和２年度まで

の総額で 772.3億円を獲得するな

ど、財務状況の改善に大きく寄与

している。 

 

○寄付金については、クラウドファ

ンディングの実施や国立がん研

究センター基金を設立するなど、

寄付金の受入推進に向けた取組

を積極的に行い、平成 27 年度か

ら令和２年度までの総額は約 12

億円となり、令和２年度は初の 1、

000 件以上の寄付申し込みを得

た。 

 

○知的財産についても、適切な知財

管理の下、知財関連の収支バラン

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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療研究開発機構等

からの競争的資金

や企業治験等の外

部資金の獲得を更

に進める。 

２．資産及び負債

の管理に関する事

項 

センターの機能

の維持、向上を図

りつつ、投資を計

画的に行い、固定

負債（長期借入金

の残高）を償還確

実性が確保できる

範囲とし、運営

上、中・長期的に

適正なものとなる

よう努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 外部研究費の

獲得や診療報酬の

上位基準の取得・

維持に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外部研究費の獲得

や診療報酬の上位基

準の取得・維持を図

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ター基金」を設立（令和２年４月稼動）、1）透

明性の確保 2）より広い層からの支援獲得 

3）現物資産寄付に関する税制改正（2018 年

度）の活用に向けて 受入体制の整備を進め

た。 

○これらの取り組みにより、例年寄付金額は増

加しており、令和２年度においては、寄付受入

開始以来、初めて 1,000 件を超える寄付の受

け入れがあった。 

○また、厳選した知的財産の権利取得のための

絞り込みを行いつつ、支出費用の合理化を図

った結果、収益は大幅に改善し、期間を通じ知

財部門として黒字を維持・継続した。 

 

○共同研究    169.3 億円 

○治験      191.4 億円 

○公的競争的資金 391.7 億円 

○寄付金     12.0 億円 

○その他研究費   7.9 億円 

      合計：772.3 億円（累計） 

○競争的資金の公募情報を速やかに研究者に知

らせることで、外部研究費の獲得する機会の

向上に努めた。 

○産学連携支援体制整備のための方策として東

病院に産学連携支援室を新設、築地・柏の役割

分担を明確にしつつ、相互連携することによ

り、共同研究に係るサービスを迅速・効果的に

提供し、契約件数増加に努めた。 

〇全国のがんセンターと比較等を行いながら、

取得可能な施設基準の洗い出しを行い、診療

報酬の上位基準を取得・維持し、自己収入の増

加に努めた。令和２年度実績は以下のとおり。 

【中央病院】 

・医師事務作業補助体制加算１（25 対１） 

・遺伝性腫瘍カウンセリング加算 

・認知症ケア加算１ 

スは 10 年連続で黒字を達成する

など、費用の支出を抑え純利益率

の増加に寄与し、令和２年度は１

億円を超え過去最高額であった。 

 

○投資の管理を適切に行い、長期借

入金の償還確実性が確保できる

範囲とし、運営上適切なものとな

るよう努め、経常収益額に占める

借入金残高の割合は、平成 22 年

度独法移行時の 35％から、令和２

年度は 23％に低下している。 

 

 上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、計画を上回る成果を上げて

いると認められるため、Ａ評価とし

た。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早期栄養介入管理加算（特定集中治療室管

理料１） 

・腹腔鏡下リンパ節群郭清術（傍大動脈） 

・腹腔鏡下膣式子宮全摘出術（内視鏡手術用

支援機器を用いる場合） 

・鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 

・鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍

手術をく踏む） 

・腹腔鏡下十二指腸局所切除術 

・腹腔鏡腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援

機器を用いる場合） 

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに

対して内視鏡手術用支援機器を用いる場

合） 

【東病院】 

・せん妄ハイリスク患者ケア加算 

・がん患者指導管理料ニ 

・小児科外来診療料 

・外来排尿自立指導料 

・鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍

手術を含む。） 

・鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 

・胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は 1

肺葉を超えるもので内視鏡 

・手術用支援機器を用いる場合） 

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに

対して内視鏡手術用支援機器を用いる場

合） 

・看護職員夜間配置加算（12：1） 

・腹腔鏡下腟式子宮全摘術（内視鏡手術用支

援機器を用いる場合） 

・胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（内視鏡手術用

支援機器を用いる場合） 

・腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支

援機器を用いるもの） 

・医師事務作業補助体制加算 1（20：1） 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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２. 資産及び負債

の管理に関する事

項 

センターの機能

の維持・向上を図

りつつ、投資を計

画的に行い、中・

長期的な固定負債

（長期借入金の残

高）を償還確実性

が確保できる範囲

とし、運営上適切

なものとなるよう

努める。 

そのため、大型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○センターの機能の

維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に

行い、中・長期的な

固定負債（長期借入

金の残高）を償還確

実性が確保できる範

囲とし、運営上適切

なものとなるよう努

めているか。 

○大型医療機器等の

投資に当たっては、

・外来栄養食事指導料の注 2 に規定する施設

基準 

・連携充実加算 

・腹腔鏡下十二指腸局所切除術（内視鏡処置

を併施するもの） 

・経気管支凍結生検法 

・悪性腫瘍病理組織標本加算 

・医科点数表第 2 章第 10 部手術の通則の 19

に規定する手術（遺伝性乳癌 

・卵巣癌症候群患者に対する子宮附属器腫瘍

摘出術に対する乳房切除術） 

・骨髄微小残存病変量測定 

・HPV 核酸検出及び HPV 核酸検出（簡易ジ

ェノタイプ判定） 

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに

限る。） 

・画像診断管理加算 3 

・CT 撮影及び MRI 撮影 

 

 

 

 

 

 

○長期借入金については、センターの機能の維

持・向上を図りつつ、計画的に投資を行い償還

確実性が確保できる範囲とし、適切なものと

なるよう努めている。この結果、経常収益に対

する借入金の割合は 25.0%となり、独法移行

直後の 35.0%から▲10％削減し、大幅に低下。

財務体質として長期借入金の償還確実性が向

上し、運営上適切なものとなっている。 

○大型医療機器等の投資に当たっては、投資委

員会において審議を行い、個別に十分な審査

のもとに償還確実性を確認しながら行ってい

る。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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医療機器等の投資

に当たっては、原

則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 

別紙１ 

（２）収支計画 

別紙２ 

（３）資金計画 

別紙３ 

 

第４ 短期借入金

の限度額 

１．限度額 

3,400百万円 

２．想定される理

由 

（１）運営費交付

金の受入遅延等に

よる資金不足への

対応 

（２）業績手当

（ボーナス）の支

給等、資金繰り資

金の出費への対応 

（３）予定外の退

職者の発生に伴う

退職手当の支給

等、偶発的な出費

増への対応 

 

第５ 不要財産又

は不要財産となる

ことが見込まれる

財産がある場合に

は、当該財産の処

原則、償還確実性を

確保しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○短期借入金につい

て、借り入れ理由や

借入額等の状況は適

切なものと認められ

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○根戸宿舎敷地については、平成 30 年 4 月に関

東財務局から根戸宿舎敷地と財務省所有地の

交換の提案があり調整を行ってきた。平成 31

年 4 月に交換用地が示されたが、交換後の土

地の価格は、交換前の価格より低くなる可能



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評

価の視点）、指標

等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

146 

 

分に関する計画 

なし 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第６ 第５に規定

する財産以外の重

要な財産を譲渡

し、又は担保に供

しようとする時は

その計画 

 なし 

 

第７ 剰余金の使

途 

決算において剰余

を生じた場合は、

将来の投資（建物

等の整備・修繕、

医療機器等の購入

等）及び借入金の

償還に充てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○決算において剰余

を生じた場合は、将

来の投資（建物等の

整備・修繕、医療機

器等の購入等）及び

借入金の償還に充て

ているか。 

 

性が高いことから、センター側も鑑定評価を

行った。 

○令和 2 年 6 月 10 日に財務省（関東財務局）と

協議実施し、国有地側地面下に空洞があり宿

舎側まで広がっている可能性もあることか

ら、改めて財務省にて国有地の調査が行われ

ており、引き続き調整を実施している。 

○鶴見宿舎敷地については、関東財務局横浜財

務事務所宛て移管申請を行った。現在、厚生労

働省にて財務省に対しての国庫納付に向けた

手続きを進めている。 

 

○該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○決算において剰余が発生したため、積立金へ

振替を行った。 
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様式２－２－４－１ 国立研究開発法人 中長期目標期間評価（期間実績評価） 項目別評価調書（その他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ 
その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 R 元年度 R２年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、

必要な情報 

          

          

          

          

 

３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期

目標 

中長期

計画 

主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

     

 

評定 Ｂ 評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

なし 

 

（定量的指標以外） 

① 法令遵守等内部統制の適切な構築 

具体的には、 

・内部統制の充実、強化のための組織等の体制整備 

・研究不正を事前に防止する取り組みの強化 

・業務方法書に基づく業務運営 

・職員の意識改革やガバナンスの一層の強化 

 

② その他の事項（施設・設備整備、人事の最適化に関する事項を含

む） 

具体的には、 

・施設･設備整備に関する事項（計画的な投資） 

・人事システムの最適化 

・医療従事者の離職防止や復職支援 

＜評定に至った理由＞ 

（１）主な目標の内容 

（定量的指標） 

なし 

 

（定量的指標以外） 

① 法令遵守等内部統制の適切な構築 

具体的には、 

・内部統制の充実、強化のための組織等の体制整備 

・研究不正を事前に防止する取り組みの強化 

・業務方法書に基づく業務運営 

・職員の意識改革やガバナンスの一層の強化 

 

② その他の事項（施設・設備整備、人事の最適化に関する事項を

含む） 

具体的には、 

・施設･設備整備に関する事項（計画的な投資） 

・人事システムの最適化 

・医療従事者の離職防止や復職支援 

別 紙 に 記 載 
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・積極的な情報発信 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

   なし 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・新研究棟、NEXT 棟及びがんゲノム情報管理センター（C-CAT）

の開設 

    新研究棟及び次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT 棟）

については、基本構想を踏まえ、計画のとおり平成 29 年 3 月に

完成。また、平成 30 年 6 月には、新研究棟内に「がんゲノム情報

管理センター（C-CAT）」を開設し、全国のゲノム情報等を収集・

利活用できる体制を整備した。センター機能の維持・向上、費用

対効果及び財務状況を総合的に勘案し、施設・設備の計画的な整

備を行っていること。 

 

・安定した障害者雇用 

    障害者雇用促進法の法定基準を上回る雇用を達成。個々の状況

に応じた業務分担、電話への対応、業務フォローのための「ジョ

ブコーチ」導入など、円滑な就労環境の整備に取り組んでいる。 

 

・積極的な広報と幅広い世代への情報発信 

    がんに関する最新の知見や研究成果、科学的根拠に基づく診断・

治療法などについての国民への情報提供を推進し、プレスリリー

スなど積極的な情報発信を行っている。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  特になし 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 

 

・積極的な情報発信 

 

（２）目標と実績の比較 

（定量的指標） 

   なし 

 

（３）その他考慮すべき要素 

（定量的指標以外の成果） 

・新研究棟、NEXT 棟及びがんゲノム情報管理センター（C-CAT）

の開設 

    新研究棟及び次世代外科・内視鏡治療開発センター（NEXT 棟）

については、基本構想を踏まえ、計画のとおり平成 29 年 3 月に

完成。また、平成 30 年 6 月には、新研究棟内に「がんゲノム情

報管理センター（C-CAT）」を開設し、全国のゲノム情報等を収

集・利活用できる体制を整備した。センター機能の維持・向上、

費用対効果及び財務状況を総合的に勘案し、施設・設備の計画的

な整備を行っていること。 

 

・安定した障害者雇用 

    障害者雇用促進法の法定基準を上回る雇用を達成。個々の状況

に応じた業務分担、電話への対応、業務フォローのための「ジョ

ブコーチ」導入など、円滑な就労環境の整備に取り組んでいる。 

 

・積極的な広報と幅広い世代への情報発信 

    がんに関する最新の知見や研究成果、科学的根拠に基づく診

断・治療法などについての国民への情報提供を推進し、プレスリ

リースなど積極的な情報発信を行っている。 

 

（４）評定 

上記を含むその他の成果は、所期の目標を達成していると認めら

れることから「Ｂ」評定とした。 

 

＜今後の課題＞ 

  次期中長期目標期間においては、政府の情報セキュリティ対策にお

ける方針（情報セキュリティ対策推進会議の決定等）を踏まえ、研修

を行う等、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。 

 

＜その他事項＞ 

  特になし 
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４．その他参考情報 

 

 

 

 

 

 

 

  



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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 第６ その他業務

運営に関する重要

事項 

 

１．法令遵守等内

部統制の適切な構

築 

研究開発活動の

信頼性の確保、科

学技術の健全な発

展等の観点から、

研究不正など不適

切事案に適切に対

応するため、組織

として研究不正等

を事前に防止する

取組を強化すると

ともに、管理責任

を明確化するな

ど、コンプライア

ンス体制を強化す

ること等により、

内部統制の一層の

充実・強化を図

る。 

また、研究開発

等に係る物品及び

役務の調達に関す

る契約等に係る仕

組みの改善を踏ま

え、一般競争入札

を原則としつつ

も、研究開発業務

を考慮し、随意契

約によることがで

きる事由を規程等

において明確化

第８ その他業務

運営に関する重要

事項 

 

１．法令遵守等内

部統制の適切な構

築 

内部統制の充

実・強化のための

組織等の体制整備

及び適切な運用

や、実効性を維

持・向上するため

継続的にその見直

しを図る。 

また、研究不正

に適切に対応する

ため、研究不正を

事前に防止する取

り組みを強化し、

管理責任を明確化

するとともに、研

究不正が発生した

場合、厳正な対応

に取り組む。 

更に、公正かつ

透明な調達手続に

よる適切で、迅速

かつ効果的な調達

を実現する観点か

ら、センターが毎

年度策定する「調

達等合理化計画」

に基づく取組を着

実に実施する。 

併せて、「「独立

行政法人の業務の

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○内部統制の充実・

強化のための組織等

の体制整備及び適切

な運用や、実効性を

維持・向上するため

継続的にその見直し

を図っているか。 

○研究不正に適切に

対応するため、研究

不正を事前に防止す

る取り組みを強化

し、管理責任を明確

化しているか。 

○公正かつ透明な調

達手続による適切

で、迅速かつ効果的

な調達を実現する観

点から、センターが

毎年度策定する「調

達等合理化計画」に

基づく取組を着実に

実施しているか。 

○「「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」について」（平成

26年 11月 28日総務

省行政管理局長通

知）に基づき業務方

法書に定めた事項に

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

○監事及び外部監査人と連携しながら、ガバナ

ンス及び法令遵守等の内部統制のため、業務

効率化、経営管理等多角的な視点による内部

監査を 20 件実施するとともに、監査後の改善

状況をモニタリングしフォローアップするこ

とにより、センター各部門の業務改善及び業

務効率の向上を図った。 

特に令和元年度は、内部監査（現場実査）にお

いて新たな重点監査項目を設定して、ハイリ

スクとなる事項への集中的な監査を実施し

て、職員の意識改革や ガバナンスの一層の

強化を図った。 

○令和２年度においては、「研究に携わる者の行

動規範」「研究活動における不正行為の防止に

関する規程」等に基づき、被験者保護及び研究

不正をテーマとした研究倫理セミナーや、研

究費の不正をテーマとしたコンプライアンス

研修を開催し、職員へ周知啓発を図った。 

○取引業者に対し、当センターの債権及び債務

残高調査を実施して、研究費の不正使用防止

策を一層強化した。  

○自己評価チェックリストによる自己評価を継

続して行い、各担当に不適正事項を認識させ

て自主的な業務改善につなげるとともに、効

率的な内部監査を実施する為の資料として活

用できることとした。 

○6 ナショナルセンターの監事連絡会議を開催

し、情報共有及び監査水準の向上に努めた。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

目標に対し、以下のとおり、内部

監査、施設整備、人事交流等を行う

とともに、広報に積極的に取り組ん

だ。 

 

 

＜課題と対応＞ 

コンプライアンス体制の強化等

により、内部統制の一層の充実・強

化や研究費の不正防止の取組の強

化を図る。センター機能の維持・向

上、費用対効果及び財務状況を総合

的に勘案し、施設・設備の計画的な

整備に努める。人事システムの最適

化を図るとともに、センターの使

命、業務等に関して国民に積極的な

広報を行う。 

 

○ガバナンス及び法令遵守等の内

部統制のため、多角的な視点から

ハイリスクとなる事項への集中

的な内部監査を実施した。特に元

年度からは重点監査項目を設定

し、集中的な監査を実施すること

で、職員の意識改革やガバナンス

の一層の強化を図った。 

 

○研究に関しては研究倫理セミナ

ーや研究費に関するコンプライ

アンス研修を開催し、職員へ周知

啓発を実施した。また、チェック

リストによる研究費の点検を実

施し、その結果に基づき改善を徹

底するとともに、取引業者に対す

る調査を実施するなど、研究費の

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

 

＜今後の課題＞ 

 

＜その他事項＞ 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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し、公正性・透明

性を確保しつつ合

理的な調達に努め

る等「「独立行政

法人の業務の適正

を確保するための

体制等の整備」に

ついて」（平成26 

年11 月28 日総務

省行政管理局長通

知）に基づき業務

方法書に定めた事

項の運用を確実に

図る。 

更に、公正かつ

透明な調達手続に

よる適切で、迅速

かつ効果的な調達

を実現する観点か

ら、法人が策定し

た「調達等合理化

計画」に基づく取

組を着実に実施す

る。 

 

２．その他の事項

（施設・設備整

備、人事の最適化

に関する事項を含

む） 

（１）施設･設備

整備に関する事項 

施設・設備整備

については、セン

ターの機能の維

持、向上の他、費

用対効果及び財務

適正を確保するた

めの体制等の整

備」について」

（平成26年11月28

日総務省行政管理

局長通知）に基づ

き業務方法書に定

めた事項につい

て、その運用を確

実に図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．その他の事項

（施設・設備整

備、人事の最適化

に関する事項を含

む） 

（１）施設･設備

整備に関する計画 

中長期目標の期

間中に整備する施

設・設備整備につ

いては、別紙４の

とおりとする。 

ついて、その運用を

確実に図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 29 年 3 月に、新研究棟及び次世代外科・

内視鏡治療開発センター（NEXT 棟）につい

ては、基本構想を踏まえ、予定どおり完成させ

た。 

○平成 30 年 6 月には、新研究棟内に「がんゲノ

不正使用防止策を強化した。 

 

○人事システムについては、人材の

適切な流動性を有した組織とし

ていくため、在籍出向制度やクロ

ス・アポイントメント制度を用い

て、国、独立行政法人、国立大学

法人、民間等と積極的な人事交流

を行うとともに、民間から専門的

な知識や経験を有する人材を確

保した。 

 

○広報については、がんに関する最

新の知見や研究成果、科学的根拠

に基づく診断・治療法に関して、

プレスリリースや取材対応など

積極的な情報発信に努めるとと

もに、当センターHP、五大紙、

YouTube などより多くの媒体を

活用した幅広い年齢層に向けた

情報発信を行っており、メディア

掲載数は常に高いレベルを維持

している。 

 

 上記のとおり、中長期目標期間に

おいて、計画を上回る成果を上げて

いると認められるため、Ｂ評価とし

た。 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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状況を総合的に勘

案して計画的な整

備に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人事の最適

化に関する事項 

医薬品や医療機

器の実用化に向け

た出口戦略機能の

強化や、新たな視

点や発想に基づく

研究等の推進のた

め、独立行政法人

医薬品医療機器総

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）積立金の処

分に関する事項 

積立金は、厚生

労働大臣の承認す

るところにより、

将来の投資（建物

等の整備・修繕、

医療機器等の購入

等）及び借入金の

償還に充てる。 

 

（３）人事システ

ムの最適化 

職員が業務で発

揮した能力、適

正、実績等を評価

し、職員の給与に

反映させるととも

に、業務遂行意欲

の向上を図る業績

評価制度を継続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○積立金は、厚生労

働大臣の承認すると

ころにより、将来の

投資（建物等の整備・

修繕、医療機器等の

購入等）及び借入金

の償還に充てている

か。 

 

 

 

○職員が業務で発揮

した能力、適正、実

績等を評価し、職員

の給与に反映させる

とともに、業務遂行

意欲の向上を図る業

績評価制度を継続

し、当該制度の適切

ム情報管理センター（C-CAT）」を開設し、全

国のゲノム情報等を収集・利活用できる体制

を整備した。 

○また、築地キャンパス建替計画に従い、国際交

流会館を解体し、旧研究棟解体に着手。また、

大規模改修については、両キャンパスとも優

先順位をつけながら中期的な計画を策定し、

改修を進めた。 

○電子カルテ更改については、全体計画基づき、

令和２年度に東病院での導入を行い、令和３

年度の中央病院の導入に向けての手続きを進

めた。 

○医療機器については、投資の審査基準を策定

し、必要性等を明確にしたうえで投資委員会

にて審議し、計画的に整備した。 

 

 

 

○次期中長期計画での建替計画などを着実に実

施出来るよう、積立金の繰越を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○評価者、被評価者に対して、業績評価の研修を

実施し、制度の適切な運用を図った。 

〇事務職員の評価制度を見直し、年間目標の設

定をすることとし、評価表を刷新した。 

○業績評価の結果を踏まえて、C･D 評価の事務

職員に対して面談を実施し、適切な業務対応

ができるよう指導していく予定。 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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合機構や諸外国を

含めた他の施設と

の人事交流をこれ

まで以上に推進す

る。 

また、NC間及び

センターと独立行

政法人国立病院機

構の間における看

護師等の人事交流

を更に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、当該制度の適

切運用を行うこと

により優秀な人材

の定着を図り、人

事制度へ活用する

ことにより、セン

ター全体の能率的

運営につなげる。 

 

ア 人材の適切な

流動性を有した組

織を構築するた

め、国、国立病院

機構等の独立行政

法人、国立大学法

人、民間等と円滑

な人事交流を行

い、有為な人材育

成や能力開発を図

る。 

 

 

イ 女性の働きや

すい環境を整備す

るとともに、医師

の本来の役割が発

揮できるよう、医

師とその他医療従

事者との役割分担

を見直し、職員に

とって魅力的で働

きやすい職場環境

の整備に努める。 

 

 

 

 

運用を行うことによ

り優秀な人材の定着

を図り、人事制度へ

活用することによ

り、センター全体の

能率的運営につなげ

ているか。 

 

 

○人材の適切な流動

性を有した組織を構

築するため、国、国

立病院機構等の独立

行政法人、国立大学

法人、民間等と円滑

な人事交流を行い、

有為な人材育成や能

力開発を図るってい

るか。 

 

 

 

○女性の働きやすい

環境を整備するとと

もに、医師の本来の

役割が発揮できるよ

う、医師とその他医

療従事者との役割分

担を見直し、職員に

とって魅力的で働き

やすい職場環境の整

備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○優秀な人材を持続的に確保する観点から、

AMED、PMDA との人事交流を実施するため

医師、研究員、薬剤師、看護師等を派遣してい

る。 

○優秀な人材を持続的に確保する観点から、国、

国立大学法人等との人事交流を実施するとと

もに、在籍出向制度等により国立大学法人等

から職員を採用している。 

○優秀な人材を持続的に確保する観点から、国

立大学法人・研究開発法人とクロス・アポイン

トメント制度を用いて人事交流を行い、研究

成果の最大化を図っている。 

 

○女性職員や乳幼児のいる職員が、キャリアを

中断することなく安心して業務を行えるよう

「夜間・休日保育の導入」、「オンコール体制の

導入」「一時保育の導入」を継続。 

○職員の心理的な負担を把握するための、全職

員を対象にメンタルチェックを実施。 

○外部の産業カウンセラーを月に一度派遣し、

職員の心理的な軽減等業務改善を実施。 

○メンタル等長期病気休暇から復職する手続き

について、復職プログラム等を用い統一化を

図っている。（平成 25 年 12 月開始） 

○平成 29 年４月からの労働基準法改正に伴い、

年間 5 日の年次休暇を取得させるため、柔軟

な運用への規程改正や院内の会議やイントラ

ネットを活用した全職員への周知を図り、年



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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ウ 障がい者が、

その能力と適正に

応じた雇用の場に

就き、地域で自律

できる社会の実現

に貢献するため、

障がい者の雇用を

推進するととも

に、サポート要員

の確保など働きや

すい環境の整備に

も取り組む。 

なお、上記につい

ては、科学技術・

イノベーション創

出の活性化に関す

る法律（平成20年

法律第63号）第24

条に基づいて策定

した「人材活用等

に関する方針」に

則って取り組む。 

 

（４）人事に関す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障がい者が、その

能力と適正に応じた

雇用の場に就き、地

域で自律できる社会

の実現に貢献するた

め、障がい者の雇用

を推進するととも

に、サポート要員の

確保など働きやすい

環境の整備にも取り

組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休取得をしやすい職場環境の構築に努めた。 

〇また、仕事と家庭の両立支援に資するよう、平

成 30 年 7 月よりテレワーク制度を導入し、在

宅勤務を推奨した。令和元年度では、新型コロ

ナウイルスの対策として、在宅勤務を推奨し

たことにより、3 月以降の実施者が増加した。 

〇令和２年度においては、医師本来の役割が発

揮できるよう、医師事務作業補助者を増員し

た。医師のタスクシフティングを円滑に進め

るため、医師事務作業補助業務等検討委員会

を発足させシフトさせる業務について検討を

行っている。 

 

○障害者雇用促進法の趣旨に則り、障害者の雇

用を推進し中長期目標期間を通じて法定基準

（雇用率：2.3％（平成 30 年度から 2.5％））

を常に達成した。 

〇障がい者雇用を充実させるため、就労支援セ

ンターや東京都の障害者支援団体との連携を

密にし働きやすい環境の整備に取り組んだ。 

〇企業在籍型職場適応援助者養成研修を未受講

の職員に対し、受講済みの職員からフィード

バックを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．中長期目標、中長期計画、主な評価軸、業務実績等、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標 中長期計画 主な評価軸（評価

の視点）、指標等 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
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る方針 

良質な医療を効率

的に提供していく

ため、医師、看護

師等の医療従事者

については、医療

を取り巻く状況の

変化に応じて柔軟

に対応するととも

に、経営に十分配

慮する。 

特に、医師・看護

師不足に対する確

保対策を引き続き

推進するとともに

離職防止や復職支

援の対策を講じ

る。 

また、幹部職員

など専門的な技術

を有する者につい

ては、公募を基本

とし、優秀な人材

の確保に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○良質な医療を効率

的に提供していくた

め、医師、看護師等

の医療従事者につい

ては、医療を取り巻

く状況の変化に応じ

て柔軟に対応すると

ともに、経営に十分

配慮しているか。 

 

 

○医師・看護師不足

に対する確保対策を

引き続き推進すると

ともに離職防止や復

職支援の対策を講じ

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○良質な医療を効率的に提供していくための医

療従事者の確保 

①理事長自ら臨床や研究に携わる職員の採用

に積極的に取り組み、人員が不足している

部門には適任者を採用した。 

②独立行政法人化以降、医師・研究員等につい

ては任期付き常勤制度の活用等を行ってい

る。また、任期付き常勤職員について、雇用

開始から 3 年経過となる職員について評価

を行い、評価の良い職員については順次更

新後に無期化へ切り替えを行っている。 

○医師・看護師不足に対する確保対策 

①がん専門修練医、レジデントの処遇を、週

30時間勤務の非常勤職員から常勤職員へと

切替え処遇改善を図った。 

②看護師確保対策として、以下の取り組みを

行った。 

・募集活動として、病棟でのシャドウ研修

を含む病院見学会を開催した。 

・業者主催の合同就職会への参加とそれに

合わせて、各大学、専門学校への募集訪問

を行なった。 

・看護師の卒業校への訪問、大学での就職

説明会へ参加した。 

・看護部ホームページを平成 29年に大幅に

改修し、その後は毎年募集に係る内容の

更新を行い、看護部の紹介、活動の広報に

関するアクセス数を増やす努力をしてい

る。 

・看護師確保対策プロジェクト会議を開催

した。 

・看護師長会・副看護師長会による看護師

確保対策及び離職防止に関するワーキン

ググループを継続し引き続き検討してい

る。 

・仕事に迷いが生じている者・退職希望者
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（３）その他の事

項 

業務全般につい

ては、以下の取組

を行うものとす

る。 

① 的確な評価を

実施するため、セ

ンターは、「独立

行政法人の目標の

策定に関する指

針」（平成26年9

月2日総務大臣決

定）に基づき策定

したこの中長期目

標を達成するため

の中長期計画を策

定するものとす

る。 

② 決算検査報告

（会計検査院）の

指摘も踏まえた見

直しを行うほか、

「独立行政法人改

革等に関する基本

的な方針」（平成

25年12月24日閣議

決定）をはじめと

する既往の閣議決

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）広報に関す

る事項 

センターの使命

や果たしている役

割・業務等につい

て、一般の国民が

理解しやすい方

法、内容でホーム

ページや記者会見

等を通じて積極的

な情報発信に努め

る。 

 

○幹部職員など専門

的な技術を有する者

については、公募を

基本とし、優秀な人

材の確保に努めてい

るか。 

 

 

 

○センターの使命や

果たしている役割・

業務等について、一

般の国民が理解しや

すい方法、内容でホ

ームページや記者会

見等を通じて積極的

な情報発信に努めて

いるか。 

 

 

 

 

への面接を行い、離職防止に努めた。 

○公募を基本とした優秀な人材の確保 

①公募を行い、幹部職員として乳腺外科長（中

央病院）、臨床検査科長（中央病院）、病理診

断科長（中央病院）を採用した。 

②センター内の優秀な人材を築地・柏間で人

事異動させ活性化を図った。 

 

 

 

○がんに関する最新の知見や研究成果、科学的

根拠に基づく診断・治療法について広く国民

に情報提供を行うため、プレスリリース・記者

レクを開催し、その内容をホームページにも

掲載した。プレスリリース 330 件（累計）。 

○積極的に取材対応を行い。より訴求力の高い

パブリシティを有効に活用した。 

・五大紙への掲載：2､216 件（累計） 

・TV 在京キー局放映：583 件（累計） 

○公式 Facebook や YouTube チャンネルを

活用し、タイムリーな情報発信や動画を活用

した分りやすい情報発信を行った。（令和２年

度においては、YouTube での NCC チャンネ

ルの視聴回数は、590,338 回であり、前年に比

べ 36％増となった。） 
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定等に示された政

府方針に基づく取

組について、着実

に実施するものと

する。 

 


